
3-1 
 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.3 普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、平成 31/令和元年度開発協力の重点、自由で開かれたインド
太平洋、女性・平和・安全保障に関する行動計画、法制度整備支援に関する
基本方針、「ビジネスと人権」に関する行動計画 

当該事業実施に係る

根拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難

易度 

【重要度：高】【難易度：高】治安や紛争影響下での特殊な要因下で事業運

営を行う必要があり、目標達成に法人の創意工夫を要し、かつ外部要因に

事業実施を規定する条件が大きく左右されるため。 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

令和3年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
令和 3 年度行政事業レビューシート：番号未定（無償資金協力、独立行政

法人国際協力機構運営交付金） 

 

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット情報

（定量指標） 
達成目標 

目標値 

/ 年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

中東地域安定化のための包括的

支援に係る公約達成のための育

成人材数 

15,000 人 

（2016-2018）51 
5,000 人 6,115 人 5,279 人 － － － 

②主要なインプット情報 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

支出額（百万円） 5,647 5,075  4,497 3,303 4,574 52 

 

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：3.（2）、中期計画：1.（3） 

年度計画 
1.（3）普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現 
ア 公正で包摂的な社会の実現 
FOIP等を踏まえつつ、市民の諸権利の保障・実現や質の高い経済成長に資する、公正かつ透明な

法・司法制度の整備・運用、中央・地方の行政、公共放送の機能強化等に向けた事業を実施す

る。 
特に、TICAD7を踏まえ、アフリカ地域に対する協力の充実を引き続き図るとともに、第14回国連

犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）を踏まえ、刑事司法分野の取組を継続する。また、

市民の司法アクセスに係る支援の継続及び拡充に向けた検討を進めるとともに、日本政府の

「ビジネスと人権行動計画（2020-2025）」への貢献も念頭においた「ビジネスと人権」の促進

に資する具体的取組を進める。 
さらに、行政機能の強化と質の向上を図るべく、アジアでは行政運営を主導する幹部行政官の人材

 
51 2016 年 5 月の G7 伊勢志摩サミットにおける中東地域安定化に係る日本の公約で示されている達成目

標を基に、機構貢献分を 75％として想定して設定する。中東地域安定化のための包括的支援の目標値：2016 

年から 2018 年に 2 万人 
52  暫定値 
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育成を、アフリカ・中南米等では地方行政機能の強化を実施する。 
 
イ 平和と安定、安全の確保 
• 社会・人的資本の復旧・復興、基礎的社会サービスの改善と、これに資する地方行政機関を中

心とする政府機関の能力強化に向けた事業を実施する。 
• 特に、フィリピン・ミンダナオでの平和と開発に係る支援や、国際機関とも連携したウガンダ、

ザンビア等での難民受入コミュニティに対する地方行政能力の向上を支援する。また、紛争影

響地域における新型コロナウイルス感染拡大の影響等に係る調査を実施する。 
• 治安機関や海上保安機関等の法執行機関の機能強化や、安全なサイバー空間の実現、地雷・不

発弾処理機関等の機能強化を支援する。 
• 特に、地域警察制度の普及・定着に向けた事業を継続するとともに、テロ、薬物犯罪、サイバ

ー犯罪等の国際的な課題に係る事業を引き続き実施する。また、TICAD7のフォローアップと

して、アフリカ地域の治安機関や海上保安機関の機能強化等を支援する。その他、ジェンダ

ーに基づく暴力の撤廃に向けた支援や、カンボジア地雷除去センターの知見をいかした南南

協力、日本政府の国家安全保障戦略を踏まえた各国のサイバーセキュリティの能力向上を支

援する。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照） 
法令の整備及び開発計画の策定、住民と政府の関係改善や行政サービスの基盤強化、公的機関の機

能強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 16（16.3、16.5、16.6、16.7、16.10）、SDGs Goal 17
（17.18、17.19）関連） 

紛争再発防止及び社会の融和に資する、包摂性や透明性等に配慮した社会・人的資本の復旧・復興、

基礎的社会サービスの改善、住民の生計向上に係る支援の実施状況（SDGs Goal 16関連） 
・ 平和で安全な社会の構築に資する、治安維持を担う法執行機関等の機能強化支援の実施状況

（SDGs Goal 16関連） 
 

３－２．業務実績 

 

No.3-1 公正で包摂的な社会の実現  
 

法の支配を通じたFOIPの実現に向けて、東南アジアで民商事法の運用改善や人材育成を推進し、国際

公法の研修を実施した。アフリカではTICAD7を踏まえ、刑事司法研修や司法アクセス改善の調査を実

施した。また、アジアの公務員制度の整備・幹部行政官育成、アフリカ・中南米の地方行政部門の開発

計画策定・実施能力の強化、東欧や南スーダンで公正な報道を担う公共放送局の機能強化を支援した。

さらに、「ビジネスと人権」への社会的関心を捉え、カカオ産業に焦点を当てた共創型プラットフォーム

の運営や、脆弱な労働者への新型コロナの影響に関する調査など、包摂的な社会の実現に向けた新たな

取組も推進した。また、普遍的価値やルールに基づく国際秩序の維持・強化に貢献するため、国と国、

人と人とのつながりやネットワーク強化や親日派・知日派リーダーの育成に資する取組として、JICA開

発大学院連携及びJICAチェアをさらに推進した。 
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 
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民事法・経済法を中心としたルール整備等

ガバナンス強化に係る研修実績数 
1,087 人 53 1,068 人 926 人 1,068 人 240 人 477 人 

包摂性や透明性等に配慮し、紛争再発防止、

及び社会の融和に資する活動による研修実

績数 

1,350 人 54 1,728 人 2,933 人 2,452 人 3,416 人 4,079 人 

 

（1）法制度の整備及び確立に向けた具体的な施策の実施状況 

ベトナム、カンボジア、ラオス等の重点国に対する民商事法分野を中心とした支援を法務省、最高裁

判所、日本弁護士連合会、公正取引委員会等の協力の下で実施した。また、アフリカ地域に対する調査、

市民の司法アクセスに係る支援、国際関係における法の支配や「ビジネスと人権」の促進に資する取組

を進めた。主な取組事例は以下のとおり。 

 カカオ産業における「ビジネスと人権」に係る国内初の共創型プラットフォームの進展：「開発途上

国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」の中核となる「ガーナ国カカオ・セクタ

ーを中心とした児童労働に係る情報収集確認調査」を通じ、ガーナ政府が策定した児童労働撤廃ガ

イドラインに照らした各コミュニティレベルでの児童労働の現状把握や課題の抽出、及び地域住民

の児童労働撤廃に向けた理解の促進を促すワークショップを実施した。また、中央レベルでは、児

童労働がない地域の評価ツールの作成や評価にあたる行政官の能力育成等に焦点を当てた取組を、

随時プラットフォーム会員に進捗を報告しながら進めた。これらの結果に基づく技術協力プロジェ

クトが2022年3月に採択され、国際的にも珍しい、国の制度としての児童労働フリーゾーンの導入・

普及を支援する取組を、プラットフォーム会員との協働を通じて2022年度から本格的に進める準備

が整った。また、同プラットフォームの活動の一環として、開発途上国政府や民間企業と連携して

サステイナブル・カカオに関するセミナーを開催したほか、登壇者・参加者間のビジネス・マッチ

ングの機会につなげた。さらに、42団体と85個人（2020年度比1.6倍）から成るプラットフォーム会

員を対象とした会合を2回開催し、会員間の対話を継続的に強化した。加えて、一般市民を対象に、

製菓企業やフェアトレード認証団体と連携して、カカオの生産と消費の課題について考える啓発イ

ベントを開催した。 

 新型コロナ危機による脆弱層への影響調査、初のILO連携の進捗：「全世界新型コロナ危機を受けた

脆弱な労働者の保護に係る情報収集・確認調査」は、コロナ禍の影響を受け現地渡航の対象国を大

幅に絞り、現地リソースを活用しながら調査を継続した。さらに、児童労働撤廃に係る国際基準の

設定・モニタリング・技術支援等の知見を有するILOへの初の委託事業として、ラオス政府による

2010年以来となる児童労働の実態調査をコロナ禍の影響評価等と併せて継続した。機構は、実態調

査のための調査マニュアルや質問票の作成、ソーシャルネットワーク上のインフルエンサーと協働

した児童労働防止の意識向上のための広報活動等を進めた。その他、2021年が児童労働撤廃国際年

であることを踏まえ、児童労働反対世界デー（6月12日）におけるウェブ記事掲載や、国際機関が運

営する児童労働撤廃年ウェブサイトへのビデオメッセージ提供、上記プラットフォーム会員である

NGOとの合同記者会見、日本のラジオ番組出演、高校や大学公開講座での講義等により、児童労働

 
53  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
54  2015 年度実績 
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問題に係る積極的な発信を行った。 

 ベトナム：「改正競争法に基づく競争政策施行能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）で

は、機構専門家が内部セミナー、各種運用指針への助言、市場調査に関する助言等を通じて競争当

局の能力強化を継続するとともに、ベトナム国内での競争政策の認知度向上のため、改正競争法の

概要冊子や動画による啓発教材の作成、TV番組での競争法啓発、中小企業向けの競争法認知度調査

等の啓発活動を推進した。また、プロジェクトサイトでは、競争当局により公表された多数の経済

集中（企業結合）審査の概要や各種の指針が和文で公表されており、ベトナム市場に関連した日系

企業によるM&Aについて重要な参考資料となっている。 

 カンボジア：「民法・民事訴訟法運用改善プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、貸金返還

請求訴訟、所有権移転登記請求訴訟、離婚訴訟等、市民の生活に密接に関連する基本的な事件類型

を中心に訴状、答弁書、判決書、強制執行申請書、保全処分申請書等の書式例の検討を行い、実務

者の指針となる書式例の公開を進めた。これまでカンボジアでは判決書がほとんど公開されない扱

いとなっていたが、本事業を通じて多数の関係者との調整や判決書公開に向けた手続きの整備を行

った結果、2021年度は、他の事件類型を含め、更に60件（累計104件）の判決書が公開された。その

他、不動産登記に係る法令の起案に向けた活動を推進した。 

 ラオス：「法の支配発展促進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、2020年5月に機構の支援

によりラオス初の民法典が施行されたことを踏まえ、2021年度にも裁判官等を対象とする民法典の

普及活動を行った。また、ラオスでの民法理論の構築を目指し、日本の研究者を中心とするアドバ

イザリーグループの協力を得て、リサーチペーパーの検討等を行った。刑事法分野でも、証拠法を

中心とする手続法から刑事実体法に検討の範囲を拡大し、故意論や事実認定等に関する理論及び実

務双方にわたる検討を行った。さらに、本プロジェクトとの連携を念頭に、2名（ラオス弁護士会2

名）が慶應義塾大学大学院法務研究科での留学を開始した。日本法や比較法研究への理解を深めて

ラオス民法独自の法学理論の確立に貢献すること、JICA開発大学院連携等を通じて日本の開発経験

を理解し、「法の支配」の普及・定着に寄与することが期待されている。 

 アフリカ地域に対する支援：「仏語圏アフリカ刑事司法研修」では、オンライン講義を通じて、日本

の刑事司法手続を紹介する動画教材等を活用しながら、電子データによる証拠をテーマとした研修

を実施した。また、「アフリカ地域司法アクセス向上・ネットワーク構築に係る情報収集・確認調査」

を完了した。同調査では、ケニア、ルワンダ、マラウイ、コートジボワール等において現地調査や

ワークショップを実施し、インフォーマルセクターとの連携や司法アクセスの向上に係るICT技術

の活用に関する検討を進めた。また、ケニアでは非行少女・少年の保護・更生に関する情報収集・

分析のため「ケニア非行少年・少女の保護・更生に関する基礎情報収集・確認調査」を実施した。

TICAD8への貢献を念頭に、「アフリカ地域ビジネス法支援に係る情報収集・確認調査」を実施し、

現地調査やオンライン・ワークショップにより、ケニア、ガーナ、ナイジェリアの知財法、競争法、

倒産法等の法整備や法執行上の課題を検討した。 

 市民の司法アクセスに係る支援等：アフリカの一部の国を対象とした情報収集・確認調査において、

法テラス等の協力も得ながら調停等の司法アクセスに関連するセミナー等の活動を実施したほか、

司法アクセスに関する課題別研修を実施し、日本弁護士連合会の活動など日本の知見共有を行った。

また、スリランカ及びバングラデシュでは、訴訟遅延や訴訟事件滞留に関する対処方針を検討する

ため、オンラインセミナーの形式で国別研修を実施し、争点整理等の訴訟技術に関する知見を共有

した。特にスリランカでは、機構が主導しUSAID専門家やイギリスの法廷弁護士とも協働して研修
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を実施した公判前整理手続が2022年2月の刑事訴訟法改正により実際に導入されることになり、相

手国関係者から高い評価を得た。 

 その他刑事司法分野における支援：刑事司法分野では、上記取組以外にも、京都コングレスを踏ま

えて、4件の既存の課題別研修及び犯罪被害を受けた児童等に焦点を当てた新規課題別研修「包摂

的な社会に向けた再犯者、児童・女性等を含む弱者に対する刑事司法的対処」をオンラインで実施

した。課題別研修「犯罪者処遇（矯正保護）」では、「日・ASEAN技術協力協定」を活用しシンガポ

ールからの参加を得た結果、同国の先進的な知見の共有がされるなど研修全体の質が向上した。 
 国際関係における法の支配：FIOPの観点から極めて重要な、国際関係における法の支配の促進に資

する国際公法に関し、課題別研修をオンラインで実施した。研修には、シンガポール、カンボジア、

ベトナム等の7か国から外務省、司法省等の職員が参加し、海洋法及び国際紛争の平和的解決に係

る基本的な理論と実務を習得した。また、競争法分野では、タイに新たに個別専門家を派遣した。

ASEAN地域の経済的要衝の国で、企業結合審査やカルテルの防止・摘発に係る競争当局の能力強化

を行い、法の支配に基づく公正なビジネス環境の整備に貢献した。 
 JICA開発大学院連携・JICAチェアの推進：普遍的価値やルールに基づく国際秩序を維持・強化する

ため、国国、人と人とのつながりやネットワークづくりを強化する取組として、法の支配やガバナ

ンスも含む多様な分野において、親日派・知日派リーダーの育成に資するJICA開発大学院連携及び

JICAチェア（JICA日本研究講座設立支援事業）の実施を引き続き推進した。日本の近代の開発経験

と戦後の援助実施国としての知見の両面を学ぶ機会を、オンデマンド方式により全ての長期研修員

等（2021年度新規受入1,006名）に対して提供するとともに、留学生間のネットワーク強化を促進す

るセミナー等、プログラムの充実化を図った。さらに、上記知見を海外にも広げるJICAチェアを2021

年度は46か国で展開した。 
 

（2）立法府、司法府、中央・地方の行政、公共放送の機能強化 

① 立法府における議会事務局の能力強化、選挙管理 

 ベトナム：「国会事務局能力向上プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）では、日本の衆

議院事務局等の経験・ノウハウを踏まえた協力を引き続き展開した。具体的には、立法技術や委員

会運営についてのオンラインセミナーを開催し、国会議員や国会事務局職員と協働して日本の取組

を紹介した。また、ベトナム国会の電子化に資するデータ管理サーバーや遠隔会議用資機材を供与

し、ベトナム国会の更なるデジタル化を推進した。 

 健全に機能する議会の運営、公正な選挙管理の在り方を伝えることを目的に、課題別研修「議会運

営・選挙管理」及び「民主国家における選挙マネジメント」をオンラインで実施した。また、日本

の選挙管理実務に関する教材動画（言語：日英）を制作・オンライン公開し、選挙分野協力の教本

となるビデオを完成させた。この映像を活用し、フィジー、パレスチナ、フィリピン（バンサモロ

暫定自治政府）向けにそれぞれオンラインセミナーを開催し、各国の選挙管理委員会等から関係者

が合計60名参加して日本の選挙管理について学んだほか、各国との選挙制度の比較を主として活発

な議論が行われた。 

 

② 中央行政の政策立案・実施の能力・質の強化 

 公務員制度・人材育成の推進：ベトナムでは、公正な公務員採用試験の実施と、優秀な職員の採用

に向けた採用試験制度の改善に向けた取組を進めており、「公務員採用試験改革プロジェクト」を
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開始した。また、国家機関の幹部及び幹部候補生を対象に、行政改革及び新しい社会経済モデルを

推進できる人材育成を目的とした「戦略的幹部研修プロジェクト」も実施した。 

 バングラデシュでは、幹部行政官や民間企業幹部等に公共政策分野の修士プログラムを提供する高

等教育・研究機関であるガバナンス・マネジメント研究所に個別専門家を派遣し、同研究所の人材

育成能力及び組織機能の向上に向けた支援を行った。同研究所の施設及び機材の整備を行う無償資

金協力のG/Aが締結されたことも踏まえ、中長期的な高度人材を育成するための支援方針の検討を

進めた。 

 イラクでは、国家開発計画（2018～2022年）で打ち出された行政の透明性確保及び行政機関の効率

化を目指し、各省庁の局長級公務員に対し、オンライン研修（自立的発展のための上級公務員の行

政・人材管理能力向上）を実施した。 

 統計分野の支援では、エジプト「ITを活用した時間利用調査・統計手法の開発」（国別研修）のオン

ラインセミナーを実施し、日本の各種統計調査（社会生活基本調査、国勢調査）の概要や、統計調

査におけるコロナ配慮について講義した。 

 

③ 地方行政の人材育成・計画策定・事業実施能力の強化 

 タンザニア：2020年度に終了した「地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化

プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）を通じて整備した地方自治体の行政官等が利用

するガイドラインが、タンザニア政府に承認された。 

 バングラデシュ：地方自治体の行財政能力向上に向けた円借款と技術協力による包括的な支援を展

開した。具体的には、先行して実施した「中核都市機能強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

の支援で作成・承認された、中核都市ガバナンス向上戦略を根拠に、国内全12の中核都市の行政能

力強化のための基盤整備を目的とした「都市機能強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開

始した。本案件は、円借款「包括的中核都市行政強化事業」及び「都市開発及び都市行政強化事業」

と連携して実施することにより、対象都市のインフラ計画策定・実施を含む行財政機能の強化をよ

り効果的に達成することが期待される。また、郡自治体に対しては、「郡自治体機能強化プロジェク

ト」（技術協力プロジェクト）と「地方行政強化事業」（円借款）により、引き続き郡自治体のイン

フラ整備及び行政機能向上を支援した。 

 ホンジュラス：地方部で住民の幅広い開発ニーズに応じた行政サービスを計画的かつ円滑に提供す

るための手法（FOCALプロセス）が開発され、その制度化と全国普及に向けた取組が実施されてき

た。これまでの支援の成果をいかし、同プロセスでの行政サービスのデリバリー実施及びモニタリ

ング能力向上を目的とした「SDGs・ホンジュラス国家アジェンダ2030に資する地方自治体事業実

施・モニタリング体制整備及び能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の支援を開始し、

同プロセスの更なる改善と定着に向けた取組を実施した。 

 カンボジア：「地方行政官研修運営能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）において、地

方自治体に勤務する地方公務員の能力向上に必要な階層別研修モジュールの検討・開発に係るこれ

までの成果を踏まえ、各モジュールの有効活用と、研修データのマネジメントに係る支援を実施し

た。また、全州の知事・副知事級への研修も実施した。 

 ニカラグア：「地方自治行政能力強化プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）を通じて、

前フェーズで作成された自治体の開発計画の策定手法を基に、自治体の予算計画との連動やそのモ

ニタリングを含めた一連の事業サイクルの全国レベルの導入に向けた取組を継続した。2021年度は
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オンラインにより、全国153市中95市に支援の枠を拡げて会議・研修を着実に実施し、一連の事業サ

イクルの更なる展開・定着に向けた活動を実施した。 

 ドミニカ共和国：「北シバオ地域における地方自治体計画策定能力強化プロジェクト」（技術協力プ

ロジェクト）では、全国の市役所職員等を主な対象とする説明会で周知・普及を図るとともに、地

域レベルで集約された開発ニーズの中央省庁の政策への反映を容易にするためのデータベース等

の仕組みの構築を支援し、住民のニーズに基づいた全国各地域の戦略計画の策定を促進する体制を

整備した。 

 

④ 国営放送局の公共放送化 

 ウクライナ：「公共放送組織体制強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、ウクライナ公

共放送局に対して、新型コロナ関連報道や選挙報道の在り方に係る「緊急報道ワークショップ」を

2回開催した。同ワークショップにはキーウ中央局及び全地方局から報道担当職員が参加し、緊急

報道を行う上で必要となる中央と支局のネットワーク構築を図った。ワークショップでの意見交換

の結果は、緊急報道に係るハンドブックに反映された。同ハンドブックは『国家主権を脅かすよう

な事態』への対応も想定しており、ロシアによる侵攻に関する緊急報道にも活用されている。また、

11月に外務省主管の無償資金協力により、スタジオ関連資機材が供与され、同資機材の活用、維持

管理のOJTを実施した。 

 コソボ：「コソボ公共放送局能力向上プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）では、これ

まで取材が困難だった少数民族地域（セルビア系住民が多数を占める北ミトロビッツァ）や多民族

混住地域（トルコ系、ボスニアック、ロマ系などが混住するプリズレン）の支局開設準備及び質の

高い番組制作のためのアーカイブスシステムの有効利用に着手した。加えて、番組制作スタッフの

能力向上のため、機構専門家によるOJTやワークショップを実施するとともに、前フェーズで制作

を開始した民族合同制作番組「In Focus」の継続のため、番組で取り扱うテーマや素材について議論

する等の活動を実施した。「In Focus」は新型コロナウイルス感染拡大を受けて一時制作が中断され

ていたが、上述の議論を経て、2022年1月より放送を再開した。 

 南スーダン：機構は、南スーダンの独立直後からメディア・セミナーや国別研修、技術協力プロジ

ェクトを通じて、正確で公平・公正な情報へのアクセスを保障し、表現の自由を促進することを目

指してメディア支援を行ってきた。南スーダンは2023年初頭までに総選挙を実施することを目指し

ており、政党の候補者に関する情報を提供するメディアの役割が益々大きくなることも踏まえ、

2022年1月に「南スーダン放送局組織能力強化プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）を

開始した。本事業では、選挙を含む様々な政治関連情報や社会・文化に関わる重要情報を、南スー

ダンの全ての人々に、迅速かつ正確に伝えるための支援を行う。2022年3月には、連携して実施して

いる国別研修で、メディア・セミナー「表現の自由・情報へのアクセスの保護」を開催し、地元記

者、情報政策担当の政府関係者、国会議員等計約30名が、南スーダンのメディア環境、法的枠組と

運用の問題等について議論した。参加者からは立場を越えた自由な議論を評価する声が聞かれた。 

 全世界：正確・中立・公正なメディアとしての在り方を学ぶことを目的に、課題別研修「民主国家

におけるメディアの役割－情報へのアクセスと権力監視」をオンラインで実施した。公共放送局等

のジャーナリスト等7か国11名研修員として参加し、NHKや総務省、大学教授による講義等を通じ

て日本の公共放送の事例を学ぶほか、研修参加者の出身国の多くで関心を集めるピース・ジャーナ

リズムについても理解を深めた。 
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（3）SDGs達成に向けた貢献 

 SDGsゴール16に係る各ターゲット（16.5、16.6、16.7等）に資する案件を既述のとおり実施した。 

 ターゲット8.7（強制労働の根絶、児童労働の禁止及び撲滅）に対する取組として、2021年が児童労

働国際撤廃年であることも踏まえ、「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォー

ム」を軸とした各種活動、ガーナの児童労働に係る調査、ラオスでのILO委託調査などを進めた。 

 

（4）事業上の課題、及び対応方針 

新型コロナウイルスにより、行政サービスや社会的弱者への悪影響が生じる可能性に引き続き注視

し、適切な協力を実施する。 

新型コロナウイルスの流行に伴う渡航制限が引き続き専門家や調査団の派遣に大きく影響を与えて

いるほか、2021年度も日本国内に研修員を受け入れられなかった。オンラインを活用した研修・セミナ

ー等に引き続き積極的に取り組み影響の最小化を図りつつ、計画の見直しを行った。今後も、渡航制限

の解除状況等に応じ柔軟に計画を見直しながら、所定の開発効果の発現に取り組む。 
 

 
  No.3-2 平和と安定、安全の確保  
 

世界で武力紛争や政変が増加し、難民・国内避難民は2021年度も過去最悪を更新する中、引き続き遠

隔での協議も活用し、ミンダナオの暫定自治政府の制度構築を着実に進める等、住民から信頼される政

府をつくるための制度構築・人材育成と、強じんな社会を形成するためのコミュニティの融和を促進し

た。また、紛争の長期化が生じているアフリカ及び中東を中心に、国際機関とともに人道と開発と平和

の連携（HDPネクサス）を推進した。ウガンダでは長年のこうした取組が評価され、国会で機構の事業

に対する賞賛の決議が採択された。 
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

平和で安全な社会の

構築のための政府機

関等の機能を強化す

る活動に係る研修実

績数 

1,033 人 55 
（うち、本邦

研修 78 人） 

4,950 人 
（うち、本邦

研修 165 人） 

3,656 人 
（うち、本邦

研修 245 人） 

2,403 人 
（うち、本邦

研修 303 人） 

1,730 人 
（うち、本邦

研修 11 人） 

2,170 人 
（うち、本邦

研修726 人） 

 

（1）社会・人的資本の復旧・復興、基礎的社会サービスの改善、国際機関との連携を踏まえた政府機関

（特に地方行政機関）の能力強化事業の形成・実施 

① 政府機関（特に地方行政機関）の能力強化 

 戦時下における緊急人道支援～復興・開発支援の検討：2022年2月24日に突如開始されたロシア軍

によるウクライナ侵攻を受け、日本政府が表明した支援のうち、機構は1億ドルの借款支援として

世銀との協調による緊急経済復興開発政策借款を3月中に事前通報まで準備した。また、周辺国へ

の支援ニーズを確認すべく、緊急人道支援・保健医療分野ニーズ調査をモルドバに派遣・実施し、

調査団第2陣等の継続的な人的貢献を検討したほか、停戦後即時の復興・開発支援に向けて、衛星画

 
55  前中期目標期間実績（2012-2015）実績平均 
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像等を活用した被害状況調査を準備した。 

 ソマリア地方行政能力強化に係るウガンダ第三国視察：機構がこれまで紛争後の復興支援を行って

きたウガンダ北部のアチョリ地域に、ソマリアの中央及び地方の行政官9名を招へいし、地方自治

体やそのコミュニティなどを視察することを通じて、復興に至るまでのウガンダ政府の取組、復興

過程で直面した課題、復興に関する教訓等を学ぶプログラムを実施した。ウガンダ北部はソマリア

同様に20年以上の内戦を経験したこと、大量の国内避難民が発生し、避難民の帰還及びコミュニテ

ィ再建に取り組んできたこと等、ソマリアが抱えている課題との共通点があるため、実際に復興に

携わったウガンダ地方行政官の経験は有益であり、ソマリアの行政官は熱心に参加し、ウガンダの

経験を踏まえたソマリアでの復興計画推進を検討する機会になった。 

 フィリピン・ミンダナオにおける自治政府設立に向けた移行期支援：「バンサモロ包括的能力向上

プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、ガバナンス、農業（生計向上）、新型コロナ対策の

3分野の活動を通じて、バンサモロ暫定自治政府（BTA）の行政能力強化と行政サービスの向上に取

り組んだ。特に、ガバナンス分野では、BTA新規採用職員向けのハンドブックを作成し、同ハンド

ブックを用いた新規職員研修を実施、人材育成計画の策定にも着手した。また、行政と住民の信頼

関係向上を目的として、BTA各省の目標、役割、責任を地域住民に正しく伝達するためのCitizen’s 

Charter（市民憲章）作成支援に着手した。2020年度に追加した新型コロナ対策の活動では、BTA域

内の地方自治体の新型コロナ対策復興計画及び災害リスク軽減計画の現状と課題に関する調査を、

119の市町村を対象に実施した。同調査の結果に基づき、新型コロナ対策復興計画及び災害リスク軽

減計画の策定をパイロット支援する15の自治体を選定し、2022年度から本格的に開始する計画策

定・実施支援に向けて対象自治体へのオリエンテーションを行った。また、新型コロナウイルスの

影響で住民のニーズ把握が困難な状況に鑑み、2021年3月より「バンサモロ地域におけるコミュニ

ティの課題・ニーズに対応したコミュニティ開発に係る情報収集・確認調査」を実施した。本調査

では新たな取組としてSNSなどのビッグデータを活用したニーズ調査を行うとともに、若者から課

題解決策を募集し、ピッチイベントを開催した。 

 ナイジェリア：ボコ・ハラムに代表される過激派グループの活動が活発で、住民の生活に深刻な影

響を及ぼしているナイジェリア北東部及び北部中央地域6州の地方行政官48名に対し、現地で活動

するUNDPと連携し、日本の戦後復興の経験や地方行政の取組を学ぶ遠隔のワークショップを開催

した。当該地域は日本の外務省での渡航レベル4に該当し、機構として邦人が現地入りする支援が

困難であるが、UNDPとの連携により同機関が持つネットワークを活用した適切な人選やフォロー

アップが可能となり、紛争影響地域の地方行政官に効果的・効率的にアプローチし、現場のニーズ

に沿ったワークショップを実施することができた。同ワークショップは、2018年より開始したUNDP

との連携において、相互補完的な協力体制を更に発展させるものであり、今後の北東部支援の協力

の拡大につながるものとなった。UNDPとのハイレベル協議においても本連携は好事例として紹介

され、今後の継続と本連携をモデルにした他国への展開への期待が言及された。また、同地域の地

方行政官能力強化の推進と関係機関の連携強化を目的として、2022年1月から個別専門家が派遣さ

れた。 

 紛争国における本邦研修（遠隔）を通じた能力強化支援（イエメン、ソマリア等）：「紛争影響国に

おける国家建設」（ブルンジ、イラク、パレスチナ、ソマリア、南スーダン、イエメンから計6名）

及び「紛争影響国における地域社会再建に係る地方行政能力強化支援」（コートジボワール、ブルキ

ナファソ、カメルーン、ブルンジから計9名）の課題別研修を遠隔で実施した。研修終了後は在外事
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務所と連携しながら、研修員が作成したアクションプランの実施を支援した。 

 南スーダン：「平和構築（地方行政）分野に係る情報収集・確認調査」を実施し、南スーダンにおけ

る和平プロセスの進展と平和の定着支援の観点から地方行政に関する情報を収集・分析し、新規案

件「地域開発・コミュニティ再建のための地方行政能力強化」（国別研修及び個別専門家）を形成し

た。同案件は、これまで機構や他ドナーが直接の能力強化対象としてこなかった州政府を対象とし

ている。また、10月には同調査の中で中央政府及び新規案件対象州政府職員を対象とした地方行政

オンラインセミナーを実施し、日本の地方行政制度並びに戦後及び震災後復興経験を共有した。南

スーダン政府からは、日本の経験を今後州政府レベルの行政官が学ぶことに大きな関心と期待が寄

せられた。同セミナーを受講した中央政府及び各州職員のイニシアティブで各州において先方主導

の知見共有ワークショップが企画・実施され、機構からも国際協力専門員による講義や日本の地方

行政官との質疑応答セッションの実施等で支援した。 

 スーダン：民主的な政権への移行が進展するスーダンでは、平和構築の観点から協力方針を検討す

ることを目的に「平和と安定に関する情報収集・確認調査」を実施した。同調査の中で、スーダン

の最新状況を課題横断的な視点から考察し、民政移行期間の見通しや安定・不安定要因の分析、事

業実施上の留意点を整理するとともに、同調査の成果を活用してスーダンの和平プロセス推進に向

けた協力方針並びに新規事業「中央政府と地方行政の連携強化」（国別研修）及び技術プロジェクト

案を検討した。また、過去の同地域での平和構築案件の経験を踏まえ、「ダルフール5州における州

水公社の持続的で公平な水供給のための能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）で、紛争

予防配慮・平和促進の視点を組み込んで案件の形成を進めた。 

 アフガニスタン：「未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト」を通じてアフガニスタン人の本邦

大学院での学位取得を通じた能力向上を支援しており、将来的に同国の開発を牽引する国づくりの

中核人材の育成のために、2021年8月の現地情勢変化以降も60名の来日を支援・実現させた。また、

ペシャワール会の故・中村哲医師と連携して支援したコミュニティ灌漑のノウハウ等を他地域に展

開するためのガイドラインを作成した。さらに、人道・経済危機の深刻化が懸念される中、国際機

関との連携による無償資金協力として、タジキスタン－アフガニスタン国境地域での「第二次タジ

キスタン－アフガニスタン国境地域生活改善計画（UNDP連携）」（無償資金協力）（2018～2021年）

及びその効果を更に拡大するフェーズ3により、北部国境の貧困地域において女性の就労支援を行

い、現情勢下で困難に直面するアフガニスタンの人々の生活改善支援を行った。加えて、「学校にお

ける水・衛生環境改善計画（UNICEF連携）」（2020年度開始）により、38校の学校の衛生施設整備と

学校やコミュニティの衛生教育を行い、教育機会の確保と感染症予防に貢献した。 

 パキスタン「パキスタン北西部国境周辺地域における情報収集・確認調査」により、ハイバル・パ

フトゥンハー（KP）州、特にアフガニスタンと国境を接するKP州の新併合地域（旧連邦直轄部族地

域）について調査を行い、同州へ協力を行う上での紛争予防配慮事項の抽出・整理を行った。調査

結果を踏まえ、アフガニスタンとの国境地域の行政サービスの改善、行政官の能力向上を行うとと

もに、アフガニスタンからの難民を受け入れるホストコミュニティ向け支援等を行う「ハイバル・

パフトゥンハー州新併合地域の地方行政官能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を形

成した。 

 その他、サヘル地域を対象とした「G5サヘル諸国における平和と安定に係る情報収集・確認調査」

による今後の支援策の検討、また、シエラレオネ「レジリエンス強化のための能力向上プロジェク

ト」（技術協力プロジェクト）により、同国中期国家開発計画が掲げる「地方自治体と住民組織の協
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働、省庁間の連携による地域開発」を通じた関係機関の人材・組織の能力強化への協力を開始した。 

 

② 人道と開発の連携（難民関連支援を含む） 

 ウガンダの難民・避難民受入地域における難民政策枠組みの改善と地方行政能力強化：20年にわた

る内戦の影響を受けた同国北部地域での復興支援を端緒として、ウガンダ全土における機構の長年

の協力を称える決議がウガンダ国会にて採択された。特定の国際協力機関による協力を称える決議

は同国史上初となる。また、首相府難民局に派遣されている難民支援アドバイザーが、難民局への

支援の一環として、国家開発計画で国内の難民支援に関する枠組みを定めると規定されている

「Settlement Transformation Agenda」（難民とホストコミュニティを包含する政策）の改訂作業を支援

した。また、「西ナイル難民受入地域レジリエンス強化」（技術協力プロジェクト）を開始し、難民

受入れ及び影響県（全12県）で、難民のニーズも勘案した統合開発計画の策定・実施に係る地方行

政の能力強化を図るため、地方自治省並びに各県行政官、関係機関との調整及び現地調査を行った。

加えて、「DX主流化のための情報収集・確認調査」のパイロット事業の一つとして、デジタル技術

によって収集可視化した同地域の公共インフラ（保健施設）の難民及びホストコミュニティ住人双

方の使用頻度等に係るデータの統合開発計画策定への活用方法を検討した。 

 パレスチナ：「難民キャンプ改善プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）では、「難民キ

ャンプ改善計画」（無償資金協力）と連携し、キャンプ改善計画の中から同資金協力により実施する

インフラ事業を住民主体で選定するプロセスを支援した。また、新型コロナ感染拡大への対応とし

て、先行事業を通して形成した住民グループ、特に若者グループを主体とした各難民キャンプ内で

の感染対策、啓発活動の実施を支援した。本事業を通じて、若者の積極的な社会参画の継続を後押

しし、2020年度に供与した感染防護資材と合わせて同難民キャンプの感染対策の強化や住民の不安

緩和に貢献した。さらに、実施機関や各難民キャンプが自力でキャンプ改善計画の実施に必要な資

金調達ができるよう、本事業での新たな取組としてファンドレイジングの研修を実施した。本事業

の活動が新聞社に取り上げられたことをきっかけに、機構・新聞社共催で11月に日本とパレスチナ

難民キャンプの子どもたちのオンライン交流イベントを開催した。その後対象難民キャンプの一つ

では、パレスチナ事務所の支援を得て日本のAirfundingを使用した初の自主的なクラウドファンデ

ィングの取組が実施され、目標金額を達成した。 

 シリア難民：シリア難民の若者に教育機会を提供し、将来のシリアの復興を担う人材を育成するた

めの「平和への架け橋・人材育成プログラム」では、2021年度は10名（2017年から5年間で累計67名）

を受け入れた。 

 ザンビア：「元難民の現地統合支援プロジェクト」（開発調査型技術協力）は、プロジェクト対象地

であるメヘバとマユクワユクワにおいて、カウンターパート及び関係機関や元難民代表等による再

定住推進委員会が形成されるとともに、個別訪問も通じてSHEPの各種研修が計画どおりの規模（1

バッチ100名）で進められた。また、副大統領府再定住局へ「元難民現地統合支援アドバイザー」の

派遣を開始し、再定住局の政策面での能力強化にも着手した。 

 

（2）ナレッジの蓄積、発信、連携強化 

 人間の安全保障に関するレポートの発刊：機構緒方研究所のフラグシップレポートとしてJICA緒

方研究所レポート『今日の人間の安全保障』を発刊した。コロナ禍により世界で国、社会、人々の

脆弱性が深刻化する中、人間の安全保障の概念がより重要となっている。人間の安全保障という



3-12 
 

切り口で、研究成果の対外的な見える化を図り、現場での活用や国際援助潮流の形成に貢献する

ため同レポートを創刊した。 

 国際機関等との連携：UNHCR、UNDP、WFP及び世銀との協議、OECD-DACの「紛争と脆弱に関す

る国際ネットワーク（INCAF：International Network on Conflict And Fragility）」等を通じ、機構の平

和構築分野に係る取組の発信と意見交換を行った。UNHCRとは、職員の交流を継続しているほか、

理事長と高等弁務官の面談や10年ぶりの戦略対話を実施し、世界中で増加の一途をたどっている難

民、国内避難民への支援につき人道と開発と平和のネクサスの観点で緊密に協力・連携することで

合意した。 

 世銀とは、SSIGP（Social Sustainability and Inclusion Global Practice）及びFCV（Fragility Conflict and 

Violence）との協議を累次にわたり行った。 

 INCAFでは、DACにより2019年に採択された「人道・開発・平和（HDP）の連携に関する勧告」の

実施について、勧告に賛同する国連機関とDACメンバー間の対話が開催され、機構はUNDPととも

に同枠組みの中の3言語化（Trilingualism）協議グループの共同議長を務め、国連機関等との共通理

解の促進に寄与した。 

 UNDP危機局とは、プリンストン大学とともにベトナムにおける新型コロナ対応におけるガバナン

ス調査に関して、機構緒方研究所の同様の調査研究の取組を共有することで相互の知見の強化を図

ったほか、ナイジェリアやザンビアでプロジェクトレベルでの連携を継続した。さらに、機構、

UNHCR及びUNDPによる3者共催の地方行政及び法の支配の取組に関するオンラインセミナーを開

催した。 

 WFPとは、WFPが立ち上げた平和への貢献度を客観的に測定する手法開発に向けたコンサルテーシ

ョンに外務省と参加し、WFP執行理事会のドイツ、日本両政府共催のラウンドテーブルで機構の取

組を発信した。 

 日本のナレッジの活用・発信：紛争中・紛争直後の国の平和構築、復興、開発にいかすべく、JICA-

Net教材「ヒロシマ復興からのメッセージ～復興における地方行政の役割と取組み～」（2019年度作

成）を課題別研修の事前課題として活用し、復興における行政官の役割について理解を促進した。 

 

（3）治安機関、海上保安機関等の法執行機関、国境管理機関等の機能強化、及び安全なサイバー空間の

実現等に向けた事業の形成・実施 

① 海上保安機関の法執行機関の能力強化 

 機構、政策研究大学院大学、海上保安庁及び日本財団の協力の下で2015年に開始した「海上保安政

策プログラム」で、修士課程を修了したフィリピン、タイ、スリランカからの第6期（2020年10月～

2021年9月）5人に学位記が授与され、修了者は累計で36人となった。彼らはコロナ禍で来日が遅れ

たものの、2020年10月にオンラインで研修を開始し、予定どおり1年間で学位を取得した。修了者が

海上保安政策の企画・立案に係る高度な能力を身につけ、また各国の連携強化により、海洋をめぐ

る国際秩序の維持発展に寄与することが期待される。 

 マレーシア国別研修「マレーシア海上法令執行庁総合的海上保安管理能力向上」を開始し、オンラ

インによる海上犯罪取締り等の研修を実施した。個別専門家「マレーシア海上法令執行庁海上保安

アドバイザー」との連携・調整の下、マレーシア海上法令執行庁（MMEA）の海上法執行能力向上

に取り組むとともに、機構による長年の協力により第三国技術協力機関として正式認定されたマレ

ーシア海上保安アカデミー（AMSAS）の能力強化を図り、同国周辺海域の犯罪抑止、また周辺国等
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の海上保安機関の能力向上につながることが期待される。 

 インドネシア及びベトナムを対象とした海上保安機関職員向けの研修をオンラインで実施し、延べ

189名が参加して海洋法の講義から逮捕術の実技まで幅広い研修を受講した。両国の海上保安機関

職員等が海上法執行に係る知識・能力を深めることにより、海上交通の要所であるASEAN地域の海

上法執行が適正に実施され、FOIPの実現に寄与することが期待される。 

 

② 地域警察制度の普及 

 中南米：過去のブラジルへの協力成果を活用した三角協力により、グアテマラ、ホンジュラスにお

ける地域警察活動の促進を支援した。ホンジュラスでは、「地域住民の参加を通じた地域警察活動

促進支援」（個別専門家）を派遣し、地方政府や市民社会の協力を得ながら警察と地域住民の関係の

強化を含め、現地に合せた地域警察活動モデルの改善等を実施した。また、ホンジュラス警察改革

の経験共有セミナーを開催し、ブラジル、グアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア等の警察関係

者を含む約20名が参加した。 

 グアテマラでは、「中米・カリブ地域With/Post COVID-19における開発協力の在り方に係る情報収集・

確認調査」において、治安におけるICTソリューションの活用に係る検討、勉強会にグアテマラ国

家文民警察も参加し、IT技術を活用した治安改善の検討にも貢献した。 

 ブラジルでは、2000年以降の長年の協力の成果をいかして、11月にミナスジェライス州警察主催で

地域警察に関する国際警察セミナーが開催され、3,000人以上の参加があったほか、パラナ州及びマ

ラニョン州の警察学校も日本の地域警察の取組を紹介するセミナーを開催した。また、同国におけ

る地域警察協力の歴史、成果をまとめたドキュメンタリー動画を作成し、機構ウェブサイトで公開

した。同動画の視聴回数は1週間で26万回を超え、現地メディアにも取り上げられた。 

 インドネシア：日本の警察庁・都道府県警察との連携により実施中の「市民警察活動全国展開プロ

ジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）では、コロナ禍のため本邦研修は実施できなかった

ものの、2022年9月のプロジェクト終了を見据えた市民警察活動（POLMAS）の全国展開を促進し

た。POLMAS分野では、インドネシア国家警察が定義する自立的に地域警察研修を実施できる「自

立州」認定に向けて研修を東ジャワ州で実施するとともに、その他二つの自立州は隣接州に研修を

実施した。また鑑識分野では、指紋照合研修を2,040名に、鑑識研修検定を4州の4,666名へ実施した。 

 コンゴ民主共和国：「市民と平和のための警察研修実施能力強化プロジェクトフェーズ2」（技術協

力プロジェクト）において、長期専門家を2名派遣し、本格的な活動に着手した。プロジェクトの具

体的な活動方法に係る国家警察との協議の結果、地域警察のハンドブックにジェンダー配慮を含む

ことやプロジェクトで導入する地域安全協議会の活動に性及び性差に基づく暴力に係る内容を含

めることに合意した。 

 課題別研修「地域警察」（15か国19名参加）をオンラインで実施し、交番・駐在所を拠点として地域

に密着し、住民と協力しながら安全を確保する日本の地域警察システムを学ぶとともに、コロナ禍

での地域警察活動の実施に関する経験共有・意見交換を行った。さらに、課題別研修「犯罪鑑識」

（7か国9名参加）「警察幹部組織運営」（9か国11名参加）及び「国際捜査」（7か国9名参加）を関係

機関の協力を得て実施した。 

 

（4）テロ、薬物犯罪、サイバー犯罪、ジェンダーに基づく暴力等の国際的な課題への対応 

 TICAD7における日本の取組のうち、司法・警察・治安維持等の分野を担う人材育成への貢献とし
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て、テロへの対処を含む国境地域での治安に問題を抱えるアフリカ・サヘル地域の6か国を対象に、

国際移住機関（IOM：International Organization for Migration）と連携しコロナ禍における国境管理の

現状と課題を分析する調査を開始した。 

 アフガニスタンでは、女性の人権と安全の保障に重要な役割を果たす女性警察官等の能力強化を支

援する「性と性差に基づく暴力への取組のための警察組織体制強化プロジェクト」（技術協力プロ

ジェクト）において、現地情勢の変化を受け社会調査等に限定した活動を実施した。社会調査では、

今後の本案件及び対アフガニスタン協力方針の検討を行う一助とすべく、女性の権利を中心とした

現地状況（政権崩壊前後の変化を含む）に係る情報を収集した。 

 

（5）サイバーセキュリティ対策能力の向上 

 インドネシア「サイバーセキュリティ人材育成プロジェクト」では、インドネシア大学の教員向け

研修の実施や九つの短期コースの開発を通じ、教員やASEAN関係者計110名へ技術移転を行いサイ

バーセキュリティ教育の強化を図った。また、ベトナム「サイバーセキュリティに関する能力向上

プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、主に情報セキュリティ局の職員向けに個別のキャリ

ア開発計画を立案・実施し、計360名を対象に現地研修等による能力強化、規格整備等に係る体制整

備支援、サイバーセキュリティ啓発促進のための教材作成の支援を行った。 

 課題別研修「サイバー攻撃防御演習」、「サイバーセキュリティ対策強化のための国際法・政策能力

向上」、「サイバー攻撃に対する組織間連携強化」、「産業制御システムのサイバーセキュリティに係

るインド太平洋地域向け日米演習」を実施し、計20国45名が参加した。各研修では、クラウド上の

仮想環境を用いた攻撃発生（インシデント）から原因究明、平常時の回復を行うための手法等技術

的なサイバー攻撃対応、サイバーセキュリティに係る国際法解釈や政策に関する説明・助言、サイ

バーセキュリティ対策のための情報共有組織体制構築、産業システムに係る防御システム等につい

て、政府関係者や国家CSIRT（Computer Security Incident Response Team）所属のエンジニア、重要情

報インフラ事業関係者等を対象に実施した。 

 サイバーセキュリティの需要に関する情報収集、コンサルテーションをマレーシア、モンゴル、ウ

クライナ等8か国で実施し、日本との協力を推進するための関係構築に取り組んだ。また、カンボジ

ア、ラオス、モンゴルでは、サイバーセキュリティの動向や成熟度に関するセミナーを実施した。

バングラデシュでも、Bangladesh Computer Council及び官民のサイバーセキュリティ関係機関を対象

に、政策、組織体制、課題・協力ニーズ等を調査した結果について最終報告セミナーを実施し、サ

イバーセキュリティの理解向上を支援した。 

 

（6）地雷・不発弾処理能力向上に資する南南協力 

 「カンボジア地雷対策センター（CMAC）組織強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、

外部講師を招き対人地雷禁止条約に基づく2025年の廃棄期限後を見据えた体制整備に関するワー

クショップを実施する等、CMACの組織開発の方向性の検討を支援した。また、CMACをリソース

とした他地雷汚染国に対する経験・知見の共有（南南協力）を実施した。さらに、ラオス向けに初

となる研修を情報・品質管理をテーマにオンラインで実施したほか、CMACの講師3名をコロンビア

に派遣し情報管理に関する研修を行った。加えて、外務省と連携し、第19回対人地雷禁止条約締約

国会合及び第23回特定通常兵器使用禁止制限条約改正議定書II締約国会合で、地雷対策分野におけ

る南南協力の取組を国際社会に向けて発信した。 
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（7）SDGs達成に向けた貢献 

 紛争影響国等において、特に説明責任や透明性、包摂性、参加型に留意して政府機関（特に地方行

政機関）の能力強化を行い、SDGsターゲット16.6、16.7に貢献した。 

 ホストコミュニティを含む難民問題や元難民が抱える課題への対応を通じて、SDGsのスローガン

である「誰一人取り残さない」やSDGsゴール16に貢献した。 

 

（8）事業上の課題及び対応方針 

国際社会での人道・開発・平和の連携の必要性への関心は更に高まっており、機構も現場レベルでの

人道支援機関との情報交換・協力・連携を図っている。しかし、国際人道法を基準に活動する人道支援

機関は開発協力と支援枠組みや原則が異なることもあり、一層の相互理解の促進及び外交・安全保障等

の平和アクターとの情報交換の強化が必要である。このような中、機構はウガンダ・ザンビア等で難民・

受入地域支援や元難民の現地統合支援等人道と開発をつなぐ具体的取組を実施し実績を積み重ねてお

り、DAC等の国際場裡でこれら取組や成果の発信を通じた人道機関等との相互理解の促進を図る。 

 
３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 
自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を共有した平和で安全な社会

の実現に向けて、SDGsや自由で開かれたインド太平洋等の日本政府の方針を踏まえ、引き続き取り

組むことを期待する。その際、今年度の成果に見られたように他機関との連携を通じた効果の最大

化に取り組むとともに、普遍的価値の共有促進に向けた発信を強化することを期待する。また、新

型コロナウイルス感染症は地域の平和と安定や社会的弱者の権利保護に対して悪影響を及ぼす可

能性を有していることから、そのような動向も注視し、適切な協力を実施できるよう留意ありたい。 
 

（2）対応： 
自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を共有した平和で安全な社会

の実現に向けて、引き続き、SDGsやFOIP、「『ビジネスと人権』に関する行動計画（2020‐2025）」

等の日本政府の方針を踏まえながら、国内外の関係機関との連携の下で、市民の諸権利の保障・実

現や質の高い経済成長に資する公正かつ透明な法・司法制度の整備・運用、中央・地方の行政、公

共放送の機能強化等に向けた事業を実施した。特に、新型コロナウイルス感染症が社会的弱者の権

利保護に対して悪影響を及ぼす状況においては、22か国を対象とした脆弱な労働者の権利保護に係

る調査等を継続し、今後の案件形成に向けた取組を積極的に推進した。 
また、平和で安全な社会の実現に向け、紛争影響国や難民受入国等のニーズや課題に柔軟に対応

しつつ地方行政能力の向上や信頼醸成の促進に資する事業を行った。開発効果の最大化を企図し、

UNDP、UNHCRに加え、世銀やWFPとの協議を通じた協力関係の強化に取り組んだ。さらに、新型

コロナウイルス感染症によって物理的な移動が制限され、デジタル技術によって非接触による代替

手段が実現され安全なサイバー空間の必要性と重要度が増している。その中で、FOIPの実現に向け、

ASEAN地域及び南アジア地域を中心にサイバーセキュリティ能力の強化に取り組んだ。 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 評定：S 
根拠：評価指標の目標水準を上回る成果を上げていることに加え、「独立行政法人の評価に関する

指針」（平成26年9月2日総務大臣決定）及び「外務省所管独立行政法人の業務実績の基準について」
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（平成27年3月外務省）に掲げられたS評価の根拠となる質的な成果（法人の自主的な取組による創

意工夫、外交政策上の観点等から設定された重要又は難易度が高い目標の達成等）を満たしており、

当該事業年度における中期計画の所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると認める。 
具体的には、FOIPの「法の支配、航行の自由、自由貿易等の普及・定着」に資する取組として、

①ベトナム、カンボジア、ラオス等での法整備支援、②マレーシア、インドネシア、ベトナム等で

の海上保安の能力強化、③サイバーセキュリティ強化等の取組を推進した。また、④公共放送の強

化にも取り組み、ウクライナではロシアによる軍事侵攻下で中立・公正な情報の提供に貢献したほ

か、⑤アフガニスタンでの2021年8月の現地情勢変化以降60名の学位取得のための来日、故中村哲

医師の取組を踏まえたコミュニティ灌漑ガイドラインの作成及びUNICEF、UNDPによる支援継続

を実現した。⑥ガーナでは「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」（会

員：42団体、85個人）で実施した調査結果を踏まえ、国際的にも珍しい国家制度としての児童労働

フリーゾーンの導入・普及に対する支援が決定した。平和で安全な社会の実現に向けて、⑦軍事侵

攻の影響で経済危機に直面しているウクライナに対し、国際情勢の変化に機動的に対応し、同国か

らの要請後迅速に案件形成を行い、日本政府による緊急円借款の事前通報を実現したほか、避難民

が多く流入しているモルドバへの迅速な調査団派遣によるニーズ把握を実施した。また、⑧ウガン

ダでは機構の長年の取組が評価され、ウガンダの国会で機構事業への称賛の決議が採択される等、

特筆すべき成果を上げた。 

 

ア 公正で包括的な社会の実現 
◎ ウクライナでの緊急報道能力強化【②③】：ウクライナ公共放送局（中央局及び全地方局）向け

に、新型コロナ関連報道や選挙報道の在り方に係る「緊急報道ワークショップ」を開催。中央

と支局のネットワーク構築を図るとともに、議論の結果を緊急報道に係るハンドブックに反

映。同ハンドブックは、ロシアによる侵攻に関する緊急報道にも活用。 
◎ 南スーダンでの表現の自由・情報へのアクセスの保護の取組【③】：総選挙を控える同国で、

様々な政治関連情報や社会・文化に関わる重要情報を迅速且つ正確に伝えるため「南スーダン

放送局組織能力強化プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）を開始。連携して実施

する国別研修でメディア・セミナー「表現の自由・情報へのアクセスの保護」を開催。地元記

者、政府関係者、国会議員等が、同国のメディア環境、法的枠組と運用の問題等、立場を越え

て議論。 
◎ 「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」の取組進展【②】：2020年

1月に設立した同プラットフォーム（会員は2020年度比1.6倍の42団体と85個人）の活動として、

ガーナの児童労働に係る調査を継続。同調査結果を踏まえ、国際的にも珍しい国の制度として

の児童労働フリーゾーンの導入・普及を2022年度から支援することが決定。また、開発途上国

政府や民間企業と連携してサステイナブル・カカオに関するセミナーを開催し、登壇者・参加

者間のビジネス・マッチングの機会を提供。一般市民を対象に、製菓企業やフェアトレード認

証団体と連携して、カカオの生産と消費の課題について考える啓発イベントを開催。 
◎ 新型コロナ危機による脆弱層への影響調査【①②】：新型コロナ危機による脆弱層への影響に

係る「全世界新型コロナ危機を受けた脆弱な労働者の保護に係る情報収集・確認調査」を現地

リソースを活用しながら継続。ILOに委託して実施しているラオスの児童労働の実態調査をコ

ロナ禍の影響評価等と併せて継続。 
◎ 児童労働反対世界デーでの発信【⑤】：児童労働撤廃国際年（2021年）の児童労働反対世界デー

（6月12日）に、ウェブ記事掲載、国際機関が運営する児童労働撤廃年ウェブサイトへのビデオ

メッセージ提供、上述のプラットフォーム会員でもあるNGOとの合同記者会見、日本のラジオ
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番組出演、高校や大学公開講座での講義等により、児童労働問題について積極的に発信。 
◎ ベトナム改正競争法に係る協力を通じた同国市場に関する日系企業のM&A情報提供【⑤】：「改

正競争法に基づく競争政策施行能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、競争当

局の能力強化支援、同国内の競争政策の認知度向上のため、改正競争法の概要冊子や動画によ

る啓発教材の作成、TV番組での競争法啓発、中小企業向けの競争法認知度調査等の啓発活動を

推進。競争当局より公表された多数の経済集中（企業結合）審査の概要や各種の指針を和文で

公表し、ベトナム市場に関連した日系企業によるM&Aについて重要な参考資料を提供。 
◎ 刑事訴訟法改正による公判前整理手続の導入決定【②④】：スリランカでは、機構が主導し

USAID専門家やイギリスの法廷弁護士とも協働して研修を実施した公判前整理手続が、2022年
2月の刑事訴訟法改正により導入が決定。相手国関係者から高く評価。 

◎ タンザニアでの地方行政分野への協力成果の政府承認【②】：「地方自治強化のための参加型計

画策定とコミュニティ開発強化プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）（2020年度

に終了）で支援した、自治体の地方行政官等が利用するガイドラインが2021年9月に政府から

承認。 
○ アジアの公務員制度の整備・幹部行政官育成、アフリカ・中南米の地方行政部門の開発計画策

定・実施能力の強化、東欧や南スーダンで公正な報道を担う公共放送局の機能強化を支援。 
○ 法の支配を通じたFOIP実現に向けて、東南アジアで民商事法の運用改善や人材育成を推進し、

国際公法の研修を実施。 
 
イ 平和と安定、安全の確保 
◎ ウクライナ緊急人道支援～復興・開発支援の検討【③】：軍事侵攻の影響で経済危機に直面して

いるウクライナに対する緊急円借款について、国際情勢の変化に機動的に対応し、同国からの

要請後、迅速に案件形成を行い、日本政府による事前通報を実現。避難民が多く流入している

モルドバへの迅速な調査団派遣によるニーズ把握。 
◎ アフガニスタン支援【③】：8月の現地情勢変化以降、60名の学位取得のための来日を実現、故

中村哲医師の取組を踏まえたコミュニティ灌漑ガイドライン作成、UNICEF・UNDP連携による

支援継続。 
◎ ウガンダ国会での機構事業に対する賞賛の決議採択【④】：難民・避難民受入地域での難民政策

枠組みの改善と地方行政能力強化に取り組んできたウガンダにおいて、20年にわたる内戦の影

響を受けた同国北部地域における復興支援を端緒として、ウガンダ全土における機構の長年の

協力を称える決議がウガンダ国会で採択。特定の国際協力機関による協力を称える決議は同国

史上初。 
◎ ソマリア地方行政能力強化に係るウガンダ第三国視察【③】：ソマリアの中央及び地方の行政

官9名をウガンダ北部のアチョリ地域に招へいし、復興に至るウガンダ政府の取組、復興過程

で直面した課題、復興に関する教訓などを学ぶプログラムを実施。20年以上の内戦と大量の国

内避難民発生の経験、避難民の帰還及びコミュニティ再建の取組等、ソマリアが抱える課題と

の共通点を踏まえ、ソマリアでの復興計画推進を同国行政官が検討する機会を提供。 
◎ パレスチナ難民キャンプでのクラウドファンディング実施【②④】：無償資金協力と連携して

難民キャンプの改善のために住民主体でインフラ事業を選定するプロセスを支援する技術協

力案件の一環で、実施機関や各難民キャンプが自力でキャンプ改善計画の実施に必要な資金調

達ができるよう、ファンドレイジングの研修を実施。機構及び朝日小学生新聞の共催で日本と

パレスチナ難民キャンプの子どもたちのオンライン交流イベントを開催。その後、機構パレス

チナ事務所の支援を得つつ、対象難民キャンプの一つが日本のAirfundingを使用した初のクラ

ウドファンディングに自主的に取り組み、目標金額を達成。 
◎ ブラジル地域警察支援の協力成果発信【②】：ブラジルでは、長年の協力の成果をいかして警察
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主催で地域警察に関する国際警察セミナーを開催（3,000人以上が参加）したほか、警察学校も

日本の地域警察の取組を紹介するセミナーを開催。また、同国での地域警察協力の歴史、成果

をまとめたドキュメンタリー動画を機構ウェブサイトで公開し、1週間で26万回超の視聴回数

を獲得。 
○ ミンダナオの暫定自治政府の制度構築を着実に進めるなど、住民から信頼される政府をつくる

ための制度構築・人材育成と、強じんな社会を形成するためのコミュニティの融和を促進。ま

た、紛争の長期化が生じているアフリカ、中東を中心に、国際機関とともに人道と開発と平和

の連携（HDPネクサス）を推進。 
○ 「海上保安政策プログラム」を引き続き実施するとともに、マレーシア、インドネシア、ベト

ナム等を対象に海上保安機関の法執行機関の能力を強化。 
○ サイバーセキュリティ支援事業（インドネシア、ベトナム、アルメニア）に加え、ニーズ発掘

を推進し、アジア地域を中心とした面的なサイバーセキュリティ強化支援を推進。また、課題

別研修を通じ、多層的なサイバーセキュリティ能力強化支援を実施。 
○ カンボジア地雷対策センター（CMAC）の組織開発の方向性の検討を支援するとともに、ラオ

ス向けの初の研修実施、コロンビアへのCMACの講師派遣など、CMACをリソースとした他地

雷汚染国に対する経験・知見の共有（南南協力）を実施。さらに、外務省と連携し、11月の第

19回対人地雷禁止条約締約国会合及び12月の第23回特定通常兵器使用禁止制限条約改正議定

書II締約国会合で、地雷対策分野での南南協力の取組を国際社会に向けて発信。 
○ 時代の変化を踏まえ、概念と実践を分析した『今日の人間の安全保障』レポート（緒方研究所）

創刊、世界へ発信。 
 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 
 

（定量的実績） 
 「中東地域安定化のための包括的支援に係る公約達成のための育成人材数」は、2018 年度に目標

を達成した。 
 
（定性的実績） 
１．公正で包摂的な社会の実現（【指標 3-1】「法令の整備及び開発計画の策定、住民と政府の関係

改善や行政サービスの基盤強化、公的機関の機能強化に係る支援の実施状況」及び【指標 3-2】「紛

争再発防止及び社会の融和に資する、包摂性や透明性等に配慮した社会・人的資本の復旧・復興、

基礎的社会サービスの改善、住民の生計向上に係る支援の実施状況」） 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
・ウクライナ公共放送局（中央局及び全地方局）を対象に緊急報道に係る能力強化を支援し、ロ

シアによる侵略に関する緊急報道へ活用されるなどその貢献を評価できる。加えて、「南スー

ダン放送局組織能力強化プロジェクトフェーズ 2」（技術協力プロジェクト）を通じて、総選

挙を控える同国において表現の自由・情報へのアクセスの保護の取組を推進した。 
・ガーナ政府のカカオ産業における児童労働撤廃に向けた「開発途上国におけるサステイナブル・

カカオ・プラットフォーム」の取組を進展させ、同プラットフォームの会員数は 2020 年度比

1.6 倍の 42 団体と 85 個人に増えるなど着実な成果に繋がっている。その他、児童労働撤廃国

際年（2021 年）の児童労働反対世界デー（6 月 12 日）にて、児童労働問題について積極的に

発信している点は評価できる。 
・新型コロナ危機による脆弱層への影響に係る「全世界新型コロナ危機を受けた脆弱な労働者の
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保護に係る情報収集・確認調査」では、現地リソースを活用しながら継続し、また ILO に委託

して実施しているラオスの児童労働の実態調査等も継続している。 
・スリランカでは、USAID 専門家やイギリスの法廷弁護士とも協働して研修を実施した公判前整

理手続の導入を 2022 年 2 月の刑事訴訟法改正により決定し、相手国関係者から高く評価され

た。 
・タンザニアでの「地方自治強化のための参加型計画策定とコミュニティ開発強化プロジェクト

フェーズ 2」（技術協力プロジェクト）で支援した地方行政官等が利用するガイドラインが 2021
年 9 月に政府から承認された。 

 

２．平和と安定、安全の確保 （【指標 3-3】「平和で安全な社会の構築に資する、治安維持を担う法

執行機関等の機能強化支援の実施状況」） 

年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
・軍事侵攻の影響で経済危機に直面しているウクライナに対する緊急円借款について、同国から

の要請後、迅速に案件形成を行い、日本政府による事前通報を実現したことは外交上も大きな

貢献と言える。また、避難民が多く流入しているモルドバへの迅速な調査団の派遣は評価でき

る。 
・ウガンダで北部地域に対する機構の復興支援の協力をきっかけに、機構の協力を称える決議が

国会で採択されたことは、特定の国際協力機関を称える決議は同国史上初であり、相手国政府

から高い評価を得ていると認められる。加えて、ソマリア地方行政能力強化に係る協力では、

ソマリアの中央及び地方の行政官がウガンダで第三国視察を行うなど、ウガンダ行政官が、ソ

マリアでの復興計画を検討する機会の提供につながっている点は評価できる。 
・パレスチナにおいて、無償資金協力と連携し技術協力案件の一環で、自力でキャンプ改善計画

に必要な資金調達のためのファンドレイジングの研修を実施した。その後、機構の支援を得つ

つ、対象難民キャンプの一つが日本の Airfunding を使用した初のクラウドファンディングに自

主的に取り組み、目標金額を達成したことは評価できる。 
・アフガニスタン支援では、８月の現地情勢変化以降、60 名の学位取得のための来日を実現、故

中村哲医師の取組を踏まえたコミュニティ灌漑ガイドライン作成、UNICEF・UNDP 連携によ

る支援継続した。ブラジル地域警察支援では、長年の協力の成果をいかして警察主催で国際警

察セミナーを開催や、ウェブによる動画公開など協力成果の発信に繋がっていることは評価で

きる。 
 

（結論） 
以上により、年度中の定量指標は設定されていないが、年度計画において予定されていた取組を

着実に実施したほか特筆すべき定性的な成果が多数見られること、それら成果には質的に顕著な成

果が多く認められることから、中期計画における所期の目標を上回る顕著な成果が得られていると

認め、「Ｓ」評価とする。 
具体的には、ウクライナにおいて、緊急円借款の迅速な案件形成を行い、日本政府による事前通

報を実現したこと、加えて、緊急報道に係る能力強化を支援し、ロシアによる侵略に関する緊急報

道へ活用されるなど、外交上も大きな貢献であると言える。また、避難民が多く流入しているモル

ドバへの迅速な調査団の派遣等も評価できる。ガーナにおいて、国際的にも珍しい国の制度として

児童労働フリーゾーンの導入・普及を支援する取組として「開発途上国におけるサステイナブル・

カカオ・プラットフォーム」を通じ、カカオ産業における児童労働撤廃に向け貢献している。ウガ

ンダにおいては、機構の協力を称える決議が国会で採択され相手国政府から高い評価を得ている。

これは紛争・戦争という人間の安全保障への最大の危機に対して、機構の成果が認められたと言え

る。 
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 上記の取組によるこれらの成果は途上国における「普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現」

に寄与するとともに、法の支配の定着等を通じて、開発協力大綱に掲げる「我が国の平和と安全の

維持、更なる繁栄の実現、安定性及び透明性が高く見通しがつきやすい国際環境の実現、普遍的価

値に基づく国際秩序の維持・擁護」等にも大きく貢献するものである。 

 

 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 
法の支配、基本的人権の尊重等の普遍的価値を共有すべく、相手国の自立的発展に資する法制度

整備やガバナンス支援に引き続き取り組むとともに、平和で安全な社会の構築に向け、脆弱な人々

への包摂性に配慮した、基礎的社会サービスの改善等の支援の推進に引き続き期待する。各国にお

ける平和と安定の確保の推進とともに、児童労働撤廃に係る取組に見られたように、柔軟性の確保

や他機関との連携強化に工夫しつつ、支援効果の最大化に努められたい。 
また、第５期中期目標においては、本項目において「留学生事業を通じたガバナンスに関連する

テーマでの学位取得者数（500 人）」、「プロジェクトにおけるジェンダー案件比率（40%）」、「研修・

留学生事業における女性の割合（40%）」、「デジタル化の進展をさあセル各国のコア人材の育成数

（1,000 人）」といった定量指標を設定したところ、これら指標の達成を通じて本項目に関する取組

の更なる質の向上を期待する 
 
 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 
・質的な成果が十分であるとして、Ｓとした自己評価は妥当と考える。 

（次期中期目標期間に向けての課題） 

定量指標がないのは問題である。No.3においては、2016年度から 2018年度までの指標である「中

東地域安定化のための包括的支援に係る公約達成のための育成人材数」はあるが、中期目標期間

と通しての定量指標がない。特に、No.3 のような重要度、難易度が高い項目については、中期目

標期間を通して定量指標の設定が必須と考える。 

・機構の事業で大きな行動変様として認識される点は、“普遍的価値の共有、平和で安全な社会の

実現”、所謂、SDGs Goal 16に関連する事業である。 

この点は、非常に重要で、SDGｓ16 の実践に携わる由、国際機関や関連機関と協力して、Good ガ

バナンスを推進していることをもっと発信・アピールすべきである。 

UNDP, UNICEF, ILO等の国際機関とどのような交渉や協力をしているか、機構の役割も含めて説

明していただきたい。 

特に、危険地域（ウクライナも含む）において国連機関との協力はさらに重要となるだろう。 

・FOIP の「法の支配、航行の自由等」の取組から、ベトナム、カンボジア、ラオス等の法整備支援

を行っているとあるが、この３カ国は事実上の一党独裁体制であり、この３カ国は、市民社会ス

ペースにおいても極めて問題の多い国である。G—G ベースの支援による難しさもあるが、真の自

由の確保、法の支配、司法への公正なアクセス、救済の確保など、市民や地域コミュニティへの

エンパワーメントを含めた、包括的な法整備支援を行うべきである。 

 「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」の取組に見られるように、

機構だけでは、一団体では決して解決することのできない課題に、カカオに関わる人たちが皆で

知見を共有、議論を重ねて取り組むことは、最終的な援助効果の観点からも重要である。今後は、

このようなコレクティブインパクトの視点からの取り組みを CSOｓ等のステークホルダーと共に

一層強化すべきである。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.4 
地球規模課題への取組を通じた持続可能で強じんな国際社会の

構築 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、平成 31/令和元年度開発協力の重点、パリ協定、仙台防災

協力イニシアティブフェーズ 2、美しい星への行動 2.0（ACE2.0）、環境イ

ンフラ海外展開基本戦略、横浜行動計画 2019（TICAD7）、マリーン

（MARINE）イニシアティブ 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難

易度 

【重要度：高】 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

令和3年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
令和 3 年度行政事業レビューシート：番号未定（無償資金協力、独立行政

法人国際協力機構運営交付金） 

 

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット情報

（定量指標） 

達成目標 目標値 /年 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

防災分野に係る育成人材数 8,000人/ 年56 8,000 人 22,700 人 21,893 人 26,115 人 16,828 人 15,454人 

②主要なインプット情報 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

支出額（百万円） 18,901 19,047 16,777 13,018 22,875 57 

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 
中期目標及び中期計画の対応箇所 中期目標：3.（4）、中期計画：1.（4） 

年度計画 

1.（4）地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靭な国際社会の構築 

ア 気候変動 
2050年カーボンニュートラルの実現を目指す日本政府の方針を踏まえ、開発途上地域の脱炭素社会

への移行（及び気候変動に強靭な社会の構築に向けた協力を推進する。 
特に、パリ協定の下で開発途上国に求められる国が決定する貢献（NDC：Nationally Determined 

Contribution）の策定や改定、国家温室効果ガスインベントリの作成や更新、長期低排出発展戦

略の策定等、各種取組の遂行に必要な能力強化及び事業の形成を支援する。 
気候変動対策のための方針や事業の計画立案段階での助言等を通じ、他の分野の事業計画で気候

変動の分析を行い、必要に応じた気候変動の緩和策や適応策の組み込み、気候変動対策の主流

化を促進する。 
国連気候変動枠組条約（UNFCCC：United Nations Framework Convention on Climate Change、以下

「UNFCCC」という。）の下に設置された資金メカニズムである「緑の気候基金」（GCF：Green 
Climate Fund）の活用に向け、事業の形成及び実施監理に取り組む。 

UNFCCC第26回締約国会議（COP26）においてサイドイベントを開催し、機構の気候変動対策分野

の協力方針や支援実績、成果と教訓等を発信する。 
 

56 日本政府公約である仙台防災協力イニシアティブに示されている達成目標を基に , 機構貢献分を 80％と

して想定して設定する。仙台防災協力イニシアティブの目標値：2015 年から 2018 年に 4 万人 
57  暫定値 
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イ 防災の主流化・災害復興支援 
日本の優れた防災技術及び構造物対策の事前防災投資による災害リスク削減等の経験に基づき、

「仙台防災枠組」の人的及び経済的被害の削減のアウトプットターゲット及び日本政府の「仙

台防災協力イニシアティブフェーズ2」の達成に貢献する。このために、大都市を中心とする

資本集積地域への防災投資実現、災害リスクの理解及びリスク管理のための防災推進体の体制

確立、Build Back Better（BBB）を推進する事業を形成・実施する。また、その成果を国連の主

催する世界防災会合等において発信する。 
具体的には、大都市圏等の資本集積地域において、確実に被災者及び経済損失を減らすことができ

る構造物対策を推進できるよう防災インフラ及び重要インフラの所管組織の支援に取り組む

とともに、防災戦略・計画策定、気象・地震等観測、リスク評価、ガイドライン整備、防災投

資・施策の実施・運用・維持等を所掌する防災推進体を支援する。 
また、緊急支援をシームレスな復興支援につなげ、災害復興過程を通じ、根本的な災害リスクの削

減策を実現することで、単なる復旧ではなく、強じんな国・地域づくりの新たなサイクルにつ

ながる支援を行う。インドネシア、モザンビーク等の災害発生国においては、BBBの概念に基

づき、引き続き日本の知見を踏まえた地震津波等災害からの復興を支援する。 
 
ウ 自然環境保全 
SDGs及び気候変動対策への貢献を念頭に、また新興感染症リスク軽減の観点からも、ワンヘルス

（One Health）として自然環境保全と人間活動との調和の実現に向けた事業を実施する。 
スケール及びインパクトの確保の観点から、民間企業を含む多様なステークホルダーとの連携及

び外部資金・寄付金の活用を促進する。また、各種国際会議等の機会に、これらの取組に係る

機構の貢献を発信する。 
気候変動緩和策として、持続的森林管理（REDD+：Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation in Developing Countries）の成果払いに向けた取組を継続することに加え、泥炭地管

理支援も推進する。気候変動適応策として、統合的流域管理を念頭に自然資源を活用した防災・

減災（EcoDRR：Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）や土壌劣化対策を促進する。機構が

国連砂漠化対処条約事務局と共同事務局を担っている「サヘル・アフリカの角砂漠化対処によ

る気候変動レジリエンス強化イニシアティブ」においては、セネガル、ケニア及び国際機関等

と連携してサイドイベント等を実施するとともに、研修、知識共有のためのSNSを使った発信

等も行い、参加国における適応策に貢献する。また、メコン地域においては、自然環境保全・

生物多様性の主流化にも資する統合的流域管理及び防災・減災の取組を促進する。 
森林ガバナンスの向上を含む持続的森林管理と住民の生計向上への貢献に向けて、衛星やドロー

ン等のリモートセンシング技術の活用を推進する。また、森林減少・劣化防止の実効性を一層

高めるためAIを用いた熱帯林減少の要因分析・予測を行う。 
ポスト愛知目標も念頭に、保護区とその周辺地域の連続した生態系において、生物多様性の保全と

持続可能な利用の確保に取り組む。特に沿岸域における自然環境保全に関しては、グリーン経

済の推進を念頭に民間セクターとの連携を強化する。 
 
エ 環境管理 
ウィズコロナ、ポストコロナを見据え、都市部を重点とした衛生環境の改善、持続可能な経済社会

システムの構築及び行政能力強化に向けて、日本政府・自治体及び民間企業の知見・技術の活

用にも留意しつつ、事業を形成・実施する。 
また、開発途上地域における環境管理分野の政策やインフラ整備の優先度を高めるため、「JICAク

リーン・シティ・イニシアティブ」を掲げ、「きれいな街」の実現に向けて横断的・総合的に事

業を推進する。 
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特に、アジアを中心とする大都市における廃棄物の減量化に向けた対策として、3R（Reduce、Reuse、
Recycle）の推進に加え、大洋州では第9回太平洋・島サミットを見据えて「3RプラスReturn」
に係る調査結果を踏まえて同コンセプトの具現化を含む今後の同地域への具体的な協力の方

向性を提案する。また、Waste to Energy（廃棄物からのエネルギー回収）の導入適格国への具

体的な支援を進める。さらに、海洋プラスチックごみ対策の推進に向けた日本政府によるコミ

ットメントである「マリーン・イニシアティブ」の推進に資する事業を形成する。 
「アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP：African Clean Cities Platform）」に関し、TICAD8

に向け、「ACCP横浜行動指針」の更なる推進に資する事業形成・実施により、持続可能な都市

づくりに貢献する。 
水質汚濁防止及び大気汚染対策に関し、水・大気環境行政及び汚水処理に係る能力強化に資する事

業形成に重点的に取り組む。特に、都市衛生の改善に資する事業の形成・実施に、民間企業や

他ドナー等のアクターと連携しつつ取り組む。また、開発途上地域の開発事業における適切な

環境社会配慮の確保に向け、政策･法制度整備や実施能力の強化等を支援する。 
 
オ 食料安全保障 
アフリカ稲作振興のための共同体（CARD：Coalition for African Rice Development、以下「CARD」

という。）フェーズ2の目標達成に向け、RICE（Resilience、Industrialization、Competitiveness、
Empowerment）アプローチに基づき事業を形成・実施する。また、CARD事務局による加盟国、

地域共同体及びCARD運営委員会メンバー機関との協議・情報共有及び複数拠点国における稲

作人材育成に係る支援を通じ、稲作振興の取組に貢献する。 
ブルーエコノミーの推進に向けて、水産の開発可能性が高い島嶼国において、海洋生態系及び水産

資源の保全と経済的便益の増大の両立に資する事業を形成・実施する。内水面養殖の普及に向

けて、水産物自給率が低く、養殖適地が豊富なアフリカ諸国において、養殖生産者の増加に貢

献する事業を形成・実施する。 
畜産振興による中小規模農家の生計向上及び経済的発展、並びに人々の栄養改善に資するため、畜

産分野のバリューチェーンの構築・強化を促進する事業を形成・実施する。特に、バリューチ

ェーン構築の大きな阻害要因であるとともに人への感染源ともなる人獣共通感染症と家畜衛

生の対策強化に資する事業を形成・実施する。 
農業の気候変動に対するレジリエンス強化に向けて、特に、サブサハラ地域等において、天候イン

デックス型保険や灌漑・水管理等の事業を形成・実施する。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2.①参照） 
低炭素かつ気候変動の影響に対して強じんな社会づくりに資する、気候変動対策に係る支援の実施及び

機構内における気候変動主流化の取組状況（SDGs Goal 13及び1（1.5）、2（2.4）、7（7.2、7.3）、11
（11.3、11.5）、15（15.2、15.3）関連） 

自然災害に対して強じんな社会づくりに資する、防災の主流化及び被災国に対するビルドバックベター

の考え方に基づく支援の実施状況（SDGs Goal 9、11（11.5、11.b）、13（13.1）関連） 
国内外の関連機関との連携を含む、自然環境保全に係る支援の実施状況（SDGsゴール6（6.6）、13、14

（14.2、14.a）、15（15.1、15.2、15.3、15.9）関連） 
我が国の自治体や民間企業の技術・ノウハウを生かした環境管理分野の政策･法制度や管理態勢の構築、

能力強化に係る支援の実施状況（SDGs Goal 3（3.9）、6（6.2、6.3）、11（11.6、11.b）、12（12.1、12.4、
12.5）、13（13.2）関連） 

食料安全保障に資する、CARDへの貢献を含む持続可能な農業の推進及び水産資源の利用に係る支援の

実施状況（SDGs Goal 2（2.1、2.3、2.4）、14（14.4、14.7）関連） 
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３－２．業務実績 

 

  No.4-1 気候変動  

 

COP26で平均気温上昇を1.5℃以内に抑えることが明言されたことを受け、日本は脱炭素を宣言すると

ともに、開発途上国への資金の支援、適応策の強化を約束している。2021年度は、気候変動対策の戦略

として2030年を目標にした「JICAグローバル・アジェンダ」の策定、気候変動主流化促進、パリ協定の

実施促進を担う開発途上国の人材への能力強化、緑の気候基金（GCF）との連携、国内での研修実施（参

加者約1,000名）による人材育成等を実施した。COP26では開発途上国政府とともにサイドイベント6件

を実施・情報発信した。 
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

気候変動対策分野に係

る研修実績数 
3,187 人 58 4,625 人 3,320 人 1,700 人 2,214 人 2,971 人 

 

（1）気候変動に係る国際枠組みへの貢献 

 「緑の気候基金」（GCF）を活用した事業形成の推進：GCFに関し、バヌアツ・サント島を対象とし

た小水力や太陽光発電導入を図る再エネアイランドプロジェクトのコンセプトノート（以下「CN」）

を作成し、GCF事務局へ提出した。2021年度末までに提出したCNは計8件となった。このうち、モ

ルディブを対象とした海岸保全事業は、6月に開催されたGCF理事会で承認された。2021年3月に承

認済みの東ティモールを対象とした住民主導型天然資源管理事業については、GCFと資金活動契約

を準備した。ファンディングプロポーザル（「FP」）が未提出の残る6件についても順次CNの修正や

FPの作成を進めた。 

 4月にCOP26シャルマ議長と機構理事長が11月開催のCOP26に向けて面談した。機構からは日本政

府の方針に沿いながら、開発途上国に対して最善かつ包括的な協力を行う基本方針や、温室効果ガ

スの排出削減につながる都市交通の整備や森林保全による排出抑制（REDD＋）等による気候変動

への貢献策を紹介し議論した。 

 COP26では、6件のサイドイベントにオンラインで参加した。複数国の機構事業のカウンターパート

（C/P）が参加し、開発途上国が脱炭素を含む気候変動対策を実施する上での人材育成・能力強化の

必要性について議論、会場内のジャパンパビリオン内にバーチャルパビリオンを出展し、機構の気

候変動分野の「JICAグローバル・アジェンダ」や取組を紹介した。 

 パリ協定の下で開発途上地域に求められる「国が決定する貢献」（NDC：Nationally Determined 

Contribution）の策定・改定、国家適応計画の策定・改定、国家温室効果ガスインベントリの作成・

更新等、各種取組の遂行に必要な能力を強化するため、課題別研修「気候変動に係る『国が決定す

る貢献』策定・実施に向けた能力強化」や「気候変動への適応」等を実施した。 
 
 

 
58  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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（2）気候変動対策の主流化 

 技術協力120件、円借款92件、海外投融資23件、無償資金協力61件（計296件）の事業の計画立案段

階で、温室効果ガスの排出削減量の推計方法や気候変動の影響予測や脆弱性の評価方法等をまとめ

たガイドライン「気候変動対策支援ツール」を活用して、気候変動対策に資する活動の組み込みの

検討を行う等、気候変動対策の主流化に取り組んだ。 

 本分野のJICAグローバル・アジェンダを取りまとめ、2030年に向けた具体的な目標を設定した。 

 2018～2020年度に引き続き、本分野の人材養成を目的とした外部向けの能力強化研修「気候変動対

策と開発」を開講し、29名が参加した。 

 機構内で気候変動対策の理解と気候変動対策を加味した事業の推進を図るため、機構本部、国内拠

点及び海外拠点向けに23回のセミナー、勉強会を実施し、943名が参加した。 

 
（3）SDGs達成に向けた貢献 

① 低炭素かつ気候変動影響に対応する強じんな都市開発・インフラ投資推進 

 東南アジアや南アジアの大都市で鉄道事業を展開することでモーダルシフトを促進し、交通渋滞の

緩和とともに運輸分野の低炭素化を推進した。バングラデシュでは、「ダッカ都市交通整備事業（1

号線）」（円借款）の第2期を承諾した。本事業を通じて、年間6万3,421二酸化炭素換算トン（t-CO2eq）

の温室効果ガスの削減効果が期待できる。鉄道事業を通じた気候変動緩和策に資する同様の取組は、

インドネシア、ベトナム、フィリピン、インドでも展開している。 

 

② 気候リスクの評価と対策の強化 

 ベトナムのカントー大学に対し、「カントー大学強化事業」（円借款）や「カントー大学強化附帯プ

ロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じ、実践的な気候変動対応をテーマとした修士プログラ

ム新設による教育プログラムの拡充を行うことで、同国の農水産業の成長及び気候変動を含むメコ

ンデルタ地域の環境問題への対応に必要とされる人材供給力の向上を図った。また、メコンデルタ

地域における気候変動に適応した農業・水産養殖業の持続的発展に寄与するため、「気候変動下の

メコンデルタ地域における持続可能な発展に向けた産官学連携強化プロジェクト」（技術協力プロ

ジェクト）のR/Dを署名した。 

 

③ 開発途上国の気候変動政策・制度改善 

 パリ協定第4条が求める「国が決定する貢献（NDC）」の具体性・実効性強化のための支援として、

課題別研修「パリ協定下の『国が決定する貢献』前進に向けた能力強化」を実施した。日本の気候

変動政策及び実施に係る知見を共有するとともに、各国のNDCの改定や実施促進に貢献するための

能力強化を行った。 

 

④ 森林・自然生態系の保全管理強化 

 モーリシャスで、「統合的沿岸域生態系管理システム構築プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

のR/Dを署名した。モーリシャスでは温暖化に伴う水温上昇によるサンゴの白化や魚介類の過剰採

集等、沿岸域生態系の劣化が課題となり、観光業や水産業等の主要産業や住民の生活に影響を及ぼ

している。より強じんな沿岸域生態系への回復を目指して、政府機関や現地NGO等関係者による生

態系モニタリング体制の構築や、生態系保全・再生に向けた計画策定や実施を支援する。 



4-6 
 

（4）事業上の課題及び対応方針 

GCFの活用を進めるに当たり、資金提供者であるGCFの各種基準・制度に則った事業形成・実施、GCF

内の事業承諾プロセスを加味したスケジュール管理等、従来機構が実施してきた事業と比べてより複雑

な事業実施管理が求められる。引き続きGCFの各種基準・制度・事業承諾プロセス等を踏まえた機構内

のマニュアルの更新、案件の採択に向けたFPの質の向上及びGCF事務局との調整等を通じて、機構に経

験・知見を蓄積していくことで、迅速な事業形成・実施に努める。 

 

 
  No.4-2 防災の主流化・災害復興支援  
 
「仙台防災枠組」の推進に加え、気候変動適応も念頭に、事前防災投資の一層の推進に向けてJICAグ

ローバル・アジェンダ（防災・復興）を策定し、災害リスク削減に直結する事業の形成・実施を強化し

た。東ティモール洪水、インドネシア・スメル火山、フィリピン台風、トンガ噴火津波等では、コロナ

禍でも衛星解析等デジタル技術を活用した被害把握や有識者知見も活用したBBB方針検討等を行った。

省庁、アカデミア、世銀、ADB、UNDRR、UNDP等国際機関等との連携関係を維持発展させ、防災分野

の日本のプレゼンス強化にもつながる国際発信を40件以上実施したほか、GCFや世銀等の外部資金も活

用した効果拡大も行った。 
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

行政官、地域住民に係る本邦研修、第三国研

修、現地セミナー参加等の実績数 
8,000 人 59 22,700 人 21,293 人 26,115 人 16,828 人 15,454 人 

 

（1）自然災害に対する強じんな社会づくり 

2019年6月に発表された日本政府の仙台防災協力イニシアティブ（フェーズ2）60の目標達成に向けた

防災人材育成及び開発途上地域における「仙台防災枠組」の達成に向けた以下の協力を実施した。 

 

① 災害リスクの理解 

 スリランカ、ホンジュラス等で、災害リスクの理解を促進する技術協力プロジェクトを複数実施し

たほか、気象観測能力向上を支援する5件の技術協力の実施、スリランカの新規技術協力プロジェ

クトのR/D署名、ベトナムでの海洋気象に係る無償資金協力の準備調査を行った。 

 ネパール、メキシコ等で土砂災害・火山・地震・津波等の災害リスクの解明に資するSATREPS事業

8件を実施するとともに、新規3件のSATREPS事業に係るR/Dに署名した。また、2021年度は、機構

が実施した「開発と科学の共創セミナー」においてJICAグローバル・アジェンダに基づく機構の取

組の方向性を発信する等、防災領域のSATREPS候補案件に係る検討・評価を行った。これらSATREPS

事業を通じ、アカデミアの知見を災害リスク理解の高度化に活用した。 

 
59  日本政府公約である「仙台防災協力イニシアティブ」に示されている達成目標を基に、機構貢献分を80％
として想定して設定する。「仙台防災協力イニシアティブ」の目標値：2015～2018年に4万人。 

60  防災先進国として、誰もが安心して暮らせる災害に強い世界の強じん化に貢献すべく、2019～2022年の4
年間で、少なくとも500万人に対する支援を実施。2019～2022年の4年間で、行政官や地方リーダー計4万
8,000人及び次世代を担う子どもたち計3万7,000人の合計8万5,000人の人材育成・防災教育等を発表。 
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② 災害リスク・ガバナンス強化 

 中央防災機関の能力向上に資する課題別研修「総合防災」（計5コース）に関し、開発途上地域の災

害リスク削減により一層貢献するべくプロジェクト研究を実施して、日本の総合的な知見の集約と、

国内の重要リソースの洗い出し・整理を図り、研修の質の向上に取り組んだ。本研究の成果をアジ

ア防災センター（ADRC）と連携し、国連防災機関（UNDRR）主催のオンラインセミナーで国際発

信した。 

 中央防災機関を実施機関とする技術協力プロジェクトをパキスタン、モンゴルで開始したほか、メ

キシコでR/Dに署名した。各国の中央防災機関の能力向上と人材育成を推進した（計10か国）。 

 新型コロナ対応に取り組むチリの中央防災機関に対して、災害対策本部や避難所運営などの災害時

対応において新型コロナウイルス感染症対策を行うための支援を行った。 

 

③ 防災投資の促進 

 仙台防災枠組」のターゲット年である2030年を見据え、また、増大する気候変動の影響も踏まえて、

開発途上地域における事前防災投資推進の基本的な考え方や優先度などを明記したJICAグローバ

ル・アジェンダ（防災・復興）を策定した。またその中で、最優先課題とした洪水リスク削減及び

地震被害軽減の事業形成を目的とした情報収集・確認調査を2件実施した。 

 モルディブでは「強靭で安全な都市・地域形成に向けた気候変動対策に関する情報収集・確認調査」

を実施し、海岸浸食対策の投資計画の作成を支援した。これを踏まえ、「モルディブ気候変動に強靭

で安全な島づくりプロジェクト」の資金提案書がGCF理事会の承認を得た。 

 フィリピンでは、気候変動影響も考慮した上で洪水リスク削減に取り組むダバオ市の洪水対策マス

タープランや優先事業の計画策定を支援した。また、市街地開発が進むラグナ湖沿岸地域及びマニ

ラ首都圏の浸水被害の軽減を図り、これらの地域の生活・生産基盤の安定や被災後の早期回復に寄

与するため、日本の技術をいかしたフィリピン初の地下放水路となる、パラニャーケ放水路の整備

に向けた円借款事業の協力準備調査を実施した。 

 インドネシアでは、「災害に対する強靭化促進・管理プログラム・ローン」（円借款）を通じて、政

策マトリクス（同国政府が実施する政策目標を記載した表）の進捗状況を日本・インドネシアで確

認することにより、防災に関連する省庁が進める政策・制度の改善を後押しし、同国の総合防災体

制の強化を図った。2020年度までに2期分の貸付実行を行っており、第3期のL/A調印に向けて、2021

年6月期限のインドネシア側の政策アクションの達成状況を、特にJICAグローバル・アジェンダで

重視している事前防災投資額の観点から確認した。 

 気候変動等の影響も踏まえ都市化やインフラ整備に伴う災害リスクの変化や事業効果をデジタル

データによって可視化することにより、開発途上国での事前防災投資を行う判断を促進することを

目指した検討を開始した。また、デジタル技術活用の更なる可能性を模索するため、既存の都市地

形図等から簡便に洪水リスクを推計できる方法の検証を外部有識者の助言を受けつつ行った。 

 その他、防災投資につなげることを目指した技術協力プロジェクトとして、インド「チェンナイ都

市河川流域包括的洪水対策マスタープラン策定プロジェクト」、エルサルバドル「首都圏建物の耐

震評価と耐震補強のための能力強化プロジェクト」等、8案件を開始した。 

 

④ 効果的な応急対応のための準備とより良い復興（BBB） 

 有識者の知見を活用して、リモートでのBBB方針検討等を行い東ティモール洪水、トンガ、インド
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ネシア・スメル火山等でBBB推進を図る案件形成を行った。復興担当の国際協力専門員を新たに配
置し体制を強化し、災害規模等により各担当職員が主体的に初動対応を実施し、実施強化に資する
復興支援初動マニュアル及びフローの整備も進めた。また、過去の復興事例を整理し、内外の開発
協力人材育成のためのBBB能力強化研修を立ち上げた。 

 トンガでは、2022年1月に発生した火山噴火及び津波災害に際し、国内の火山・津波・地震に関する

日本国内最先端の学識・有識者を招へいし、コロナ禍で現地調査が実施できない中、遠隔での協議

や情報収集、今後の復旧・復興を検討するために必要な火山噴火及び津波災害のメカニズムの解明

を行った。結果をトンガ政府に共有するとともに、今後の復旧・復興に当たっての指針であるトン

ガにおけるBBBビジョンの検討を開始した。 
 東ティモールでは、4月に発生した洪水について、基礎情報収集・確認調査を開始する等情報収集や

整理に努め、被災した各種インフラの迅速な復旧のため、包括方式による無償資金協力を形成した。 

 フィリピンでは、12月の台風災害後の対応として災害復興ニーズの確認を行った。同国政府からの

要請を踏まえ、被災した海岸施設の強じん化に向けた技術協力で対応することとした。 

 インドネシアでは、12月のスメル火山噴火災害に際し、JAXA・センチネル・アジアの衛星情報を得

ながら災害状況を確認し、復旧・復興支援に向けた基礎情報収集調査の準備を進めた。また、2020

年1月のジャカルタの洪水被害を踏まえたジャカルタ都市圏の洪水対策の計画を取りまとめた。 
 インドネシアでは、2018年9月の中部スラウェシ地震・津波の発生後、BBBを目指す「中部スラウェ

シ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト」（開発計画調査型技術協力）を通じて復興計画や優

先インフラ事業計画の策定を行い、被災した中部スラウェシ州の中核的なインフラ施設であるパル

第四橋等の橋梁、道路及び堤防等を再建・整備するための「中部スラウェシ州パル第四橋再建計画

及び復興計画」（無償資金協力）、そしてBBBのコンセプト具現化に向けインフラの再建及び新設を

行う「中部スラウェシインフラ復興セクターローン」（円借款）を実施した。「中部スラウェシ州復

興計画策定及び実施支援プロジェクト」は、10月に最終合同調整会議が開催され、国家開発企画庁

をはじめとする中央省庁、地方自治体の参加の下、活動成果や得られた教訓等が共有され、それら

を取りまとめた最終報告書案を機構から国家開発企画庁へ提出された。 
 モザンビークでは、2019年3月のサイクロン・イダイ被災地域に対して実施している「サイクロン・

イダイ被災地域強靭化プロジェクト」（開発計画調査型技術協力）について、ハザードマップ作成や

被災施設強じん化等の国際緊急援助と連携した切れ目のない協力を行った。 
 ネパールでは、2015年の震災からの復興とBBB実現のための事業の一つであり、災害に強いことに

加え、教育の質の向上にも資する学校施設の再建支援「緊急学校復興事業」（円借款）を2015年から

実施しており、2021年度には約20校が完工した。9月に完工した校舎の完工式では、デウバ首相等が

出席し、本事業における日本の支援に対し謝辞を述べた。12月にはネパール復興会議が開かれ、地

震から6年目を迎え、ネパール復興庁の業務が終了する機会に、これまでの成果について発信した。 

 日本が主導して設定された世界津波の日（11月5日）に合わせて、コロンビア、エクアドル等で、津

波警報発表伝達訓練などを開催し、応急対応の意識啓発を行った。 

 

（2）日本の防災・復興理念に基づく、外部機関・資金・人材との連携やプラットフォーム強化 

 国際開発学会やNGO-JICA勉強会などを通じて、コレクティブ・インパクトの発現に向けた要件や

留意点に関する整理のための外部有識者との議論を、JICAグローバル・アジェンダも踏まえながら

進めた。 
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 内閣府、外務省、国土交通省、気象庁、防災科学技術研究所、大学・学会、アジア防災センター、

JAXA、ICHARM、日本気象協会、気象研究所、JBP、世銀、ADB、UNDP、国連防災機関、国連地

域開発センター、国連経済社会局、OECDなどの国内外の機関との密な連携関係を恒常的に維持発

展させている。 

 日本－世銀防災共同プログラムに対して、資金提供国である日本の国際協力実施機関としての立場

から、26か国1地域、計30件（申請額ベースで約1,386万ドル）のプロポーザルに対し、より防災効

果の高い事業実現に向けた積極的な助言・提案を行い、機構外の資金リソースにおいても機構の防

災に係る思想や理念の浸透を図る、効果的なスケールアップを引き続き行った。 

 日本気象学会春季大会に参加し、機構事業の現状と課題を紹介し、専門家とのネットワーク形成・

強化を図り、同学会内での国際協力研究連絡会の発足に貢献した。 

 JAXAとの複数回の意見交換会を通じ、連携強化を図った。また、東ティモール洪水（4月）やイン

ドネシアのスメル火山噴火（12月）に関し、機構からADRCにアジア太平洋域の自然災害の監視を

行う「センチネル・アジア」の発動を要請し、衛星画像とその解析結果を現地事務所及び長期専門

家に提供した。 

 UNDPとの連携協議を行い、防災に対するアプローチの認識深化を図った。 

 内閣府及びアジア防災センター主催のアジア防災会議で、インドネシア、フィリピン、ベトナムの

防災関係者をリソースとしたセッションを実施し、これら国々の経験の共有と絆の強化を図った。

ASEAN協力の一環として、ASEAN事務局及びASEAN各国の防災関係者を招いた防災主流化の研修

を行い、防災の知見の深化と防災を通じた関係の強化を図った。 

 UNDRRやUNDP、UNESCO等が主催するイベントや国際会議等約45件に参加し、日本の防災・復興

理念を伝えることにより、防災分野の日本のプレゼンス強化を図るとともに、外部機関とのネット

ワーク強化や機構の協力方針に沿った事業が他の開発パートナーでも展開されるコレクティブ・イ

ンパクトの発現を図った。 

 UNDRRやWMO、IDB、世銀、UNCRD、UNDP、UNDESA、UN-Habitat、GEO等の国際機関への日

本からの派遣者・出向者に、機構の防災・復興の考え方を説明し、活動の連携やネットワーク強化

を図った。 

 UNDRRのイニシアティブで進められている、都市の強じん化を支援する「Making City Resilient」に

コアパートナーとして参画し、連携会合での発信、参加都市向けへのセミナーの開催等を行った。 

 水資源分野活性化協議会等を通じた水資源機構との意見交換とともに、水資源機構への職員研修へ

の講義提供等、組織間連携を強化した。 

 防災分野においてNGO-JICA勉強会を立ち上げ、ネットワーク強化を図った。 

 防災分野のグローバル人材育成のため、能力強化研修（24名）、インターン4名の受入れ、事業・業

務を通じて学ぶProject-Based Learning研修（3名）、大学での講義約10件等を行った。 

 海外での専門家の活動や、国内での研修員受入れに当たり、開発途上国と日本の現状を踏まえたよ

り体系的かつ的確な治水分野の技術移転が行えるよう、治水分野における日本の知見の体系化や開

発途上国での技術移転に当たっての留意事項の整理等を行うプロジェクト研究を実施した。 

 スリランカでは普及・実証事業を終えた地すべり観測機器を技術協力プロジェクトで活用（パイロ

ットサイトへの設置）することとし、中小企業・SDGsビジネス支援事業とも連携した。 
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（3）防災の主流化推進 

 「ポストコロナの世界をレジリエントにするHELP原則」へのJICAグローバル・アジェンダ（防災・

復興）の三つの柱の採用：「仙台防災枠組2015-2030」の実施促進及びモニタリングを目的とするア

ジア大洋州防災閣僚級会合（2022年）に向けた準備会合、「国連水と災害に関するハイレベル・パネ

ル」（HELP）による国際シンポジウム、HELPによる国際会合等において、「仙台防災枠組」に向け

て日本が主張してきた事前防災投資、災害リスク削減に資するBBBの必要性・重要性、新型コロナ

対策支援を含む防災に係る機構事業の成果や支援方針について発信し、「仙台防災枠組」の達成に

向けた機運を高めるとともに、JICAグローバル・アジェンダ（防災・復興）をこれらの機会に発信

した。また、JICAグローバル・アジェンダ（防災・復興）の三つの柱が、国連の水災害に関する有

識者パネルの公式成果である「ポストコロナの世界をレジリエントにするHELP原則」のポストコロ

ナにおける災害リスク削減に不可欠な三つの柱として機構の働きかけにより反映され、天皇陛下や

国連事務総長も出席された国連特別会合（オンライン）の場で公式に発表された。 

 上記（1）「②中央防災機関に対する支援を行っているプロジェクト」の地方防災計画策定を支援す

る事業において、防災の主流化を支援した。また、東南部アフリカ地域を対象に、重要セクターの

防災主流化案件形成を目的としたプロジェクト研究を実施した。 

 

（4）SDGs達成に向けた貢献 

 防災に関連するターゲット1.5（人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、気候変動、経済、社会、

環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減）、ターゲット9.1（信頼でき、持続可能かつ強靱（レ

ジリエント）なインフラを開発）、ターゲット11.5（災害による死者や被災者数を大幅に削減し、直

接的経済損失を大幅に減らす）、ターゲット13.1（気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリ

エンス）及び適応の能力を強化）に貢献する案件の形成と実施を各国で行った。 

 

（5）事業上の課題及び対応方針 

これまで「仙台防災枠組2015-2030」のうち、2020年を目標としているターゲットe：「国家・地方の防

災戦略（地方防災計画）を有する国家数を大幅に増やす」に向けた支援に力を入れてきた。今後は、JICA

グローバル・アジェンダ（防災・復興）にも基づきつつ、同ターゲットa～d（死者数、被災者数、経済

的損失、重要インフラの損害の削減）に必要で、優先行動の一つとして挙げられている、災害リスク削

減に向けた根本的な事前防災投資の実施支援に、より重点的に取り組む必要がある。2022年度は、防災

投資の促進に資する事業の実施を継続・強化していく。 

 

 
  No.4-3 自然環境保全  
 

SDGs及び気候変動対策、生物多様性保全への貢献を念頭に、自然環境保全と人間活動との調和を図る

仕組みづくりに向けた事業を実施した。また、自然環境保全を推進する産学官の情報共有の場として「森

から世界を変えるプラットフォーム」の設立や、GCFとの連携事業案件等、外部資金の活用を促進した。

加えて、「JICA-JAXA熱帯早期警戒システム（JJ-FAST）」の成果について共同サブミッションを行いパリ

協定のグローバル・ストックテイクに貢献したほか、REDD+成果支払いに向けた協力、泥炭地管理支援

の推進、生物多様性案件の推進、レジリエンス強化や生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR：Ecosystem-
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based Disaster Risk Reduction）、AI-CD等の推進、リモートセンシングやAI技術の活用等を進めた。 
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

機構が支援する REDD+/ 生物多様

性分野関連の協力対象国数 
23 か国 61 29 か国 21 か国 18 か国 18 か国 20 か国 

JJ-FAST（JICA-JAXA 熱帯雨林早期

警戒システム）を活用した国数 
8 か国 62 8 か国 11 か国 12 か国 8 か国  13 か国 

 

（1）自然環境保全に向けた具体的な施策の実施状況 

① 自然環境保全 

 SDGs及び気候変動対策への貢献を念頭に、自然環境保全と人間活動との調和を図る仕組みづくり

に向けた事業を実施した。 

 機構が支援した森林モニタリングシステムの外部表彰：気候変動緩和策に資する案件として、

REDD+及び持続的森林管理分野において、ケニアではケニア森林公社（KFS）の森林モニタリン

グのためのシステムの開発を支援した結果、KFSがGISソフトウェア関連の米国大手企業ESRI社よ

りSpecial Achievement in GIS Awardsを受賞した。また、持続的森林管理分野において、ペルーで統

合的森林管理に資するSATREPS案件を開始するとともに、森林湿地生態系の自然資源管理に係る

能力強化に資する新規技術協力プロジェクトのR/Dを締結した。ラオス、ベトナムでのREDD+及

び持続的森林管理分野事業に関し、GCFの活用を検討し、受託業務提案書提出に係る準備支援を

行った。 

 東ティモールでは、機構として初めてのGCFとの連携事業（森林保全による二酸化炭素削減と住

民の生計向上を目指す事業）の資金活動契約締結の準備をした。 

 気候変動適応策（流域管理・EcoDRR等）に資する技術協力に関し、北マケドニア、コソボ、モン

テネグロにおいてEco-DRRに資する案件を継続した。また、ネパールで森林保全を通じた気候変

動適応策に係る新規案件形成を開始した。 

 「サヘル・アフリカの角砂漠化対処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ（AI-CD）」

に関し、アフリカの角・サヘルでの地域会合やサヘル地域の知識共有オンラインセミナー実施、

全15か国に対する事業形成及び資金アクセスに対する支援、6か国に対する国内ワークショップの

実施支援等を通じ、各国の砂漠化対処の促進支援を行った。 

 COP26で泥炭地保全管理に係るサイドイベントを開催し、機構の取組等を発信した。また、我が

国環境省主催の「自然を基盤とした解決策」（NbS：Nature based Solutions）に係るサイドイベント

で国際協力専門員及び北マケドニアで実施中のプロジェクトのC/Pが機構のNbSに係る取組を紹

介した。 

 パリ協定の長期目標達成に向けた進捗状況を評価する仕組みである第一回グローバル・ストック

テイクに関し、「JICA-JAXA熱帯早期警戒システム（JJ-FAST）」を通じた気候変動対策の取組につ

いてJAXA、IGES、ブラジル環境・再生可能天然資源院と、共同サブミッションを提出した。 

 
61  2016年度末の協力対象国：15か国（基礎調査、広域案件除く）、8か国（生物多様性分野関連） 
62  2016年度末の協力対象国 
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② 生物多様性主流化 

 保護区とその周辺地域の連続した生態系において、「ポスト愛知目標」も念頭に生物多様性の保全

と持続可能な利用を確保し、生物多様性の主流化に貢献するため、アルバニア、パラオ、イラン、

ホンジュラス等で事業を実施した。また、中米統合機構（SICA）を対象に生物多様性保全に資する

地域協力案件を実施した。 

 2020年7月に発生したモーリシャス沖重油流出事故に関し、2020年度に実施した基礎情報収集調査

と基本計画策定調査の結果に基づき、先方政府との間で「統合的沿岸生態系管理システム構築プロ

ジェクト」のR/Dを締結した。 

 「ポスト2020生物多様性枠組み」の主要目標となる見込みの「世界及び自国の陸域・海域の少なく

とも30％を保全・保護」に関し、本邦の産民官の機関とともに「生物多様性のための30by30アライ

アンス」設立の発起人となった。 

 

③ 民間企業との連携推進（官民連携プラットフォームの活用、外部資金の活用） 

 機構は「森から世界を変えるREDD+プラットフォーム」の事務局としての6年間にわたる活動で、

参加者間のREED+森林保全の認知度の向上及びREED+森林保全ナレッジ蓄積に取り組み、GCF事業

案件形成を含む成果支払いフェーズへの移行に貢献した。本プラットフォームは所期の目的を達成

したが、情報共有の場等として同様のプラットフォーム存続の希望が参加機関より寄せられたため、

新たに「森から世界を変えるプラットフォーム」を設立した。7月に設立記念セミナー、11月に（公

財）国際緑化推進センターと共催でCOP26の結果を報告するフォレストカーボンセミナーを開催し

た。同プラットフォームを通じ、開発途上地域の持続可能な森林管理及び森林資源を活用した自然

を基盤とした課題解決に関心を有する本邦関係者による活動促進に貢献する。 

 コンゴ民主共和国における「クウィル州REDD+統合プログラム」の実施について、機構は中部アフ

リカ森林イニシアティブ（CAFI）の資金管理機関である国連開発計画（UNDP）と業務契約（約400

万ドル）を締結し、約300万ドルを受領しているが、コロナ禍を踏まえ、森林保全活動、セーフガー

ドやフードバリューチェーンの取組強化に向けて、増額の調整を行った。 

 ラオス「持続可能な森林管理及びREDD+支援プロジェクト」及び後継プロジェクトによる森林分野

の技術協力で、機構の協力の成果拡大を図るため、GCFの事業を受託しているドイツ国際協力公社

（GIZ）と補足合意書を締結した。これにより、機構の成果をGIZが活用し、他地域への展開が行わ

れることとなった。 

 

④ イノベーション促進 

 JJ-FASTの運用期間を2023年7月まで2年間延長し、機能・精度向上に取り組んだほか、ケニアの森林

モニタリングシステムへのJJ-FAST機能の取り込みをはじめ、技術協力プロジェクトを通じた各国

での活用の促進や課題別研修を通じた人材育成を行った。 

 ブラジルでは、JJ-FAST及びAIの活用も含めた衛星技術を用いた森林モニタリングシステムの強化

に資する新規技術協力プロジェクトを開始した。AIの活用により過去の森林伐採の傾向を分析し、

今後違法伐採が発生する可能性の高い地域を予測することで、違法伐採の取締りの強化への貢献が

期待される。 

 インドネシアで推進してきた泥炭地保全手法及び泥炭評価手法に係る成果の活用及びその他の熱

帯泥炭地、特にコンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ペルーの熱帯泥炭地への普及可能性を検討する
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ため、関係アクターの動向、熱帯泥炭地保有国の政策や措置、自然環境、社会環境等に係る基礎情

報収集調査を継続実施した。また、泥炭地保全協力の適切かつ効率的な推進を図るため、泥炭地保

全協力国内支援委員会を継続した。 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

 ゴール13（気候変動）は、フィリピン及びインドネシアで実施中のSATREPS「コーラル・トライア

ングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦略プロジェク

ト」を実施したほか、REDD+に係る支援等をベトナム、ラオス、カメルーン等で実施した。泥炭地

管理に関しては基礎情報収集調査を継続し、あわせて「泥炭地保全協力」国内支援委員会により泥

炭地保全協力の適切かつ効率的な推進を図るための体制強化を引き続き図った。また、適応策とし

ての側面に焦点を当てた「生態系を活用した防災・減災」（Eco-DRR）、干ばつレジリエンス強化へ

の支援を西バルカン諸国やサブサハラ諸国を対象に実施した。さらに、気候変動適応に資するため

のエチオピア「農業及び森林・自然資源管理を通じた気候変動レジリエンス強化プロジェクト」（技

術協力プロジェクト）を実施した。 

 ゴール14（海洋）は、保護区の管理とその周辺の地域住民生活圏における持続的資源管理の促進を

念頭に、上述したフィリピン及びインドネシアのSATREPSで、マングローブ等の沿岸域生態系やサ

ンゴ礁生態系に着目した事業を継続し、パラオで陸域と海域のつながりに配慮した沿岸域生態系管

理に係る能力強化を目指した新規プロジェクトを形成した。また、沿岸域で重油流出事故が発生し

たモーリシャスでは、基礎情報収集調査・基本計画策定調査の結果を受け、「沿岸生態系の統合的管

理システム構築プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dに署名した。 

 ゴール15（森林・生物多様性）は、持続的森林管理、砂漠化対処、生物多様性保全（保護区の管理

とその周辺の地域住民生活圏における持続的資源管理の促進）の改善に資する事業を通じて貢献し

た。具体的には、カンボジア、マラウイ、ペルー等での持続的森林管理、サヘル・アフリカの角砂

漠化対処による気候変動レジリエンス強化イニシアティブ（AI-CD）を通じた対象15か国への砂漠

化対処、パラオ、ホンジュラス等での生物多様性保全事業を実施した。 
 

（3）事業上の課題及び対応方針 

2021年度は事業効果のスケールアップを図るべく、民間企業との連携も視野に入れて外部資金へのア

クセスの強化のため、セミナーやイベントで外部へ情報発信するとともに、GCFとの連携事業案件準備

やCAFIからの外部資金の導入等、具体的な連携案件を実施してきた。事業効果の更なるスケールアップ

を行うため、2022年度も継続して取り組む。また、COP26の結果や新型コロナにより順延した2022年8月

の生物多様性条約COP15（フェーズ2）で「ポスト愛知目標」が設定されることも踏まえ、国際潮流に即

し、オールジャパンでの貢献を加速させるべく、事業の案件形成と実施及び政府・民間・大学等様々な

利害関係者との一層のネットワーク強化に取り組む。 

 

 
  No.4-4 環境管理  
 
環境管理分野でのJICAグローバル・アジェンダとしてJICAクリーン・シティ・イニシアティブ（JCCI）

を立ち上げ、キックオフ国際セミナーを開催し、国際機関やドナー、日本国内外の様々なパートナーと
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方針を関係者間でも共有した。廃棄物管理分野では、海洋プラスチックごみ対策に加え、廃棄物焼却発

電を含む中間処理技術や3R、循環型社会構築に向けた電気・電子機器廃棄物の管理の推進を行った。ま

た、アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP）の拡大とともに、アフリカでの事業を拡大した。

新型コロナウイルス対策としては、医療・感染性廃棄物の適正な管理に係る支援や個人用防護具の供与

を行った。また、各国で水質汚濁対策、大気汚染対策、化学物質対策等の事業に取り組んだほか、EIA制

度定着に向けた能力も行った。中国では長年続いた日中友好環境保全センター事業が成功裡に終了した。 
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

環境管理分野（廃棄物・下水・

大気・低炭素社会）に係る研

修実績数 

1,600 人 63 9,315 人 5,951 人 3,408 人 3,236 人 5,538 人 

 

（1）都市部の住環境改善及び持続可能な経済社会システムに向けた具体的な施策の実施状況 

① JICAクリーン・シティ・イニシアティブの推進 

 JICAクリーン・シティ・イニシアティブ（JCCI）の立上げ：廃棄物管理と水質汚濁・大気汚染防止

等の環境対策の推進により、開発途上国の都市部で「きれいな街」の実現に貢献すべく環境管理分

野でのJICAグローバル・アジェンダとしてJICAクリーン・シティ・イニシアティブ（JCCI）を立ち

上げた。6月以降、対外向けセミナー等で随時発信したほか、12月にリーフレット等の対外発信ツー

ルを作成した。また、2022年1月にはローンチイベントを開催し、日本国内の関係省庁や自治体、民

間企業の参加に加え、オンラインでカウンターパート機関やADB等ドナー関係者も参加し、世界56

か国から合計約750名が参加した。 

 廃棄物管理、水質汚濁管理、大気汚染対策の各分野で、広域及び国別の情報収集・確認調査を実施

し、戦略的な案件形成を促進した。既存事業や研修プログラムについてもJCCIの理念の下、協力成

果の発現・拡大を図るとともに、世銀やADB等の国際機関やドナー、日本国内では横浜市や北九州

市といった自治体、民間企業等の様々なパートナーと連携した事業形成、運営を通じ、コレクティ

ブ・インパクトの発現を目指す方針を関係者間でも共有した。JCCIは日本政府の戦略文書への重要

なインプットとして政府からも高い関心が示された。 

 

② 廃棄物管理の改善及び3Rの推進に向けた取組 

 廃棄物焼却発電（WtE：Waste to Energy）を含む中間処理技術の推進：インドネシアでは同国政府が

日本の環境省や機構、IFCの支援を受けて中間処理に関するPPP事業実施に向けたプロセスを推進し

ており、これを支援するための技術協力プロジェクトの形成に取り組んだ。フィリピン、バングラ

デシュ、スリランカでも中間処理を含むマスタープラン策定を行う技術協力を実施した。また、タ

イ、バングラデシュでは情報収集・確認調査でWtE技術の導入可能性の検討に着手した。 

 3Rの推進：大洋州9か国を対象に廃棄物管理と3R促進に向けた「大洋州地域廃棄物管理改善支援プ

ロジェクト・フェーズ2（J-PRISM2）」（技術協力プロジェクト）を実施した。PALM9に向けてパン

フレットを作成し、機構のホームページ等で情報発信したほか、8月にフォローイベントとして一

般向けセミナーを開催した。同セミナーではJ-PRISM2に加え、サモア「気候変動に対する強靭性向

 
63  前中期目標期間（2012-2015）実績平均 
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上のための大洋州人材能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）も紹介した。 

 アフリカのきれいな街プラットフォーム（ACCP）：2022年のTICAD8開催を視野に、アフリカのき

れいな街プラットフォーム（ACCP：African Clean City Platform）の加盟数が42か国90都市に拡大し

た。またザンビア、南スーダン、マダガスカル、ケニアでは廃棄物管理サービスの改善に加え、財

務・組織面の強化を通じて持続的な組織基盤の構築を支援し、市内の衛生維持・改善に貢献するた

めの新規案件を開始した。 

 低コストかつ環境負荷が低くメタンガス抑制にも貢献し得る最終処分場管理技術である福岡方式

（準好気性埋立）に関し、福岡大学や福岡市と連携して導入を推進した。アジア・大洋州、中南米、

アフリカ地域の複数国で実施中の技術協力において同方式を適用している。 

 大洋州地域では、廃棄物の広域処理可能性を検討すべくマテリアルフローに関する情報収集・確認

調査を実施した。マレーシアでは家電や電子機器の廃棄物である、E-waste管理促進に向け、E-waste

管理規制法案の施行支援やその後のE-waste管理体制の強化支援を行うための技術協力プロジェク

ト（フェーズ2）を開始した。 

 中米・カリブ広域でのプラスチックごみ対策：セントルシア、ジャマイカ、ガイアナ、グレナダ、

アンティグア・バーブーダの5か国を対象とした海洋プラスチックごみアドバイザーを派遣した。

カリブ共同体（CARICOM）や他ドナーとの協業に加え、周辺国での機構の既往協力のアセット活

用により好事例の構築と普及を図った。 

 欧州地域では、コソボとセルビアで技術協力プロジェクトを開始した。小規模自治体において民間

事業者も活用した効率的な廃棄物管理手法の構築や分別の導入・減量化等を推進している。 

 新型コロナウイルス対策：世界各国で新型コロナウイルスの脅威が続く中、医療・感染性廃棄物の

適正管理に係る支援をバングラデシュ、モザンビーク、パレスチナ等、複数国の技術協力プロジェ

クトで継続した。パレスチナでは感染性廃棄物管理の機材整備も支援した。また、スリランカ、パ

プアニューギニアでは実施中の技術協力の枠組みで、個人用防護具（PPE）を供与した。 

 日本の知見・経験の集約と整理：遠隔での研修実施やカウンターパートへの技術移転の機会が増加

する中で課題となっていた、指導用コンテンツ、ツールの充実化に対応するため、プロジェクト研

究を実施した。日本国内の自治体や中央省庁、関連団体に加え、機構支援の好事例とされる国々で

の情報収集を通じて廃棄物管理分野の日本の知見と経験を体系的に整理し、総合テキストと映像教

材に取りまとめた。 

 

③ 水質汚濁や大気汚染の防止に向けた取組 

 環境政策：インドネシアでは環境政策アドバイザーが廃棄物管理や水銀汚染対策等に関する政策面

への助言を行った。中国では長年実施してきた日中友好環境保全センターへの支援のフェーズ5が

終了し、廃棄物、大気汚染、水質汚染等に関する水環境保全に関する政策提言、大気汚染分析・モ

ニタリング強化、グリーンサプライチェーン構築に向けたガイドライン策定等を行った。バングラ

デシュでは環境管理アドバイザーの派遣を開始した。 

 水質汚濁対策・下水道普及：インドネシア、ベトナムでは下水道政策アドバイザーにより、政策へ

の助言を行った。カンボジアでも下水道法の策定を支援する技術協力プロジェクトに加え、水質解

析ツールを開発することでトンレサップ湖周辺住民の健康リスクの低減を目指すSATREPSを実施

した。フィジー、ネパールでは下水道普及に加え、分散型汚水処理も含める都市における包括的な

汚水処理・衛生改善（CWIS：City-wide Inclusive Sanitation）を視野に入れたマスタープラン策定プ
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ロジェクトを開始した。パキスタンでは下水道施設の維持管理を行う無償資金協力の準備調査を実

施した。 

 大気汚染対策：モンゴルではウランバートル市における大気汚染対策プロジェクトを実施している。

タイではPM2.5対策に関する技術協力プロジェクトの形成に取り組み、R/D署名を行った。コソボで

は技術協力プロジェクトの終了に際し、西バルカン諸国や他ドナーの出席のもと国際セミナーをオ

ンラインで開催した。汚染状況の把握・分析や科学的根拠に基づく対策立案、実施等に係るプロジ

ェクトの成果や教訓を西バルカンの域内各国に発信した。 

 化学物質対策：タイでは化学物質排出・移動量届出（PRTR：Pollutant Release and Transfer Register）

制度構築支援を技術協力プロジェクトにより行った。 

 環境影響評価（EIA：Environmental Impact Assessment）制度：カンボジアではEIA制度定着に向けた

能力強化を実施した。加えてミャンマーでも専門家による能力強化を遠隔にて実施した。 

 

（2）SDGs達成に向けた貢献 

 ゴール6（水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保）：下水道に加え分散型の汚水処理も含む

CWISに関して9月にアジア開発銀行研究所主催によるラウンドテーブルに参加し、他ドナー等に対

して機構の下水道分野での取組を発表した。また、11月に能力強化研修を開催し、12名のコンサル

タントや自治体関係者のCWISに関する理解の深化に取り組んだ。衛生改善のニーズが高いアフリ

カ諸国において、汚水汚泥処理に関する情報収集・確認調査を実施し、CWISアプローチの適用可能

性を含む機構の協力方針を検討した。 

 ゴール11（持続可能な都市および人間居住）：スーダンをはじめとするアフリカの複数国で無償資金

協力による機材整備と技術協力による計画策定・実施能力強化を通じ、持続的な廃棄物管理体制の

構築を支援した。先述の廃棄物分野の技術協力に加え、SATREPSでの協力により、ベトナムでは建

設廃材のリサイクルに関する研究、南アフリカではセメント産業や建設廃棄物を対象としたカーボ

ンリサイクル技術に関する研究に取り組んだ。 

 ゴール12（持続可能な生産消費形態）：ベトナムではアドバイザーを派遣し、観光名所であるクアン

ニン省ハロン湾で、環境保全を行いながら経済成長を実現するグリーン成長についての取組（環境

への影響を抑制する廃棄物や汚水の発生抑制や省エネへの取組計画策定）を実施した。 

 

（3）事業上の課題及び対応方針 

コロナ禍による開発途上国の各国政府予算の削減、ロックダウン等による活動範囲の制約、行政サー

ビスを継続するためのカウンターパートの業務負担増等が重なり、2020年来、国レベルの活動に注力せ

ざるを得ない状況が続いた。その結果、国・地域横断での知見の共有や成果の拡大につながりにくい状

況であった。共通する課題解決に向けた取組について、カウンターパート自身による発信と知見共有を

後押しするべくオンラインツールやデジタル技術の活用を強化する。また、民間企業、大学、研究機関

など多様なパートナーの関与を促進し、外部資金動員も含めた効果的なスケールアップ手法を引き続き

模索する。 
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  No.4-5 食料安全保障  
 

CARDフェーズ2の下、20か国39件の事業を実施した。国産米競争力、技術協力と無償資金協力連携、

民間企業と連携するイノベーションセンター設立等の各種調査を実施した。ブルーエコノミー推進では

島しょ国の海洋生態系・水産資源保全と経済的便益増大の両立や内水面養殖によるアフリカの水産自給

率向上に資する案件を形成した。畜産バリューチェーン構築・強化による畜産物付加価値及び農家の生

計向上、家畜衛生分野での事業の強化・形成を行った。気候変動対応のため、水の効率的利用、耐性品

種研究、農業保険推進を行った。 
 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

サブサハラ・アフリカにお

けるコメ生産量の増加に

貢献するための稲作に係

る研修実績数 

普及員： 

833 人64 

農家： 

2 万人 

普及員： 

1,523 人 

農家： 

23,169 人 

普及員： 

1,735 人 

農家： 

42,803 人 

普及員： 

2,983 人 

農家： 

51,625 人 

普及員： 

2,006 人 

農家： 

42,800 人 

普及員： 

747 人 

農家： 

45,746 人 

 

（1）コロナ禍における緊急支援と着実な協力の展開 

 コロナ禍により遠隔での協力を推進し、オンラインツールやSNS、デジタルデータ収集アプリ、GIS

や衛星写真等のデジタル技術を用いた様々な試みを行った。この中で特に有効性、効率性の高いも

のを体系的に整理して「Withコロナ時代の優良活動事例」として取りまとめ、農業分野の専門家、

プロジェクトに幅広く共有した。また、東南アジア地域の新型コロナによるフード・バリューチェ

ーン（FVC）への影響を調査し、課題解決に向けたパイロット事業の結果を踏まえ域内各国で政策

提言を行った。 

 農業分野では、新型コロナによるサプライチェーンの停滞が上流の農業投入材（優良種子、肥料等）

から下流の小売・消費にまで影響を及ぼしたことから、関連情報を収集し、今後の教訓としての考

察をまとめたレポート「COVID-19蔓延による2020年の農産物・食料品の生産、貿易への影響」を作

成した。本レポートは外部にも幅広く共有した。 

 

（2）CARDを通じたアフリカ稲作開発、及び気候変動に対する強じん性強化の貢献 

 CARDフェーズ2の枠組みの下、国家稲作開発戦略の具体化に向け、20か国39件の事業を実施した。

CARD総会及び運営委員会をオンラインで実施し、CARDフェーズ2で掲げているRICEアプローチに

係る指標の設定や地域共同体（RECs：Regional Economic Communities）単位での稲作振興等につい

て協議し、合意した。この合意を受け、対象海外拠点で同指標のベースライン調査の準備に着手し

た。 

 CARDフェーズ2では、RICEアプローチのうち「Industrialization（産業化）」や「Competitiveness（競

争力強化）」に関連し、バリューチェーン開発が特に重要との認識の下、今後の協力に向けて国産米

の競争力やアフリカの主要国におけるコメのバリューチェーンの情報収集を開始した。 

 RECs単位での稲作振興に関し、東アフリカ共同体（EAC：East African Community）における地域稲

作開発戦略策定に係る東アフリカ稲作会合（EARC）を共催した。分科会では、EARCの成果を国連

 
64  TICAD VI の目標値：普及員 2,500 人、農家 6 万人（2016-2018） 
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食料システムサミットに組み込むことを目的として、地域単位での稲作振興の重要性について活発

な議論がなされた。また、西アフリカ諸国経済共同体のRice Observatory Boardに機構がメンバーと

して参加することとなり、議論を開始した。 

 CARDフェーズ1（2008～2018年）期間に個々の技術協力プロジェクトが手がけた有用な稲作技術（政

策・戦略面へのアプローチを含む）を体系的に取りまとめた技術マニュアル「JICAアフリカ稲作技

術マニュアル－CARD10年の実践－」を作成した。本マニュアルは、4か国語（日本語、英語、フラ

ンス語、ポルトガル語）で作成し、他ドナーによるCARD案件の推進を目指しつつ、機構及びCARD

事務局のウェブサイトで公開した。 

 機構緒方研究所でCARDに関する研究を実施し、その成果をポリシーノートとしてまとめた。また、

2022年のTICAD8に向けて、研究成果を基に政策提言をまとめる作業を開始した。 

 今後の一層のCARD推進に向け、ネットワークの強化及び知見の共有を図るため、機構と稲作専門

家との意見交換会を定期的に実施することに加え、機構のCARDウェブサイトの内容の更新、CARD

事務局のウェブサイトの大幅な改訂に取り組んだ。 

 

（3）水産資源の持続的な利用の推進 

 ブルーエコノミーの推進に向けて、水産の開発可能性が高い島しょ国であるモーリシャス、東ティ

モール、パラオ、モルディブにおいて、海洋生態系及び水産資源の保全と経済的便益の増大の両立

に資する事業を新たに形成した。また、FAOとの共催セミナー「水産セクターにおける小島嶼国支

援に貢献する日本の経験と知恵」を開催し、130名以上の参加者にブルーエコノミーに関する機構

事業を紹介するとともに、本分野の協力における日本の知見の有用性について発信した。 

 内水面養殖については、コートジボワール、カメルーンで養殖生産者の増加に貢献する事業を新た

に形成した。ギニアでは、「氾濫原粗放養殖ガイドブック」を作成し、ワークショップで広く共有し

たほか、中長期の養殖普及計画を策定した。また、中西部ギニア湾漁業委員会の地域養殖ワーキン

ググループの活動に対し、地域の養殖振興の域内協力・域内対話への協力を行った。 

 

（4）畜産振興による中小規模農家の生計向上と経済的発展 

 畜産分野のバリューチェーン構築・強化に向けて、キルギスでは酪農分野の生産から流通に関し、

中核農家を中心とした適正技術の確立、農民間研修を通じた技術の普及、酪農協議会の設立に係る

協力を行い、生乳の質の改善と付加価値化に貢献した。 

 コロンビアではコロンビア牛肉の新たなバリューチェーン構築と輸出機会の増大による中小規模

農家の生計向上に資する事業、ボリビアでは食肉製品輸出に係る検査及び認証体制強化のための事

業、パキスタンでは、シンド州での畜産分野の協力成果を発展させるための地域固有種の育種に係

る事業を形成した。 

 ザンビアでは、人獣共通感染症と家畜衛生分野で、資金協力で導入する機材の効果的な利用に係る

協力により機材導入の準備が整った。パレスチナでは、地域獣医事務所強化のための事業の形成に

取り組んだ。 

 

（5） 気候変動に対する強じん性 

 気候変動に伴い降雨パターンが変化する中で、安定した作物生産を可能とする灌漑・水管理の観点

から、気候変動への適応能力の向上を目指し、ウガンダやスーダンで技術協力プロジェクトを開始
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した。 

 スーダンではSATREPS事業において高温・乾燥地域でのコムギ増産に取り組んだ。高温・乾燥耐性

系統の絞り込みや気象条件と収量の関係性の解析を進め、国際科学ジャーナルへの投稿等、現在ま

でに14本の論文が発表された。また、研究成果の社会実装に向け、農家、仲買人、食品加工業者、

研究者、政府職員等が協働して問題分析、解決方策の検討を行うイノベーション・プラットフォー

ムが3地区で設立され、活動が開始された。パンフレットや啓発ビデオ（5本）、ウェブサイトの整

備・情報発信等により、メディアからの注目も高まった。さらに、同国のコムギの国内生産及び供

給の強化に向けて、コムギ生産業者（民間業者）との協力関係の構築を促進した。 

 気候変動による不作のリスク軽減に資する農業保険に関し、エチオピアで、干ばつ・少雨に対応で

きる「植生インデックス保険」の保険販売と営農技術指導をレジリエンス強化パッケージとして組

み合わせ、普及員及び貯蓄・信用組合や小規模金融組織の職員に対し、保険販売や普及に係る能力

強化研修を実施した。その後、地域住民向けに農業保険に関する研修を実施した。保険の販売地域

の拡大及び農家の保険商品への信用や認知度の高まりにより、研修参加者における保険購入者は前

年の約1,100人（保険購入率約15％）を上回る約2,400人（保険購入率約25％）に増加した。また、病

害虫などのリスクにも対応できる「収量インデックス保険」の開発に取り組んだ。 

 インドネシアの「農業保険実施能力向上プロジェクト」では、農業保険政策の立案に向けた協力や

既存の実損補てん型農業保険制度に関する普及研修のオンライン化を進めるとともに、より効率的

かつ迅速な損害査定が可能となる新たな制度（収量インデックス型農業保険）を西ジャワ州で試行

することとし、収量データの収集・分析、保険商品の設計、普及員向け研修等を実施した。 

 

（6）SDGs達成に向けた貢献 

 CARD：フェーズ2の枠組みの下、20か国39案件の事業を実施した。アフリカの地域共同体の巻き込

み、民間企業との連携によるAFICAT設立に向けた調査の実施等、様々な取組により稲作振興を通じ

た食料安全保障の強化を進めた。人材育成についてはAFICATの機能の一つに位置づけるとともに、

フェーズ1の知見を基に「JICAアフリカ稲作技術マニュアル」を4か国語で作成、ウェブサイトで公

開する等の取組を行った。これらは、特に脆弱層の割合が世界で最も高いサブサハラ・アフリカに

おけるSDGsのゴール1、2に大きく貢献するものである。 

 水産：水産の開発可能性が高い島しょ国で、海洋生態系及び水産資源の保全と経済的便益の増大の

両立に資する事業を形成・実施した。これは、SDGsのゴール14のターゲット14.7「2030年までに、

漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島しょ開発途上国及び後発開発途上国の

海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる」に直接貢献する。また、アフリカ諸国で

実施している養殖生産者の増加に貢献する事業と併せてSDGsゴール2に大きく貢献するものである。 

 畜産：人獣共通感染症と家畜衛生の対策強化に資する事業を行った。多くの開発途上地域の農民に

とって畜産物は重要な資産・栄養源であり、バリューチェーン構築の大きな阻害要因である人獣共

通感染症と家畜衛生の対策強化は、SDGsゴール2に大きく貢献するものである。 

 気候変動に対する強じん性：適応策として、①特に降雨パターンが不安定な東部アフリカで安定し

た農業生産を実現するための灌がい・水管理案件の実施、②高温・乾燥に耐性のあるコムギ品種の

研究・開発とその社会実装、③農業保険の強化・利用促進による農家の生活安定化を目指した普及

員、貯蓄信用組合の能力向上研修（エチオピア）及び損害査定の迅速化に不可欠なデータの収集・

分析とそれに基づく保険商品の設計（インドネシア）を行った。これらは、SDGsのゴール13に加え、
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ゴール1及びゴール2に大きく貢献するものである。 

 

（7）事業上の課題及び対応方針 

 CARD：食料安全保障に加え、小規模農家の生計向上に資するためには国産米の競争力強化のため

の稲作バリューチェーンの更なる強化が課題である。この課題に対応するため、種子生産から収穫

後処理まで、小規模農家の資金力を考慮した研修等による農家・普及員等の技術力向上、現地の自

然条件や社会条件に応じた機材・施設の選定・投入を進める。 

 水産：小島しょ開発途上国は、地理的制約が大きく、産業基盤となる資源が限られるという課題が

ある。その中で海洋資源は数少ない開発オプションであり、中でも水産資源は、小島しょ国にとっ

て貴重な輸出産品の一つであるだけではなく、離島部を含む地方では生計手段の確保及び食料調達

の基盤を成している。よって、この課題に対応するため、水産の開発可能性が高い島しょ国におい

て、海洋生態系及び水産資源の保全と経済的便益の増大の両立に資する事業を引き続き実施する。 

 畜産：近年、経済成長と人口増加に伴い、畜産物とその加工品の需要が増加傾向にあるが、畜産物

の需要増大に伴う生産の拡大は、家畜疾病の増加につながるリスクを生んでいる。また、国際貿易

の拡大と多様化、人や動物及び畜産物の移動の迅速化により、動物に由来する新興・再興の感染症

の発生・伝播のリスクが高まっているが、開発途上国では予防、診断、治療サービス体制が十分で

なく、こうした感染症を国内及び国を越えて拡大、伝播させてしまうことが課題である。この課題

に対応するため、人獣共通感染症と家畜衛生の対策強化に資する事業を引き続き実施する。 

 気候変動に対する強じん性：異常気象（干ばつ、洪水）による農業及び農村部の生活への影響が深

刻であり、適応策、緩和策の具体的な取組の設定が課題である。この課題に対応するために、現在

進めている適応策に加え、緩和策（温室効果ガスの発生抑制など）及び緩和策と農業を両立するた

めの基礎データ収集とそのデータに基づく効果的な手法の確立を、国内外のパートナーと協働で進

める。 

 
３－３．指摘事項への対応 

（1）指摘事項： 

上記評価を踏まえ、引き続きそれぞれの地球規模課題分野における実効的な取組を進め、持続可

能で強じんな国際社会の構築の推進に寄与することを期待する。特に、気候変動分野については、

政府として 2021 年から 5 年間で官民合わせて 6.5 兆円の支援を実施し、そのうち適応分野の支援

を強化することを打ち出しており、世界の脱炭素移行の達成に向け主導的な役割を果たすための取

組に努められたい。また、2021 年 12 月の東京栄養サミットの開催に関連し、食料安全保障の観点

も踏まえつつ、世界的な栄養改善に貢献する取組を期待する。 

 

（2）対応： 

機構は 2030 年に向けて目標値を設定した「JICA グローバル・アジェンダ」を策定し、パリ協定

の実施促進、開発課題の対応と気候変動対策の両方を目指すコベネフィット型気候変動対策の推進

により、気候資金への貢献、適応策を強化することを明記している。同目標の達成に向けて機構内

での気候変動主流化を促進するとともに、バングラデシュ「ダッカ都市交通整備事業（1 号線）」に

よる運輸分野の低炭素化、ベトナムの「カントー大学強化事業」、「カントー大学強化附帯プロジェ

クト」を通じた気候変動をテーマとしたコースの設立、「パリ協定下の『国が決定する貢献」前進に

向けた能力強化研修」による人材育成などを行った。適応分野の支援としては、東部アフリカでの

灌漑や水管理の改善、高温・乾燥地帯での小麦増産、エチオピア・インドネシアでの農業保険等を
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支援した。 

また、東京栄養サミット2021では、「JICA栄養宣言」により機構の栄養改善に係る取組について

のコミットメントを発表し、世銀、UNICEF、FAO等からの賛同を得た。具体的な事業としては、ぜ

い弱層を対象に、食料安全保障の実現に不可欠である。栄養価の高い食料に物理的、社会的、かつ

経済的に常時アクセスできる状況を実現するため、マダガスカルの「食と栄養改善プロジェクト」、

ナイジェリアの「栄養改善能力時向上プロジェクト」等栄養改善に関する協力を実施した。 

 

 

３－４．年度評価に係る自己評価 

＜評定と根拠＞ 評定：A 
根拠：評価指標の目標水準を上回る成果を上げていることに加え、年度計画に照らして質的な成果、

成果の最大化に向けた取組において、目標水準を上回ると判断されることから、当該事業年度にお

ける中期計画の所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 
具体的には、①COP26で6件のサイドイベントを実施・発信、②東ティモール洪水（4月）、スメ

ル火山（12月）、フィリピン台風（12月）、トンガ噴火津波（1月）等でDXを活用した被害把握や

有識者知見を活用したBBB方針検討、③第5回国連水と災害に関する特別会合で発表された「ポス

トコロナの世界をレジリエントにするHELP原則」に、機構が発表した3本柱（大都市を中心とする

資本集積地域への防災投資実現、災害リスクの理解及びリスク管理のための防災推進体の体制確

立、BBB推進）の反映、④JICAクリーン・シティ・イニシアティブの立ち上げ、推進、戦略的な案

件形成促進等、特筆すべき成果を上げた。 
 

ア 気候変動 
◎ COP26で6件のサイドイベント実施、パビリオン出展【①】：COP26では、6件のサイドイベント

にオンラインで参加。複数国の機構事業のカウンターパートが参加し、開発途上国が脱炭素を

含む気候変動対策を実施する上での人材育成・能力強化の必要性を議論。ジャパンパビリオン

内にバーチャルパビリオンを出展し、機構の気候変動分野の「JICAグローバル・アジェンダ」

や取組を紹介。 
◎ 「緑の気候基金（GCF）」を活用した事業形成の推進【②】：「緑の気候基金（GCF）」に関し、

バヌアツ・サント島を対象とした小水力や太陽光発電導入を図る再エネアイランドプロジェク

トのコンセプトノート（CN）を作成し、GCF事務局へ提出（2021年度末時点で提出済みCNは

計8件）。モルディブを対象とした海岸保全事業が2021年6月のGCF理事会で承認。2021年3月に

承認済みの東ティモールの住民主導型天然資源管理事業は、GCFと資金活動契約を準備。 
◎ 「気候変動対策支援ツール」を活用した気候変動対策の主流化【①】：技術協力120件、円借款

92件、海外投融資23件、無償資金協力61件（計296件）の事業の計画立案段階で、温室効果ガス

の排出削減量の推計方法、気候変動の影響予測や脆弱性の評価方法等をまとめたガイドライン

「気候変動対策支援ツール」を活用して気候変動対策に資する活動の検討等、気候変動対策の

主流化促進。 
 
イ 防災の主流化・災害復興支援 
◎ 「仙台防災枠組2015-2030」の推進【①】：開発途上地域における「仙台防災枠組」の達成に向

け、2019年6月に発表された政府の仙台防災協力イニシアティブ（フェーズ2）も念頭に、JICA
グローバル・アジェンダ（防災・復興）を策定し、気候変動適応やSDGs達成の基礎ともなる根

本的な災害リスク削減に直結する防災・復興事業の形成・実施を強化した。 
◎ 災害への効果的な応急対応とBBB推進【①②】：東ティモール洪水（4月）、インドネシア・スメ

ル火山（12月）、フィリピン台風（12月）、トンガ噴火津波（1月）等では、コロナ禍でも衛星解
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析等デジタル技術を活用した被害把握や有識者知見も活用してBBB方針検討を実施し、案件形

成を推進。フロー等の整備を進めて復興支援の初動体制や実施強化を図り、過去の復興事例を

整理し、内外の開発協力人材育成のためのBBB能力強化研修を立ち上げ。 
◎ 防災の主流化推進及び連携プラットフォーム強化【①】：防災の主流化やコレクティブ・インパ

クト発現を目指し、省庁、アカデミア、国際機関（世銀、ADB、UNDRR、UNDP等）、民間企

業、国内外NGO/NPOなどとの連携関係を維持発展させ、防災分野の日本のプレゼンス強化にと

どまらずFOIP、QUADや西太平洋連合構想にもつながる国際発信を40件以上実施して、JICAグ

ローバル・アジェンダ（防災・復興）の普及を実施。具体的な成果として、JICAグローバル・

アジェンダ（防災・復興）の三つの柱が、国連の水災害に関する有識者パネルの公式成果であ

る「ポストコロナの世界をレジリエントにするHELP原則」のポストコロナにおける災害リス

ク削減に不可欠な三つの柱として機構の働きかけにより反映され、天皇陛下や国連事務総長も

出席された国連特別会合（オンライン）の場で公式に発表。さらに、GCFや世銀等の外部資金

も活用した効果拡大を推進。 
 
ウ 自然環境保全 
◎ ケニア森林公社のSpecial Achievement in GIS（SAG）Awardsを受賞【②④】：REDD+及び持続的

森林管理分野において、ケニアでケニア森林公社（KFS：Kenya Forest Service）の森林モニタリ

ングのためのシステム（FIP：Forest Information Platform）の開発を支援した結果、KFSがGISソ
フトウェア関連の米国大手企業ESRI社よりSpecial Achievement in GIS（SAG）Awardsを受賞。 

◎ 官民連携プラットフォームとの連携促進【⑤】：「森から世界を変えるREDD+プラットフォー

ム」を、自然環境保全を推進する産学官の情報共有を図るポスト2020プラットフォームとして

「森から世界を変えるプラットフォーム」に改組して設立。7月に設立記念セミナー、11月に

（公財）国際緑化推進センターと共催でCOP26の結果を報告するフォレストカーボンセミナー

を開催。同プラットフォームを通じ、開発途上地域における持続可能な森林管理及び森林資源

を活用した自然を基盤とした課題解決に関心を有する本邦関係者による活動促進に貢献。 
◎ 外部資金の活用促進【②】：ラオス「持続可能な森林管理及びREDD+支援プロジェクト」及び

後継プロジェクトの森林分野の技術協力で、機構の協力の成果拡大を図るため、GCFの事業を

受託しているドイツ国際協力公社（GIZ）との間で補足合意書を締結。これにより、GIZによる

機構の協力成果の活用と他地域への展開を担保。 
○ ポスト2020生物多様性枠組みの主要な目標となる見込みの「世界及び自国の陸域・海域の少な

くとも30％を保全・保護」に関し、本邦の他の産民官機関とともに発起人として「生物多様性

のための30by30アライアンス」設立。 
 
エ 環境管理 
◎ JICAクリーン・シティ・イニシアティブ（JCCI）の立ち上げ【②】：廃棄物管理と水質汚濁・大

気汚染防止等の環境対策の推進により、開発途上国の都市部で「きれいな街」の実現に貢献す

べくJCCIを立ち上げ。対外向けセミナーや対外発信ツールにより発信。キックオフ国際セミナ

ーには、環境省等関係省庁や自治体、民間企業、国際機関等、世界56か国、合計約750名。JCCI
の下、廃棄物管理、水質汚濁管理、大気汚染対策の各分野で情報収集や戦略的な案件形成を促

進。世銀やADB等国際機関やドナー、横浜市や北九州市等の自治体、民間企業等の様々なパー

トナーと連携した事業形成、運営を通じ、コレクティブ・インパクトの発現を目指す方針を関

係者間でも共有。JCCIは日本政府の戦略文書への重要なインプットとして政府からも高い関

心。 
○ 廃棄物管理分野では、海洋プラスチックごみ対策に加え、廃棄物焼却発電を含む中間処理技術

や3R、循環型社会構築に向けた電気・電子機器廃棄物の管理の推進を実施。 
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○ インドネシアやベトナム、タイ、モンゴル、コソボ等で、水質汚濁対策、大気汚染対策、化学

物質対策等の事業を実施。中国では長年続いた日中友好環境保全センター事業が成功裡に終

了。カンボジアやミャンマーではEIA制度定着に向けた能力強化を実施。 
 
オ 食料安全保障 
◎ CARD に基づく稲作振興支援の進展、成果の発信【②】：CARD フェーズ 2 の枠組みの下、国家

稲作開発戦略（NRDS）の具体化に向け 20 か国 39 件の事業を実施。CARD 総会及び運営委員

会で CARD フェーズ 2 で掲げている RICE（Resilience、Industrialization、Competitiveness、
Empowerment）アプローチの指標設定や地域共同体（RECs）単位での稲作振興等について協議・

合意。国産米の競争力やアフリカの主要な国のコメのバリューチェーンに係る情報収集、アフ

リカ稲作・農業開発の推進を目指し、拠点となる「アフリカ農業イノベーションセンター

（AFICAT）」構想の具体化に向けた調査を実施。その他、CARD フェーズ 1（2008～2018 年）

期間に個々の技術協力プロジェクトが手がけた有用な稲作技術を体系的に取りまとめた技術

マニュアル「JICA アフリカ稲作技術マニュアル－CARD10 年の実践－」を 4 か国語（日本語、

英語、フランス語、ポルトガル語）で作成、機構及び CARD 事務局のウェブサイトで公開。 
◎ 気候変動に対する強じん性向上【②④】：スーダンでは SATREPS 事業で高温・乾燥地域でのコ

ムギ増産に取り組み、高温・乾燥耐性系統の絞り込みや気象条件と収量の関係性を解析、結果

を 14 本の論文に発表。研究成果の社会実装に向け、農家、仲買人、食品加工業者、研究者、政

府職員等が協働して問題分析、解決方策の検討を行うイノベーション・プラットフォームを 3
地区で設立し、活動を開始。パンフレットや啓発ビデオ（5 本）等の情報発信などによりメデ

ィアからの注目も向上し、同国のコムギの国内生産及び供給強化に向けて、コムギ生産業者（民

間業者）との協力関係の構築も進展。 
〇 CARD フェーズ 2 では 20 か国 39 件の事業により研修目標を達成した。国産米競争力・技術協

力と無償資金協力連携・民間企業と連携するイノベーションセンター設立等の各種調査を実

施。 
〇 畜産バリューチェーン構築・強化による畜産物付加価値及び農家の生計向上、家畜衛生分野で

の事業の強化・形成をした。気候変動対応のため、水の効率的利用、耐性品種研究、農業保険

推進を実施。 
○ ブルーエコノミー推進では島嶼国の海洋生態系・水産資源保全と経済的便益増大の両立や内水

面養殖によるアフリカの水産自給率向上に資する案件を形成。 
エチオピアで、干ばつ・少雨に対応できる「植生インデックス保険」の保険販売と営農技術指導を

レジリエンス強化パッケージとして組み合わせ、普及員及び貯蓄・信用組合や小規模金融組織

の職員に対し、保険販売や普及の能力強化研修、地域住民向けに農業保険に関する研修を実施。

保険の販売地域の拡大及び農家の保険商品への信用や認知度の高まりにより、研修参加者の保

険購入者は 2020 年度比増。病害虫などのリスクにも対応できる「収量インデックス保険」の

開発の取組。 
 

３－５．主務大臣による評価 

評定：Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
 

（定量的実績） 
【指標 4-3】「防災分野における人材育成数」が目標値（8,000 人）を約 93％上回る 15,454 人となり、

中期目標期間において着実に指標を達成していると考えられる。 
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（定性的実績） 
１．気候変動（【指標 4-1】「低炭素かつ気候変動の影響に対して強じんな社会づくりに資する、気

候変動対策に係る支援の実施及び機構内における気候変動主流化の取組状況」） 

  年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 

・COP26において、６件のサイドイベントにオンラインで参加し、複数国のカウンターパート

と共に、開発途上国が脱炭素を含む気候変動対策を実施する上での人材育成・能力強化の必要

性に関する議論に貢献した。 
・「緑の気候基金（GCF）」に関し、バヌアツ・サント島を対象とした小水力や太陽光発電導入

を図る再エネアイランドプロジェクトをはじめとするコンセプトノート（CN）の作成、GCF事
務局への提出（2021年度末時点で計８件）、モルディブを対象とした海岸保全事業のGCF理事

会における承認など、GCF事業を通じた途上国の気候変動対策への貢献として評価できる。 
 

２．防災の主流化・災害復興支援（【指標 4-2】「自然災害に対して強じんな社会づくりに資する、

防災の主流化及び被災国に対するビルドバックベターの考え方に基づく支援の実施状況」） 
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 
・開発途上地域における「仙台防災枠組」の達成に向け、2019年６月に発表された政府の仙台

防災協力イニシアティブ（フェーズ２）も念頭に、防災・復興事業の形成・実施を強化した。

また、JICAグローバル・アジェンダ（防災・復興）の三つの柱が、国連の水災害に関する有識

者パネルの公式成果である「ポストコロナの世界をレジリエントにするHELP原則」に反映さ

れ、国際的な議論に貢献した。 
・東ティモール洪水（４月）、インドネシア・スメル火山（12月）、フィリピン台風（12月）、ト

ンガ噴火津波（１月）等では、コロナ禍でも衛星解析等デジタル技術を活用した被害把握や有

識者知見も活用してBBB（Build Back Better）方針検討を実施し、案件形成を推進。また、復興

支援の初動体制や実施強化を図り、内外の開発協力人材育成のためのBBB能力強化研修立ち上

げを評価できる。 
 

３．自然環境保全（【指標 4-4】「国内外の関連機関との連携を含む、自然環境保全に係る支援の実

施状況」） 
年度計画の取組を着実に実施したことに加え、以下の特筆すべき実績が認められた。 

・REDD+及び持続的森林管理分野において、ケニア森林公社（KFS）の森林モニタリングのた

めのシステム（FIP）の開発を支援し、KFSが地理情報システム（GIS）ソフトウェア関連の

米国大手企業ESRI社よりSpecial Achievement in GIS（SAG）Awardsを受賞した。 
    ・ラオスにおける「持続可能な森林管理及びREDD+支援プロジェクト」の森林分野の技術協力

において、協力成果の拡大を図るため、ドイツ国際協力公社（GIZ）との補足合意書の締結を

通じ、GIZによる機構の協力成果の他地域への展開を促進したことは評価できる。 
 

４．環境管理（【指標 4-5】「我が国の自治体や民間企業の技術・ノウハウを生かした環境管理分野

の政策･法制度や管理態勢の構築、能力強化に係る支援の実施状況」） 

年度計画の取組を着実に実施し、以下の実績が認められる。 
・JICAクリーン・シティ・イニシアティブ（JCCI）を立ち上げ、キックオフ国際セミナーには、

環境省等関係省庁や自治体、民間企業、国際機関等、世界56か国、合計約750名が参加し、JCCI
の下、廃棄物管理、水質汚濁管理、大気汚染対策の各分野で情報収集や戦略的な案件形成の促

進に貢献した。日本政府の戦略文書への重要なインプットにも寄与した。 
・インドネシアやベトナム、タイ、モンゴル、コソボ等で、水質汚濁対策、大気汚染対策、化
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学物質対策等の事業を実施した。中国では長年続いた日中友好環境保全センター事業が成功裡

に終了。カンボジアやミャンマーでは環境影響評価（EIA）制度定着に向けた能力強化を実施

した。 
 

５．食料安全保障（【指標 4-6】「食料安全保障に資する、CARD への貢献を含む持続可能な農業の

推進及び水産資源の利用に係る支援の実施状況」） 

順調に進捗（インデックス保険の新規性を評価） 
年度計画の取組を着実に実施し、以下の実績が認められる。 
・アフリカ稲作振興のための共同体（CARD）フェーズ２の枠組みの下、国家稲作開発戦略（NRDS）

の具体化に向け 20 か国 39 件の事業を実施した。 
・スーダンではSATREPS（地球規模課題対応国際科学技術協力）事業で高温・乾燥地域でのコム

ギ増産に取り組み、研究成果の社会実装に向け、農家、仲買人、食品加工業者、研究者、政府

職員等が協働して、活動を開始した。コムギ生産業者（民間業者）との協力関係の構築も進展

した。 
 
（結論） 
以上により、定量指標が 120%を越える結果を得たこと、年度計画において予定されていた取組

をいずれも着実に実施したほか特筆すべき定性的な成果が多数見られることから、中期計画におけ

る所期の目標を上回る成果が得られていると認め、「Ａ」評価とする。 
具体的には、「緑の気候基金（GCF）」に関し、モルディブを対象とした海岸保全事業の承認は GCF

事業への貢献として評価できる。REDD+及び持続的森林管理分野において、ケニア森林公社（KFS）
が地理情報システム（GIS）ソフトウェア関連の米国大手企業 ESRI 社より Special Achievement in 
GIS（SAG）Awards を受賞した。JICA クリーン・シティ・イニシアティブ（JCCI）を立ち上げ、廃

棄物管理、水質汚濁管理、大気汚染対策の各分野で情報収集や戦略的な案件形成の促進に貢献し、

日本政府の戦略文書への重要なインプットにも寄与した。アフリカ稲作振興のための共同体

（CARD）後続案件であるフェーズ２の枠組みの下、国家稲作開発戦略（NRDS）の具体化に向け 20
か国 39 件の事業を実施するなど、順調な進捗は評価できる。 

 
 ＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ （実績に対する課題及び改善方策など） 

上記評価を踏まえ、引き続きそれぞれの地球規模課題分野における実効的な取組を進め、持続可

能で強靭な国際社会の構築の推進に寄与することを期待する。特に、国際社会の関心が高まる気候

変動分野に関しては、GCF の活用に向けて、今後も GCF 事務局との調整等を通じて、経験・知見

を蓄積していくことにより、スピード感をもって途上国のニーズに沿った質の高い案件の形成及び

実施に努められたい。また、ウィズ／ポストコロナ下における各地球規模課題に関する途上国のニ

ーズに迅速かつ柔軟に対応、機構の比較優位性を活かしたバイ・マルチ連携を実現するよう留意あ

りたい。 

 

 ＜その他事項＞ （有識者からの意見聴取等） 

 特になし 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

No.5 地域の重点取組 

業務に関連する政策・

施策 

開発協力大綱、平成31/令和元年度開発協力の重点、自由で開かれたイン

ド太平洋、TICAD7横浜宣言2019、アジア健康構想、対ASEAN海外投融

資イニシアティブ、PALM8、PALM9の公約、対中南米外交・三つの指導

理念（juntos）、日・中南米連結性強化構想 
当該事業実施に係る根

拠（個別法条文等） 

独立行政法人国際協力機構法第 13条 

当該項目の重要度、難

易度 

【重要度：高】 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

令和3年度外務省政策評価事前分析表 1-Ⅵ-1 経済協力 
令和 3 年度行政事業レビューシート：番号未定（無償資金協力、独立行政

法人国際協力機構運営交付金） 

 

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット情報

（定量指標） 
達成目標 

目標値 / 

年 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

アジアにおいて育成する産

業人材数 
12,000 人 /年65 12,000 人 21,933 人 19,850人 21,109人 24,517人 - 

アフリカにおける育成人材数 
600 万人66 

（2017-2018） 
350 万人 422 万人 476 万人 － － － 

②主要なインプット情報（予算額67 / 支出額（百万円）） 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

東南アジア・大洋州 
26,101/ 

25,884 

29,565/ 

30,312 
29,385/ 
26,774 

27,620/ 
21,066 

26,079/ 
30,24768 

南アジア 
13,627/ 

11,947 

10,891/ 

12,246 

11,249/ 
9,705 

12,327/ 
9,489 

11,624/ 
14,63769 

東・中央アジア，コーカサス 
4,844/ 

5,258 

4,990/ 

4,684 
5,175/ 
4,691 

4,484/ 
3,895 

4,311/ 
6,25770 

中南米・カリブ 
8,525/ 

8,675 

8,109/ 

7,999 
8,399/ 
8,242 

11,249/ 
6,602 

8,826/ 
18,20471 

アフリカ 35,672/ 30,321/ 28,921/ 
27,948 

32,705/ 
26,025 

32,874/ 
45,63072 

 
65 2015 年日・ASEAN 首脳会議における日本の公約である「アジア産業人材育成協力イニシアティブ」に示

されている達成目標を基に、機構貢献分を約 90％として想定して設定する。日・ASEAN 首脳会議の目標

値：2015～2017 年に年間 1.3 万人強 
66 日本政府公約であるTICAD VIの達成目標を基に、機構貢献分を90％として想定して設定する。TICAD VI

で発表した日本としての取組（公約）：2016～2018年に1,000万人 
67 2017年度計画に参考値として「開発協力の重点課題」セグメントの業務経費の地域別の予算内訳を示して

いる。 
68  暫定値 
69  暫定値 
70  暫定値 
71  暫定値 
72  暫定値 
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31,012 33,209 

中東・欧州 
8,290/ 

9,094 

11,810/ 

9,711 
8,071/ 
7,165 

6,714/ 
4,857 

6,871/ 
8,48873 

全世界・その他 
10,273/ 
11,264 

8,833/ 
8,727 

14,924/ 
9,364 

16,398/ 
9,071 

16,167/ 
10,90574 

 

３－１．各事業年度の業務に係る目標、計画、主な評価指標 

中期目標及び中期計画の対応箇所  中期目標：3.（5）、中期計画：1.（5） 
年度計画 
1.（5）地域の重点取組 
刻々と変化する情勢に柔軟かつ機動的に対応しつつ、それぞれの地域に対して以下の支援に重点

的に取り組む。その際、国別開発協力方針を踏まえた国単位の取組に加え、地域統合や地域の連結

性向上に向けた動きや広域開発、FOIPへの貢献にも留意する。 
年度計画 

 
ア 東南アジア・大洋州地域 
FOIP及び「インド太平洋に関するASEAN・アウトルック協力についての第23回日アセアン首脳会

議共同首脳声明」を踏まえ、地域の平和、安定及び繁栄に貢献することを目的に、ASEANと大

洋州地域の自主性、自立性、一体性（統合の深化）を高める支援を強化する。また、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響の緩和や対策、経済回復に向けた支援に取り組む。 
域内共通の重点領域として、海洋インフラ、海上安全、海上法執行能力、防災や災害復旧・復興、

脱炭素化、将来のリーダー層や行政官の育成・人的交流、保健医療システム強化等を支援する。 
ASEANについては、上記に加え、一体性と持続的成長の鍵である経済統合の推進、陸・海洋の経

済回廊に係る連結性強化、成長の歪みを克服する質の高い成長、ミンダナオ等の地域が抱える

脆弱性への対応、ASEAN共同体との技術協力協定に基づく技術協力の推進等にも取り組む。 
ミャンマー情勢を踏まえ、関係者の安全確保及び同国との中長期的な信頼関係の維持に留意した

対応に取り組む。 
大洋州地域については、上記に加え、第9回太平洋・島サミット（PALM9）で打ち出される方向性

を踏まえ、島嶼国側の関心の高い漁業資源管理、海洋プラスチック等の環境問題、自立的かつ

持続可能な発展に向けたインフラ整備、貿易・投資や観光分野の支援に取り組む。 
 
イ 南アジア地域 
新型コロナウイルスの感染拡大を受けてマクロ経済の悪化及び貧困層への影響等が懸念されてお

り、貧困層が多く自然災害に脆弱な地域特性も踏まえ、コロナ禍による社会経済への影響から

の回復、さらには強じんな社会構築への協力を行う。具体的には、「JICA世界保健医療イニシ

アティブ」を念頭においた保健システムの強化を含む地球規模課題への対応や基礎生活分野の

改善、G20及び日本政府が推進する質の高いインフラ協力を踏まえたインフラ整備や投資環境

整備を含む産業競争力強化等の経済強じん性強化、域内及び他地域との連結性強化、平和と安

定及び安全の確保を重点領域とする。これら協力を通じてFOIPの実現への貢献にも努める。 
特に、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」に基づく各種インフラ開発、保健医療、

連結性強化、農業・上水道を含む社会開発、及び民間連携強化等を推進する。また、「日バン

 
73  暫定値 
74  暫定値 
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グラデシュ包括的パートナーシップ」、「ベンガル湾産業成長地帯（BIG-B）構想」、「日・スリ

ランカ包括パートナーシップ」に基づく事業の実施に加え、その他の域内各国向けの経済・社

会インフラ開発支援等も行う。 
平和で公正な社会の実現に向け、引き続きガバナンス及び社会開発強化に係る支援も行う。特に、

スリランカにおける司法人材能力強化のための支援、バングラデシュにおける中核都市向け行

政能力強化支援や、パキスタンでのヒューマンキャピタル形成に資する支援を行う。 
また、SDGsグローバルリーダー・コース等各種留学生プログラムやアフガニスタンにおける「未

来への架け橋・中核人材育成プロジェクト」、モルディブからの初受入れを始めとする南アジ

ア6か国での人材育成奨学計画（JDS：Japanese Grant Aid for Human Resource Development 
Scholarship）等を通じた人材育成及びネットワーキングを継続・強化する。 
 

ウ 東・中央アジア及びコーカサス地域 
ガバナンスの強化、産業の多角化、インフラ整備、人材育成（特に、若手行政官や技術分野の幹部

人材、高度産業人材等）を重点領域として支援を継続する。 
特に、モンゴルでは、経済安定化とガバナンス強化、保健医療システム強化等に向けた取組を継続

するとともに、持続的な経済成長に資する産業の多角化を図るため、農牧業マスタープランの

策定や観光分野の開発等を支援する。また、深刻化するウランバートル市の渋滞や都市環境問

題の改善を図るためのインフラ整備や再生可能エネルギー活用の基盤整備に向けた調査を行

う。 
中央アジア・コーカサスでは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた保健システムの強化、

域内及び他地域との連結性強化、国内の格差の是正及び質の高いインフラに配慮した協力を推

進し、発電所、農業金融等の円借款事業の着実な実施を継続するとともに、電力、農業、ビジ

ネス振興、保健医療等で無償資金協力や技術協力の事業の形成を進める。 
中国については、中国側関係機関との対外援助に関する情報共有・意見交換を行うとともに、ODA

終了後を見据え、これまでの協力のアセットを活用した活動可能性を検討する。 
 
エ 中南米・カリブ地域 
ウィズコロナ、ポストコロナ下での新たな事業体系を形成しつつ、日本政府が掲げる「対中南米外

交・3つの指導理念（juntos）」の具現化を企図した「日・中南米連結性強化構想」にも貢献する

ため、経済発展を一層促進していくためのインフラ整備（経済的連結性強化）、防災・気候変

動対策、都市環境問題や格差是正支援等（価値と知恵の連結性強化）を重点領域とし、かつ横

断的視点としてDXやイノベーションを取り入れた協力を行う。 
具体的には、米州開発銀行や世銀、中米統合機構（SICA：Sistema de la Integración Centroamericana）

等の域内開発パートナーとの既存の連携枠組みをいかした事業展開及び新たな枠組みの検討、

「日・中南米共創」に向けた民間企業との協働エコシステムづくり等、新規性のある事業や新

たなパートナーとの連携の推進、JICAチェアや留学生事業を活用した中南米地域協力の核とな

る人材育成等を推進する。また、日系社会との連携に関し、日系団体を通じてウィズコロナ、

ポストコロナ対策を進めるとともに、民間企業、自治体、研究機関等との協力、海外移住資料

館と国内及び中南米の資料館とのネットワーキングにより、国内外での取組を一層強化する。

さらに、これまでの協力のアセットを活用し効果・効率性の高い事業実施を促進する。 
 

オ アフリカ地域 
2021年度はTICAD7公約期間（2019～2021）の最終年度に当たるため、引き続き「TICAD7における

日本の取組」の「経済」、「社会」、「平和と安定」の3本柱の達成に向けた取組を進める。 
新型コロナウイルスの感染拡大がもたらす社会経済的なインパクトを踏まえ、アフリカにおける
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強じんなウィズコロナ、ポストコロナ社会の構築に向けて、「JICA世界保健医療イニシアティ

ブ」に基づく包括的な保健医療分野での取組のほか、社会経済面での支援に取り組む。 
また、TICAD8に向けた準備を通じ中長期的な支援の方向性を具体化する。具体的には、TICAD8に

向けた機構貢献策（案）の検討、政府・国内外の民間企業・国際機関・二国間ドナー・大学等

の幅広いパートナーとの対話、連携、広報活動の準備等を行う。 
DXやSTI（Science,Technology and Innovation）の活用・推進、地域経済統合に向けた基盤整備、雇

用・ディーセントワークの創出・促進、平和と安定・安全の確保等のアフリカ域内の共通課題

に対応する事業の実施、「ポストコロナ時代のアフリカ開発」に関する研究及びアフリカ開発

の課題と取組に係る国内外への発信に取り組む。 
カ 中東・欧州地域 
地域の安定化と人間の安全保障の確保、質の高い成長、地域的取組の推進等に留意しつつ、国の発

展を支える人材育成、インフラ整備、投資環境整備等を重点領域として支援する。 
特に、日本の技術・知見を活用し、格差是正や紛争被害の視点を含めたインフラ整備、環境分野の

支援に取り組む。また、シリア難民については、2021年度までに最大100名を目指した留学生受入れ

を引き続き実施する。さらに、新型コロナウイルス感染症対策に係る開発政策借款等の支援を引き

続き実施する。加えて、留学生・研修員受入れや技術協力等の実施により、エジプトでの日本式教

育の普及・定着を引き続き推進する。 
TICAD7の公約に基づき、民間企業の北アフリカ進出支援を行うとともに、「西バルカン協力イニシ

アティブ」に基づき、各種支援を実施する。 
主な評価指標（定量的指標及び実績は 2. ①参照） 
• 我が国関連政策及び地域別公約等への貢献を含む、各国・地域固有の開発課題解決に向けた、

国別開発協力方針に沿った案件形成・実施状況 

 

３－２．業務実績 

 

関連指標 基準値 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021年度 

事業計画作業用ペーパーの新規策定・改定数 128 件 75 135 件 135 件 139 件 139 件 137 件 

質の高いインフラパートナーシップで公約さ

れたアジアのインフラ分野向け資金協力支援 
- 76 9,891 億円 

1 兆 1,358 

億円 

1 兆 1956 

億円 
8,598 億円 - 

各地域の本邦

研修実績数77 

東南アジア・大洋州 - 4,643 人 3,641 人 3,570 人 1,462 人 1,437 人 

南アジア - 1,710 人 1,338 人 1,487 人 594 人 629 人 

東・中央アジア ､ コーカサス - 1,018 人 782 人 785 人 296 人 504 人 

中南米・カリブ - 1,516 人 1,133 人 1,205 人 585 人 910 人 

アフリカ - 3,488 人 2,565 人 2,430 人 1,436 人 2,112 人 

中東・欧州 - 1,255 人 865 人 995 人 375 人 575 人 

 
75  前中期目標期間（2012-2015）実績は、512件 
76  アジア向けインフラ支援として2016～2020年に4兆円（質の高いインフラパートナーシップでの公約額
（1,100億ドル））のうち、機構貢献分（335億ドル（約1.2兆円））。円ドル換算は、公約発表時のレートに
基づく。円借款事業のみを集計。） 

77  実績にはオンライン研修で行われた本邦研修も含まれる。 
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合計 24,000 人78 13,630 人 10,324 人 10,472 人 4,748 人 6,167 人 

 

 
  No.5-1 東南アジア・大洋州  
 

（1）東南アジア 

東南アジア地域は高い経済成長を遂げている一方で、域内及び各国内の格差の問題が存在し、インフ

ラ開発に対する膨大なニーズがある。こうした状況及び主要な外交政策である「自由で開かれたインド

太平洋」等を踏まえ、ASEANの中心性と一体性（統合の深化）を高める協力に主眼を置き事業を実施し

た。具体的には、ASEANの一体性と持続的成長の鍵である経済統合の推進、陸の東西・南部経済回廊及

び海洋の経済回廊に係る連結性強化、自由で開かれた海洋秩序の維持・強化のための海洋インフラ整備

や海上法執行能力の強化、成長の歪みを克服する質の高い成長、脱炭素化に向けた気候変動対策、将来

の国を支えるリーダー層や行政官の人材育成、ミンダナオ等の地域が抱える脆弱性への対応等を重点領

域として支援した。さらに、新型コロナウイルス対応として保健医療分野を中心とした「JICA世界保健

医療イニシアティブ」の推進に取り組んだ。 

 

① 日本政府の政策及び地域別公約への貢献 

 「産業人材育成協力イニシアティブ2.0」：2018年の日・ASEAN首脳会議の公約（5年間（2018～2022

年）で8万人規模の産業人材育成）に関し、機構は2021年度末で11万5,646人（うち2021年度は2万8,237

人）の産業人材育成を実施した。 

 

② 重点領域への支援 

ア）ASEAN の経済統合の推進 

 2019年に締結された日ASEAN技術協力協定の下、2019年のASEAN首脳会議で採択された「インド

太平洋に関するASEAN・アウトルック（AOIP）」の推進に資する研修事業として、「ASEAN感染症

対策センターにおける公衆衛生危機管理」、「国際公法（海洋法と国際紛争の平和的解決）」等7件を

実施した。ASEAN地域の共通課題に対する各国の対応能力向上を支援するとともに、自由で開かれ

たインド太平洋を維持・拡大する観点からASEAN各国の結束と連帯の強化に貢献した。 

 インドネシアでは、「ビジネス環境改善のためのドラフターの能力向上及び紛争解決機能強化プロ

ジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始した。本事業では最高裁判所及び法務人権省法規総局の

関係者に対し、知的財産権保護を含むビジネス関連事件の判決の論理性向上や裁判手続きの改善及

び法案起草能力・審査能力の向上を通じた法令間の整合性確保に向けた取組を実施している。 

 マレーシアでは、マレーシア競争委員会に対して「競争法アドバイザー」を派遣し、企業結合審査

導入の法改正に向けた対応や、リニエンシー制度の改善等を含む競争法執行能力の強化について助

言するとともに、談合の防止など関連分野についての研修を実施した。また、同アドバイザーが日

系企業に対して同国競争委員会の取組や制度についてのセミナーを実施し、本邦企業の同国での活

動を支援した。マレーシア税関に対して長期専門家「税関分析所アドバイザー」を派遣し、税額確

定に必要な物品の成分や組成を調べるための分析所設立のための能力強化支援を実施した。コロナ

 
78 前中期目標期間（2012-2015）実績平均。なお、当実績値には本邦研修以外に第三国研修、現地国内研修の

人数も含まれる。前中期目標期間（2012-2015）の本邦研修のみの実績平均は1万1,595人。 
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禍での活動として日本の関税中央分析所の視察をオンラインで行った。 

 カンボジアでは、2022年の地方選挙、2023年の国民議会選挙に向けて、「選挙管理委員会能力強化ア

ドバイザー（主権者教育等）」（長期専門家）を派遣した。コミュニティや学生への出前授業等の実

施を通した選挙管理委員会の主権者教育能力向上を目指す。 

 タイでは、メコン地域における人身取引に係る各国間のネットワーク強化を行うべく、「人身取引

対策のためのメコン地域ネットワーク強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dを署名し

た。 

 シンガポールでは、「21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム」（JSPP21：

Japan-Singapore Partnership Programme for the 21st Century）の枠組みの中で、CLMV諸国の関係者に

知的財産権の保護に係るオンライン研修を実施した。 

 ミャンマーでは、2021年2月のミャンマー政変後、日本政府とともに、ミャンマー情勢に関する意見

交換の機会を設定し、対応を協議した。日本政府とも相談しつつ、ASEAN事務局及びAHAセンター

とミャンマー向けの人道支援に関する意見交換を行い、具体的な緊急人道支援について協議した。

第1フェーズの物資供与は、日本政府の緊急無償にて対応されたが、第二フェーズの能力強化への

貢献可能性を引き続き協議した。 

 ASEAN共同体では、「ASEAN災害保健医療管理に係るASEAN首脳宣言」の実施に向けた行動計画の

円滑な実行に向けた支援である「ASEAN災害保健医療管理に係る地域能力強化プロジェクト」（技

術協力プロジェクト）のR/Dに署名した。 

 

イ）陸の連結性強化 

 2020年に日本政府が打ち出した「日ASEAN連結性イニシアティブ」に基づき、各国でハード・ソフ

ト両面から陸・海・空の連結性強化の協力を実施した。 

 ハード面では、カンボジアで、国道5号線の道路拡幅、バイパス整備等を実施する円借款「国道5号

線改修事業」のうち、北区間（バッタンバン－シソポン間）の供用が2021年10月に開始し、開通式

典にはフン・セン首相も出席した。国道5号線は、アジア開発銀行（ADB）が主導する大メコン圏

（GMS）開発プログラムの南部経済回廊中央に位置し、メコン地域の産業大動脈として機能するこ

とが期待されている。また、国道5号線上での交通安全対策を強化するため、「幹線道路における道

路交通安全改善プロジェクト」を2021年6月に開始した。 

 ソフト面では、ラオス、カンボジア、ベトナムにて税関能力強化の支援を実施した。タイでは、税

関職員の人材育成の拠点となる税関アカデミーの強化を行うべく、「税関人材育成能力強化プロジ

ェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dに署名した。また、タイにおける競争法執行の実務を担う

取引競争委員会事務局の能力強化を行うべく、競争法執行能力強化専門家の派遣を開始した。 

 インドネシア（パティンバン港アクセス高速道路）、ベトナム（東西回廊を含むベトナム全土の運輸

交通セクター開発計画、リエンチュウ港周辺の内陸輸送網）、カンボジア（国道5号線沿線地域の地

方道路改良）で陸の連結性強化に資する案件形成を進めた。 

 

ウ）海洋の連結性強化 

 パティンバン港自動車ターミナルの本格運営開始：インドネシアでは、ジャカルタ首都圏東部パテ

ィンバンに新港（コンテナターミナル、自動車ターミナル等）を建設する「パティンバン港開発事

業」において、日本企業が運営に参画する自動車ターミナルの本格運営が開始された。 
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 「離島における水産セクター開発計画」（無償資金協力）では、2021年10月にパプア州ビアク島で統

合海洋水産センター（SKPT：漁港施設・市場等）の竣工式が実施され、インドネシア側からルフッ

ト海洋・投資担当調整大臣、トレンゴノ海洋水産大臣、ブディ運輸大臣らが出席した。 

 カンボジアでは、「シハヌークビル港新コンテナターミナル拡張事業」（円借款）について、協力準

備調査を通じて実施機関との協議が進行し、フン・セン首相の承認を得て先方政府からの正式要請

書が接到した。シハヌークビル港SEZの活性化を図るべく、保税制度等を活用した「自由港化構想」

の検討を進め、カンボジア政府からコンセプトの承認を得て、パイロット事業としてイオンモール

社によるSEZ進出決定（多機能物流センター事業の展開）に大きく寄与した。カンボジア政府の港

湾開発の方針や関連規則の策定等を通じた港湾行政の強化のため、2022年3月に開発計画調査型技

術協力「港湾行政能力強化プロジェクト」のR/Dに署名した。また、シハヌークビル港湾公社の能

力強化のため、2022年1月に円借款附帯プロジェクト「シハヌークビル港経営・技術向上プロジェク

トフェーズ3」のR/Dに署名した。 

 シンガポールでは、JSPP21の枠組みの中で、ASEAN、大洋州及び南アジア諸国の関係者に港湾管理

に係るオンライン研修を実施した。 

 

エ）海洋インフラ整備及び海上法執行能力強化 

 マレーシアでは、海上法令執行に関する人材育成を目的に、2021年3月から新たな長期専門家「マレ

ーシア海上法令執行庁海上保安アドバイザー」の派遣を開始した。また、海上犯罪取締及び救難・

環境防災に関する課題別研修にカウンターパートを参加させ、能力強化を図った。上記長期専門家

の支援により、日米豪海上保安機関合同ワークショップをマレーシアにおいて海洋状況把握、漁業

取締り、税関取締りをテーマに計3回開催した。 

 フィリピンでは、「フィリピン沿岸警備隊海上安全対応能力強化事業（フェーズ2）」（円借款）にお

いて、97m級巡視船の2隻の進水式を実施した。 

 インドネシア及びマレーシアで、日本の海上保安庁によるオンライン研修が実施された。インドネ

シアでは、国際海洋法と法執行、東シナ海における海上保安庁の役割等の講義及び制圧術の実技指

導が2日間にわたり行われ、各回とも約400名が参加した。マレーシアでは、海上犯罪取締り、現場

検証等の講義及び実技指導を5日間にわたり実施し、約100名が参加した。2022年2月には海上保安

庁による実技指導も含めた潜水・救難の国内研修を実施した。また、ベトナムでは、ベトナム海上

警察に対して海上保安能力の向上を図るオンライン研修を実施した。 

 ASEAN共同体関係者に対して、海洋法及び国際紛争の平和的解決における国際法の果たす役割を紹

介し、各国による国際法の実践の能力の強化を目的としてオンライン研修を実施した。 

 シンガポールでは、JSPP21の枠組みの中で、ASEAN、大洋州、南アジア、アフリカ諸国の関係者に

海上安全管理に係るオンライン研修を実施した。 

 

オ）成長の歪みを克服する質の高い成長 

 バンコク・都市鉄道レッドラインの開業：タイでは、円借款「バンコク大量輸送網整備事業」で建

設する都市鉄道レッドラインが8月2日にソフトオープンし、11月29日には正式開業及び商業運行が

開始された。タイで2例目となる日本製の鉄道車両が採用されており、本鉄道の整備により、自動車

から公共交通へのモーダルシフトの加速化等が期待される。 

 ハノイ市環状3号線西区間の開通等インフラ整備の促進：「ハノイ市環状3号線整備事業（マイジッ
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ク－タンロン南間）」（円借款）では、首都ハノイ市の外環に沿う環状3号線の西区間の都市内高速道

路が開通するとともに、地方の交通需要への対応及び安全性向上、物流ネットワークの効率化等に

資する円借款「第2期国道・省道橋梁事業」では全98橋梁を整備・完工した。また、「第2期ホーチミ

ン水環境改善事業（IV）」のL/Aを調印したほか、下水道政策アドバイザー（専門家）を派遣し、建

設省の水環境管理政策・方針の把握や助言を行った。 

 インドネシアでは、「ジャカルタ首都圏都市交通政策統合プロジェクトフェーズ3」（有償勘定技術

支援）のR/Dを署名した。本事業により、交通混雑の緩和が課題であるジャカルタ首都圏を対象に、

公共交通指向型のまちづくりを進めるための能力強化を行う。 

 マレーシアでは、環境に配慮した家庭用電気・電子製品（冷蔵庫、PC、携帯電話等）の収集・処理

メカニズムを構築・導入する「E-Waste管理システム実施プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

を開始し、プロジェクトの支援を受けてマレーシア政府が策定している家庭用電気・電子製品の処

理に係る環境規制の公布が「マレーシア国第12次国家5カ年計画」に政府コミットメントとして明

記された。 

 ベトナムでは、増加する交通需要への対応を図り、ホーチミン都市圏の交通渋滞及び大気汚染の緩

和、地域経済の発展を後押しするために円借款「ホーチミン市都市鉄道建設事業（ベンタイン－ス

オイティエン間（1号線））」を実施した。また、同事業の円借款コンサルタントと「ホーチミン市都

市鉄道規制機関及び運営会社能力強化プロジェクト」で連携して、運転候補生の訓練を開始し、商

業運転開始に向け人材育成を支援した。 

 ベトナム国鉄（VNR）の訓練機関である鉄道学校（RC）を対象に、都市鉄道学科を新設したRCの

体制づくりを支援する「鉄道訓練学校における都市鉄道研修能力強化プロジェクト」（技術協力プ

ロジェクト）のR/Dを署名し、都市鉄道に係る一元的な人材養成拠点の整備を図り、都市鉄道の安

全かつ安定的な運営支援にも取り組んだ。 

 フィリピンでは、マニラ首都圏及び近郊における都市交通の連結性強化と交通渋滞の緩和を図り、

マニラ首都圏の経済圏の拡大、投資環境の改善、大気汚染や気候変動の緩和を後押しするために円

借款「マニラ地下鉄（第二期）」のL/Aに調印した。 

 

カ）気候変動対策と地球規模課題への対応 

 東ティモールでは、気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）に基づき設立されたGCFとの

機構初の連携案件「重点流域における森林減少抑制及び気候変動強靭化のためのランドスケープ管

理能力強化プロジェクト」を形成し、R/Dに署名した。また、2021年4月に発生した大規模な洪水に

よって被災した各種インフラを迅速に復旧させるため無償資金協力「洪水被災インフラ緊急復旧計

画」（包括方式）を形成し、9月より現地調査を開始した。 

 ベトナムでは、REDD+に関する5年半にわたる技術協力の成果の取りまとめとして、協力の主要テ

ーマごとに、マニュアルやグッドプラクティス事例集を英語及びベトナム語で作成し、WEB等で公

開した。また、REDD+成果支払い資金の獲得を目指し、機構は技術協力によりベトナム政府による

GCFの活用に向けた体制構築を支援した。さらに、同国の再生可能エネルギー活用を促進すべくク

アンチ省陸上風力発電事業（海外投融資）を融資契約調印した。加えて、「北部山岳地域のフラッシ

ュフラッドと地滑りによる被害の対処・最小化のための能力強化プロジェクト」（技術協力プロジ

ェクト）を開始した。 

 カンボジアでは、首都の雨水排水改善に資する「第四次プノンペン洪水防御・排水改善事業」（無償
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資金協力）が完工した。また、無償資金協力による「洪水多発地域における緊急橋梁架け替え計画」

も完工し、フン・セン首相が式典に参加した。 

 ラオスでは、REDD+成果支払い資金の獲得を目指し、機構は技術協力によりラオス政府によるGCF

の活用に向けた体制構築を支援した。「持続可能な森林管理及びREDD+支援プロジェクト」及びそ

の後継案件において、ドイツ国際協力公社（GIZ）と協調プロジェクト実施に関する合意書を締結

した。GIZが実施する緑の気候基金（GCF）事業と連携して実施することで、成果の効率的な広域展

開を図った。 

 タイでは、2021年11月、COP26のサイドイベントにおいて「バンコク都市気候変動マスタープラン

実施能力強化プロジェクト」を代表し、バンコク首都圏庁及び機構専門家等が登壇、プロジェクト

活動の紹介を行った。また、タイにおけるPM2.5予防・軽減に係る対策能力の向上を図るべく、技

術協力「持続的なPM2.5予防・軽減のための待機管理プロジェクト」のR/Dに署名した。 

 シンガポールでは、JSPP21に基づき、ASEAN、大洋州及び南アジア諸国の関係者に、「グリーンエ

コノミー」及び「海洋法と気候変動」のオンライン研修を実施した。 

 インドネシア（低（脱）炭素化に向けた電力セクター、再生可能エネルギーの導入）、マレーシア（途

上国の低炭素・脱炭素成長のための透明性枠組み）、ラオス（エネルギートランジション/脱炭素化

促進）で、気候変動対策と地球規模課題への対応に向けた調査を実施した。 

 適応策に関し、インドネシアでは、「防災事前投資に向けた洪水対策マスタープランプロジェクト」

（技術協力プロジェクト）のR/Dに署名した。本事業により洪水マスタープランの策定能力が強化

されることによって、防災のための事前投資につながる治水事業の推進が期待される。また、早期

警報システムの運用能力向上により、正確で迅速な警報が発令されることを目的として、「地震・津

波観測及び情報発信能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dに署名した。 

 マレーシアでは、国家災害管理庁とマレーシア日本国際工科院が国内5州の自然災害リスク管理・

対応能力に関する調査を共同で実施し、報告書を2021年11月に公表した。国家災害管理庁との協力

関係を深化させた結果、防災に係るマレーシア国首相スピーチにおいて、日本をはじめとする国際

社会との連携を促進したい旨発言があり、日本の協力の重要性が広く認識された。 

 マレーシアでは、2021年12月に起きた大規模水害に対し、研修員同窓会を通じて洪水被災地への物

資供与を迅速に実施した。 

 

キ）将来の国を支えるリーダー層や行政官の人材育成 

 インドネシア（国立インドネシア大学）、タイ（タマサート大学、チュラロンコン大学）、フィリピ

ン（アテネオ・デ・マニラ大学）、ベトナム（ベトナム日本人材開発インスティチュート）、カンボ

ジア（王立プノンペン大学）、ラオス（ラオス国立大学日本センター）で、それぞれ日本研究講座設

立支援事業（JICAチェア）を実施した。 

 マレーシアでは、東方政策2.0研修において、「LEP2.0 行政初級職人材育成・プロジェクト管理」

「LEP2.0 中間管理職のための指導教育」等の行政官育成研修をマレーシア政府とのコストシェア

によりオンラインで実施し、61名が参加した。日本式工学教育を取り入れ、高い生産性と競争性を

有する人材育成を行うために設立されたマレーシア日本国際工科院では、2021年9月にマレーシア

日本人商工会議所及び機構マレーシア事務所と共催でキャリアフェア2021が開催され、22社の日本

企業と就職を希望する学生・卒業生、約220名が参加した。機械・電子・電気・データベース・AI等

の分野で13名の就職が決定した。 
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 東ティモールでは、人材育成奨学計画（JDS）フェーズ2を開始した。東ティモール国立大学におい

て、「東ティモール国立大学工学部新校舎建設計画」（無償資金協力）で工学部の新校舎を建設する

とともに、「東ティモール国立大学工学部運営能力向上プロジェクト（フェーズ2）」（技術協力プロ

ジェクト）を通して工学部教員の能力向上に取り組み、日本への留学も支援している。 

 ベトナムでは、「戦略的幹部研修プロジェクト」（技術協力プロジェクト）の本邦研修参加者（副大

臣・局長・次長・課長・課長補佐級等、計104名）から中央省庁の大臣や地方省の党書記等に昇格す

る事例も生まれ、現政権閣僚27名中10名を同研修参加者が占めている。また、10名の機構研修参加

者が地方省党書記となっている79。また、日越大学ではコンピュータサイエンス＆エンジニアリン

グに係る学部が新設され、43名が入学した。さらに、「ベトナム日本人材開発インスティチュート

（VJCC）ビジネス人材育成・拠点機能強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、ベトナ

ム産業界・行政機関や日本企業と連携したビジネスコースを開催した。また、日本企業によるVJCC

の活用促進等を目的としたビジネスセミナーをシリーズで実施した。 

 タイでは、「産業人材育成事業」（円借款）において、本邦での3年次編入の第1期生（4名）及び7年

プログラム第2期生（12名）を受け入れた。 

 SDGs達成に向けた開発協力を促進するためのキーパーソンとなり得る優秀な行政官や研究者等が

本邦大学の博士または修士課程での教育研究に携わる「SDGsグローバルリーダー・コース」に、2021

年度は東南アジア諸国から33名を受け入れた（うち24名が来日済み）。また、日本の開発経験につい

ての知見を深めるための特別プログラムとして日本の公務員人事改革について講義を実施し、JICA

開発大学院連携（主にSDGsグローバルリーダー）の留学生及び帰国生（計58名）が参加した。 

 

ク）地域が抱える脆弱性への対応 

 フィリピンのミンダナオでは、バンサモロ暫定自治政府（BTA）の重要政策の策定、正常化プログ

ラムの実施に向けた関係者間の調整、BTAへの助言及び支援を行い、バンサモロ自治政府への円滑

な移行を後押しするために、個別専門家「BTA暫定首相アドバイザー」並びに「BTAアドバイザー

（予算策定・開発計画）」の派遣を開始した。紛争影響地域であるマラウィ市及び周辺地域の復旧・

復興事業に対する財政支援を通じて、フィリピン政府各実施機関が同地域に対する復旧・復興支援

を提供することを実現し、同地域の安定及び生活再建に寄与することを目的とした「マラウィ市及

び周辺地域における復旧・復興支援計画」（無償資金協力）で整備されたマラウィ市トランスセント

ラル道路が開通し、式典が行われた。バンサモロ暫定自治地域（BARMM）の中心であるコタバト

都市圏の総合開発に係る協力プログラムを定めるために必要な情報を収集・確認し、優先的に実施

する事業を選定することを目的とした「コタバト都市圏総合開発情報収集・確認調査」を2022年3月

に完了した。 

 ミャンマーでは、ロヒンギャを含む難民支援に向けたUNHCR、UNICEF、UNDPとの協議、また、

地方部の貧困、コロナ対策に係るICRCとの意見交換を実施した。政変後、バングラデシュ・ミャン

マー両事務所間の情報共有・連携も強化し、両国間にまたがるイシューへの対応を検討している。 

 ミャンマーでは、2021年2月のミャンマー政変後、日本政府と共にミャンマー情勢に関する意見交

換の機会を設定し、対応を協議した。日本政府とも相談しつつ、ASEAN事務局及びAHAセンターと

ミャンマー向けの人道支援に関する意見交換を行い、具体的な緊急人道支援について協議した。 

 
79 「ホーチミン国家政治学院（HCMA）及び行政学院（NAPA）公務員研修実施能力強化支援プロジェクト」

（2013-2016）参加者も含む 
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 ミャンマーでは、政変後の機構内連絡体制の強化として、現地治安情勢について情報収集・分析を

行い、ミャンマー情勢を逐一更新するべく、毎月連絡会議を実施した。 

 

③ その他の戦略的な取組及び成果 

 インドネシアでは、新型コロナワクチン接種の促進を支援するため、コールドチェーン等の整備を

行う「新型コロナウイルス及びその他感染症ワクチン管理能力強化プロジェクト」（技術協力プロ

ジェクト）のR/Dに署名した。インドネシアでの新型コロナウイルスデルタ株の流行では、同国政

府からの緊急要請に応え、既往案件を通じ酸素濃縮器400台を供与した。また、他の既往案件を通じ

インドネシア保健省に対し、PCR検査機器、検査キット、試薬等の検査室向け機材調達を実施した。 

 マレーシアでは、新型コロナワクチン接種促進を支援するため、コールドチェーン等の整備を行う

「新型コロナウイルス対策ワクチン流通体制強化計画」（技術協力プロジェクト）を実施し、ワクチ

ン保管・運搬用冷蔵庫、アイスボックス等を供与した。また、マレーシア国内におけるコロナウイ

ルス変異株のモニタリング体制強化のための遺伝子解析用次世代シーケンサー及びワクチン保管

用冷凍庫を供与した。「全人教育推進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、15の全人教育

導入試行校に対して、子ども用マスクや保健室用に必要なベッド、車いす、オキシメーター等の資

機材を供与し、子どもの正しい感染対策習慣の実践やきめ細かい感染者対応ができる体制づくりを

支援した。 

 カンボジアでは、新型コロナ対策及び感染予防に寄与するため、「新型コロナウイルス対策能力向

上プロジェクト」及び「新型コロナウイルス感染症予防のための水・衛生改善プロジェクト」（いず

れも技術協力プロジェクト）のR/Dに署名した。さらに、上水道未整備地域に対する安全な水に係

る啓発活動や給水管の敷設を通じ、当該地域の衛生環境の改善を目指す「新型コロナウイルス感染

症危機対応緊急支援借款（フェーズ2）」（円借款）のL/Aを調印した。この財政支援により、世界的

な新型コロナ感染拡大の影響を受けるカンボジアにおいて、感染拡大防止、被影響世帯・企業の救

済策、経済復興策、将来の経済危機に備えた強じん性強化の対応策が実施される。 

 ラオスでは、新型コロナウイルスワクチン接種のための準備・実施体制と国立・県立研究所のPCR

検査能力の強化を行うことにより、新型コロナウイルスに係る予防接種体制及び検査能力の向上を

目的として「新型コロナウイルスに係る感染症対策プロジェクト」のR/Dに署名した。 

 ベトナムでは、実施中の技術協力を活用し新型コロナウイルス感染症に関する予防・診断・治療に

係る資機材を供与した。また、中部の拠点病院であるフエ中央病院を対象にした新たな「フエ中央

病院新型コロナウイルス感染症対応能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を立ち上げ

た。 

 フィリピンでは、「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画」（無償資金協力）及び「新型

コロナウイルスワクチンコールドチェーン及びロジスティクス支援プロジェクト」（技術協力プロ

ジェクト）のG/A及びR/Dを締結した。 

 タイでは、2021年9月に新型コロナ対策のための3件の技術協力プロジェクトのR/Dに署名し、ウイ

ルス変異の監視や検査能力強化等を目的とした機材調達を進めた。また、Community Empowerment 

Program（CEP）を通じ、タイ・ミャンマー国境地域における移民コミュニティのリーダー向け研修、

新型コロナ感染予防のための啓発活動等を実施した。新型コロナ感染状況の悪化を受けたタイ政府

の緊急要請に対応すべく、アジア開発銀行（ADB）との協調融資による財政支援の案件形成を行っ

た。 
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 ASEAN共同体に対する支援では、厚生労働省、国立感染症研究所、国外から世界保健機関、欧州疾

病予防管理センター、カナダ国際関係省、アメリカ疾病予防管理センター（CDC）、アジア欧州財

団、オーストラリア保健省の協力を得て、国別研修「ASEAN感染症対策センターにおける公衆衛生

危機管理」を実施した。本研修は、ASEAN各国の公衆衛生担当者やASEAN事務局の職員を対象と

し、公衆衛生危機や新型コロナを含む新興感染症に対する技術や知識を身につけることを目的とし

た。 

 イノベーションの推進： 

 マレーシア「日本国際工科院強化プロジェクト」で、日本企業とのパートナーシップの下、2021

年度に11件の共同研究・寄附講座を計画・実施した。主な民間資金動員新規案件は、高砂熱学工

業の寄付講座（4年間で2,000万円の計画）や日本精工からの受託研究（4年間で1,500万円の契約）、

Panasonicとの共同ラボ設立（1年間で約330万円の契約）が行われた。 

 カンボジアでは、電子基準点の設置及び運営維持管理能力の強化等のため、「土地管理及びイン

フラ開発のための電子基準点整備プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始した。また、シ

ェムリアップではスマートシティを推進するため、「シェムリアップにおける都市課題解決のた

めのスマートシティアプローチ実装プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dに署名した。

DX主流化に向けた情報収集・確認調査で、日本企業が開発に携わったデジタル決済プラットフォ

ーム「バコン」に関するパイロットプロジェクトを実施し、小売り、病院、バス公社の3業種での

バコンの導入を検討した。 

 ラオスでも、即時決済システム開発に向け、海外投融資スキームでの協力準備調査「ブロックチ

ェーンを活用した即時決済システム事業準備調査（海外投融資）」を2021年11月に開始した。 

 インドネシアでは、過去に機構が設立支援したインドネシア大学病院及びその横展開としてハサ

ヌディン大学病院を対象に、ICUの機能や医療ICTの強化支援を目的に「新型コロナウイルス感染

症流行下における遠隔技術を活用した集中治療能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

のR/Dに署名した。PPP事業として進めている「レゴックナンカ廃棄物発電事業」のトランズアク

ション・アドバイザリー業務の支援を、機構は国際金融公社（IFC）及び環境省と連携して実施し

た。「インパクト投資のための技術協力ファシリティ、エコシステム形成に係る基礎情報収集・確

認調査（LEAF）」、「途上国における企業との連携強化に係る情報収集・確認調査」（Project NINJA

の一環として実施）等を通じて、スタートアップ企業を支援した。 

 ベトナムでは、情報通信省（MIC）情報セキュリティ局を対象に、「サイバーセキュリティに関す

る能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を実施した。同プロジェクトでは、MIC職員

への研修、機材供与及び子ども向け教材による注意喚起・啓発活動を通じ、サイバーセキュリテ

ィ対策に係る能力向上へ貢献している。 

 インドネシアでは、政府のSDGs実施体制の強化を支援するため、「持続可能な開発目標（SDGs）

実施体制強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じ同国政府によるSDGs指標の設定や、

SDGs実施のための行動計画の策定、さらにSDGsのモニタリング・評価や国内の関係機関とのナ

レッジ共有等に取り組んだ。 

 マレーシアでは、東京栄養サミットで機構の国別研修「LEP2.0食生活関連疾患予防のための食育

アプローチ」で日本の食育について学んだ成果を踏まえ、マレーシア保健省が未就学児向けの給

食導入に向けたHealthy Central Kitchen（給食室/給食センター）の設立を検討していることがマレ

ーシア政府のコミットメントとして表明された。また、同サミット公式サイドイベント及び
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ASEAN Health Cluster1で2022年度以降にマレーシア保健省が機構と協力してASEAN向け給食ガ

イドラインの策定を進めることが表明された。マレーシア保健省と機構で制作した動画「マレー

シアでの食育活動」も公開された。 

 

 スポーツと開発： 

 ラオスでは、東京オリンピック・パラリンピックに出場したラオス代表選手5名全員が、海外協力

隊及び草の根技術協力を通じて技術指導を受けた。また、来日したラオス・オリンピック・パラリ

ンピック委員会会長から機構理事長に協力に対する謝意表明があった。「チャオアヌウォンスタジ

アム改修計画」（無償資金協力）の案件形成を進めた。 

 フィリピンでは、機構と読売巨人軍との共催でミンダナオの青少年育成を目的とした野球教室と

食育・栄養啓発プログラムを2022年1月にオンラインにて実施した。 

 

 他援助機関との連携強化： 

 インドネシアでは、円借款「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款」や「災害に対す

る強靭化促進・管理プログラム・ローン（第三期）」において、ADB、KfW、韓国輸出入銀行（EIBK）、

AFDとの協調融資を前提に、合同で政策マトリクスのモニタリング及び審査を実施した。また、海

洋水産省が計画する地方漁港整備をAFDと連携して実施する想定であり、随時情報共有・意見交換

を実施している。 

 マレーシアでは、「新型コロナウイルス対策ワクチン流通体制強化計画」（技術協力プロジェクト）

で調達した次世代型シーケンサーについて、WHOと連携してマレーシア関係機関の分析能力強化

を実施することを検討しており、情報共有・意見交換を実施している。 

 フィリピンでは、円借款「南北通勤鉄道延伸事業（第二期）」で、ADBとの協調融資を実施した。ま

た、「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款（フェーズ2）」について、ADBのCARESと

の協調融資とする旨協議を進めた。 

 カンボジアでは、「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款（フェーズ2）」（円借款）（供与

額200億円）を世銀との協調融資でLAに調印した（2022年1月）。世銀の政策マトリクスを一部活用

したことに加え、保健分野の機構独自の政策アクションを策定した。 

 メコン域内の連結性に係る「ハノイ・ビエンチャン高速道路」の整備についてADBと協議の上、ADB

による産業活性化・投資促進調査を開始した。 

 

 外国人材の受入環境整備： 

 ベトナムでは「ベトナム人海外労働希望者と送出機関に関する情報収集・確認調査」を実施し、ベ

トナムでの海外労働派遣の現状及び海外労働希望者が送出機関を通じて海外に派遣されるまでの

実態について情報収集の上、今後の当該分野における機構支援案を検討した。また、農業農村開発

省から農業従事者の能力強化・研修実施を担う機関として正式承認されているベトナム国立農業大

学（VNUA：Vietnam National University of Agriculture）に、個別専門家「農業人材開発アドバイザ

ー」を派遣した。同専門家が行う技能実習制度等を活用したベトナムの若手人材育成支援は、日本

政府が推進する外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に資するものであり、ベトナム人農

業実習生の日本への派遣及び帰国後の経験活用に効果的である。 

 インドネシアでは、「官民協力による農産物流通システム改善プロジェクトフェーズ2」（技術協力
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プロジェクト）で、日本へ出発する前の技能実習生を対象として補完研修を行う。 

 ラオスでは、機構が香川県のファーマーズ協同組合と契約を締結し（2021年8月）、2019年10月に締

結した覚書「持続可能な農業開発にかかるシェンクワン－香川－JICA連携プロジェクト」の取組を

継続した。 

 フィリピンでは、「園芸作物におけるフードバリューチェーン改善プロジェクト」を開始した。プ

ロジェクトサイトで対象となる農家グループに、日本から帰国した人材を積極的に対象に含めるほ

か、外国人材派遣制度を通じた人材交流や、JA、農業高校、JICA海外協力隊等との連携による技術

交流を促進していく。 

 

④ 事業上の課題及び対応方針 

東南アジアでは、2021年4月以降に徐々に専門家等の渡航再開を進めていたが、変異株出現による感

染の再拡大や各国の水際対策強化の影響により2021年12月以降に渡航再開のペースが鈍化したため、オ

ンラインによる対応を継続した。2022年3月以降は、ワクチン接種の普及による感染のピークアウトや

水際対策の緩和が進みつつあるため、渡航再開を引き続き促進する。また、新型コロナウイルスの感染

拡大に加え、商品価格の上昇、インフレ等の影響により多くの国で経済成長が鈍化することが予想され

るため、マクロ経済状況及び雇用・失業やそれに付随する社会状況等に注視しつつ、各国の開発ニーズ

を踏まえた協力を引き続き実施する。 

 

（2）大洋州 

大洋州地域は、自然災害や気候変動への脆弱性、生活様式の近代化に伴う廃棄物処理などの環境問題

や非感染症疾患の顕在化、複雑化する海洋問題等の課題を抱えている。さらに、新型コロナウイルスの

世界的流行に伴う国境閉鎖の影響は、大洋州島しょ国の経済に大打撃を与えたほか、各国保健システム

の脆弱性が改めて認識されるようになった。このような課題に対し、大洋州地域各国との首脳級会合「第

9回太平洋・島サミット（PALM9）」での日本の支援方針を踏まえ、機構は、①新型コロナウイルスへの

対応強化として保健医療機材等を供与するとともに、保健医療体制強化及び経済対策としての緊急財政

支援、②太平洋島しょ国にとって重要な海上安全、海上法執行能力、海洋環境保護（G20大阪サミット

でも大きく取り上げられた海洋プラスチックを含む廃棄物処理対策等）、漁業資源管理等、③太平洋島

しょ国が大きく影響を受けている気候変動に対する緩和と適応の両面からの対策、④質の高いインフラ

を基とした基幹インフラの整備や連結性の強化に取り組むとともに、貿易・投資や観光分野に係る支援、

⑤「SDGsグローバルリーダー」の拡充等の支援に取り組んだ。 

 

① 日本政府の政策及び地域別公約への貢献 

 PALM8における主な協力・支援策：第8回太平洋・島サミット（PALM8：The Eighth Pacific Islands 

Leaders Meeting）の公約（3年間（2018～2020年）で、日本全体で5,000人以上の人材育成・交流）に

関し、機構はその3分の2以上を占める総計3,358人の人材育成及び437人の人的交流を実施した。 

② 重点領域への支援 

ア）海洋インフラ、海上安全、海上法執行能力、漁業資源管理等 

 ミクロネシアに対して、海上物流を改善するため、首都に位置するポンペイ港を拡張するための調

査を実施した。さらに国際的に不足する質の高い海事人材育成のために、海事訓練学校への協力を

開始した。また、これまでの資金協力によって整備された船舶が効率的かつ持続的に維持管理され
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るよう、各国の船舶関係者の能力向上を支援すべく、広域のアドバイザーを派遣した。 

 ツバルでは、過去に日本が供与した漁業支援船が漁業の技術・運営指導に用いられていたほか、住

民の疾病などの緊急を要する際の重要なライフラインとしても利用されてきた。しかしながら、老

朽化が進み安全性にも問題を抱えていたため、代替船として貨客輸送にも対応した離島開発用多目

的船を供与した。また、運営維持管理指導をオンラインで実施した。 

 パラオでは、老朽化が進むミナト橋及びコーズウェイの現況を確認し、今後の支援を検討する橋梁

セクター情報収集・確認調査を実施した。漁業資源管理については、大洋州における人材育成プラ

ットフォームの構築のために、広域の技術協力『太平洋島嶼国のSDG14「海の豊かさを守ろう」プ

ロジェクト』を開始し、日本政府からの拠出金によりプロジェクトを実施するFAOとの連携にも取

り組んだ。大洋州各国を対象として違法・無報告・無規制漁業の抑止に係る研修をオンラインで実

施した。 

 バヌアツに対する技術協力「豊かな前浜プロジェクトフェーズ3」では、地域機関であるメラネシア

ン・スピアヘッドグループと覚書を締結し、プロジェクト成果の域内展開に取り組むとともに、コ

ロナ禍及びサイクロンの被害からの復旧指導を実施した。 

 ソロモンでは安全性を高め海上連結性の改善に寄与する「国際港電子海図策定支援プロジェクト」

開始をした。 

 海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を2050年までにゼロにまで削減することを世界的に目

指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の達成、アジア太平洋3R・循環経済推進フォーラム等

を通じた、日本の廃棄物管理処理及びリサイクルに関する技術協力「大洋州地域廃棄物管理改善支

援プロジェクトフェーズ2」を大洋州9か国に対して実施した。 

 

イ）気候変動対策、環境問題等の脆弱性の克服や緩和への対応 

 自然災害に極めて脆弱な太平洋島嶼国への気候変動対策として、サモアに本部を構える太平洋地域

環境計画事務局に対し、「気候変動に対する強靭性向上のための大洋州人材能力向上プロジェクト」

（技術協力プロジェクト）を実施した。無償資金協力により建設された太平洋気候変動センターを

拠点として、太平洋島嶼国の行政官を対象に気候変動分野（適応・緩和、資金アクセスへの向上）

の研修等を行った。 

 フィジーでは、「防災の主流化促進プロジェクト」（技術協力プロジェクト）で国家災害管理局の防

災活動の実施能力の強化等を、「大洋州広域防災アドバイザー」（個別専門家）は、拠点国フィジー

を中心とする大洋州各国の政府関係機関の防災能力強化等を実施した。 

 再生可能エネルギーを積極的に導入する方針を定めている太平洋島嶼国の取組を後押しするため、

フィジーを拠点にキリバス、ツバル、マーシャル、ミクロネシアを対象に、「大洋州地域ハイブリッ

ド発電施設導入プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通じて太陽光や水力等による発電とデ

ィーゼル発電の最適運用に関する能力強化を支援した。 

 パプアニューギニアでは、緩和の観点からも気候変動対策を行うため、「森林伐採モニタリングシ

ステム改善を通じた商業伐採による森林劣化に由来する排出削減プロジェクト」（技術協力プロジ

ェクト）を開始した。また、「生物多様性保全のためのPNG保護区政策強化プロジェクト」を通して、

陸域における保護区管理及び設立のモデルが構築された。 

 パラオでは、安定的で効率的な電力の供給を図る無償資金協力「送電網整備計画」の調査を開始し、

「気候変動への強靭性強化のための沿岸生態系管理能力向上」（技術協力プロジェクト）を開始し
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た。 

 大洋州広域（大洋州各国の気候変動に対する強じん性向上）、トンガ（電力集中管理システム）バヌ

アツ（水力発電施設）に係る案件形成を進めた。 

 

ウ）自立的かつ持続可能な発展に向けたインフラ整備及び貿易投資や観光分野の支援 

 パラオでは、同国初の官民連携（PPP）インフラ事業であり、機構として大洋州地域初の海外投融

資「国際空港ターミナル拡張・運営事業」を実施した。本事業は、双日㈱、日本空港ビルデング㈱

の両社にとって海外での空港運営事業への初めての参画となり、日本のインフラ輸出戦略を後押し

するものである。また、上水分野で無収水削減に係る技術協力プロジェクトを開始した。 

 ソロモンでは、同国の玄関口であり国内の離島を結ぶハブ空港であるホニアラ国際空港の改修・整

備を行う無償資金協力「ホニアラ空港改善事業」を実施した。 

 サモアでは、「沖縄連携による水道公社能力強化（フェーズ2）」に係る技術協力を実施した。 

 マーシャル（アマタ・カブア国際空港ターミナル改修）、フィジー（ナンディ洪水対策、タマブア・

イ・ワイ橋架け替え、西部地区汚水処理マスタープラン策定）の案件形成を実施した。また、パラ

オを主として大洋州広域で観光分野に係る基礎情報収集・確認調査を実施した。 

 

エ）人材育成、人的交流の活性化への支援 

 長期研修「SDGsグローバルリーダー」に31名の留学生を受け入れ、そのうち初めて学部生2名受け

入れた。研修員は、在学中に政府関係機関のみならず、民間企業等でもインターンシップを実施し

ており、研修員及び受入れ機関の双方の学びにつながった。また、SDGsグローバルリーダー（大洋

州）広報媒体（パンフレット・映像）を制作した。 

 フィジーを中心に、南太平洋大学遠隔教育システム及び通信網に係る情報収集・確認調査を実施し

た。 

 

③ その他の戦略的な取組及び成果 

人間の安全保障の実現に向けた取組強化（JICA世界保健医療イニシアティブの推進） 

 フィジーでは新型コロナウイルスの影響による保健医療体制強化及び経済財政対策として、「新型

コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款（フェーズ2）」を実施した。 

 集中治療設備（ICU）に必要な医療機器等の整備を行い、現地医師や看護師への研修・助言・指導

を遠隔ネットワークの構築を通じ実施することによって、現場での患者治療の対応能力向上に資す

る技術協力をトンガ及びパラオで実施した。 

 大洋州広域で、世界保健機関（西太平洋地域事務局）や大洋州共同体等とも連携した各国の保健シ

ステムの強じん化を図るために技術協力「強靭な保健システム構築のための連携強化プロジェクト」

を開始した。 

 太平洋島しょ国の母子保健及び地域保健の現状と課題分析に関する情報収集確認調査を実施した。

また、ソロモンでは、既存キルフィ病院の移転・新設による保健医療サービスの改善・向上を図る

無償資金協力「キルフィ病院建設計画」の案件形成を進めた。 

 

 

援助協調： 
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 パプアニューギニアでは、2018年11月APEC首脳会議開催時に合意された「電化パートナーシップ

共同声明」（日・オーストラリア・米・ニュージーランド・パプアニューギニア）に貢献するべく、

機構は電化率向上・電力供給の信頼度向上に資する「ラム系統送電網改修事業」（円借款）を実施し

た。さらに、「電力系統計画・運用能力向上プロジェクト」の案件の開始に向けて準備を行った。 

 大洋州広域では、WCOと連携した「税関能力強化（第三国研修）」を開始した。 

 サモアでは無償資金協力で整備した太平洋気候変動センターにおいて、機構は技術協力による地域

研修の実施、ニュージーランドは同センタースタッフの人件費を支援した。 

 ADB・世銀・オーストラリア・ニュージーランドとの協調融資に資するフィジー向け「新型コロナ

ウイルス感染症危機対応緊急支援借款（フェーズ2）」を実施した。 

 

トンガにおける火山噴火・津波による被害への対応： 
トンガでの火山噴火・津波被害への迅速な対応：2022年1月15日の火山噴火後、日本政府（外務省）は機構の

緊急援助物資の供与と同物資輸送等のための国際緊急援助隊としての自衛隊部隊の派遣を決定し、機構は自

衛隊と連携することによって自衛隊の航空機、輸送艦を使用し、現地で求められている水、食料、火山灰除

去用具、高圧洗浄機等を、発生から7日目の1月22日以降、5回にわたってトンガ政府に届けた。また、早期復

旧に向け、環境分野やエネルギー分野等で実施中の技術協力事業でトンガ政府関係機関と協議を実施した。

また中長期の復興に対しても、シームレスな協力を実施できるよう必要な検討事項を洗い出し、「より良い復

興」（BBB）を可能とする提言の取りまとめを進めた。 

 

日本の経験・知見の活用： 

 太平洋島しょ国と地理的・気候的に類似点の多い沖縄の経験や技術をいかし、再生可能エネルギー

導入、水産業多様化と資源の持続的利用、沿岸・海洋生態系保全等の研修を実施した。 

 2018年に設立された「太平洋島嶼国・日本地方自治体ネットワーク」を活用し、大洋州における保

健医療分野におけるセミナーを開催した。 

 パプアニューギニア大学における日本の開発経験の講義や関連イベント（「JICAチェア」）を実施し

た。 

 

④ 事業上の課題及び対応方針 
太平洋諸国は、狭小性、隔絶性、遠隔性といった、島しょ国特有の課題・脆弱性を抱え、広大な排他的経

済水域（EEZ）の管理・モニタリング、水産資源管理、気候変動による海面上昇や自然災害に強いインフラの

整備、保健医療体制の強化、強じんで安定的な成長に必要な財政基盤の強化や産業の多角化などへの対応が

喫緊の課題となっている。特に、新型コロナウイルスの世界的流行以降、太平洋島しょ国地域は厳格な水際

対策等を通じて、感染の拡大を最小限に抑えているものの、観光業をはじめとする主産業への影響は大きく、

経済的に深刻なダメージを受けている。第9回太平洋・島サミット（PALM9）にて五つの重点分野が協力の指

針として示されているほか、太平洋島しょ国地域は日本の安全保障にとって地政学的に重要な地域であり、

「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の実現に資する協力が重要となっている。これら方針を踏まえ、他

の開発パートナー等とも連携しつつ、島しょ国特有の開発課題に対する協力の推進に努めていく。 

 

 

 

 
  No.5-2 南アジア  
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南アジア地域は、若年層の割合が多い人口構成や莫大な消費市場を背景として、今後、世界の経済成

長の中心となる潜在力を有している。一方、同地域はサブサハラ・アフリカ地域に次ぐ貧困人口を有し

格差も大きく、自然災害にも脆弱である。さらに、2020年度から続くコロナ禍の影響により、各国のマ

クロ経済や保健システム、社会・経済インフラの脆弱性も露わになり、社会・治安情勢も流動的となっ

ている。これら課題に対して、「強靭な社会システムの構築」に向け、「人間の安全保障」及び「質の高

い経済成長」を柱とし、「JICA世界保健医療イニシアティブ」を念頭においた保健システムの強化を含

む地球規模課題への対応や基礎生活分野の改善、G20及び日本政府が推進する質の高いインフラ協力を

踏まえたインフラ整備や投資環境整備を含む産業競争力強化、域内及び他地域との連結性強化、平和と

安定及び安全の確保等を重点領域として支援した。 

 

① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献 

 「自由で開かれたインド太平洋」及び「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」：インドと

はほぼ毎年首脳会談が開催され、強固な二国間関係を構築してきている。10月に岸田総理が就任4

日後にモディ首相と電話会談を行ったことに加え、2022年3月には、岸田総理の初の二国間訪問先

としてインドで日印首脳会談が実施され、「日印特別戦略的グローバル・パートナーシップ」を更に

前進させるとともに、2014年に発表した約3.5兆円の対印投資が達成されたことをうけ、今後5年間

で5兆円規模の投資を実現すると表明した。これら政府方針に沿って、2021年度は約3,123億円の新

規円借款を承諾し、インドの社会経済発展と日印両国の関係深化に貢献した。日本の最新技術を駆

使し、省エネや優れたデザインを適用して建設された「ヴァラナシ国際協力・コンベンションセン

ター建設事業」（無償資金協力）が完工し、ヒンドゥー教の聖地であるヴァラナシで日印友好の証と

して、文化交流、学術会議等に活用され、国内外の人的・文化的交流の促進、観光分野の振興に貢

献するものとなった。日本とインドの最重要案件である「ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建

設事業」（円借款）は、2021年度までに総延長508kmの過半について土木工事等を着工した。また、

新幹線技術の中核をなす電気システムの知見・経験のないインド側実施機関を支援するため、その

代理・代行及び詳細設計を有償勘定技術支援により開始した。加えて、同事業におけるBIM（Building 

Information Modeling/Management）の活用事例を踏まえ、①ODA事業におけるBIMの導入計画案の策

定、②ODA事業へのBIMの活用に当たってのハンドブック（案）の作成等を実施した。 

 「日バングラデシュ包括的パートナーシップ」及び「ベンガル湾産業成長地帯（BIG-B）構想」：バ

ングラデシュに対して2021年度は、第42次円借款として同国向けとして過去最高であった2020年度

に次ぐ規模となる4案件合計約3,106億円の新規円借款の供与を実現し、同国の社会経済の安定及び

持続的開発の促進に大きく貢献した。 

 「日スリランカ包括的パートナーシップ」：インド洋の地政学上の重要拠点であるスリランカとは、

2015年両国首脳により表明された共同宣言において、①投資・貿易の一層の促進、②国家開発計画

に係る具体的協力の促進、③国民和解・平和構築に係る具体的協力の促進に言及しており、それぞ

れに基づく各種支援を進めた。例えば、③国民和解・平和構築に関しては、紛争・災害影響地域に

おける貧困女性のエンパワメント推進アドバイザー（個別専門家）を派遣した。さらに、自由で開

かれた海洋の秩序構築に向けて、海上保安に関連した技術協力（油防除指導の専門家派遣）を実施

した。 

 ネパールへの6年ぶりの新規円借款供与：日本が「自由で開かれたインド太平洋」を実現する上で地
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政学的にも重要であり、伝統的親日国であるネパールで、「経済成長・強靭化政策借款」（円借款）

のL/Aを調印した。同円借款は、ネパール向けとして6年ぶりの円借款である。 

 

② 重点領域への支援 

ア）経済基盤の構築、連結性の向上 

 土木学会技術賞の受賞：インドでは「デリーメトロ都市鉄道建設プロジェクト（フェーズ1・2・3）」

（円借款）により首都デリー及びその近郊に、総延長約350kmの都市鉄道網（地下及び高架）が整

備された。プロジェクトの実施を通じて工事現場で働く人々に安全性や効率性（工期）の意識を浸

透させ、開業後は、安全・定時運行により、住民に安全・適時・快適な交通手段を提供している。

乗客による整列乗車、女性専用車両導入による女性の社会進出の拡大など、人々の行動様式や思想

にまで変革をもたらした「質の高いインフラ整備事業」として高く評価され、2021年6月に土木学会

技術賞（IIグループ）を受賞した。 

 インド向け新規円借款案件として、ヒトや貨物の大量輸送システム構築による基幹インフラの整備

を支援する「貨物専用鉄道建設事業（フェーズ2）（第三期）」や「チェンナイ地下鉄建設事業（フェ

ーズ2）（第二期）」を形成し、L/Aを調印した。また、北東州道路網連結性改善事業（フェーズ6）」

（円借款）の形成・L/A調印を通じ、インド東西回廊の終着点であるシルチャーからトリプラ州南

端のサブルームを経由し、バングラデシュに連なる回廊の連結性を強化し、バングラデシュ国内で

の円借款支援と合わせて、インドとバングラデシュの連結性向上に貢献した。 

 スリランカでは、11月に「ケラニ河新橋建設事業」（円借款）が完成した。バンダラナイケ国際空港

や南アジアにおける重要なターミナル港であるコロンボ港とコロンボ市内を結ぶ交通の要衝にあ

り、慢性的な渋滞が大きく改善されることとなる。加えて、スリランカ初導入の日本の技術や環境

社会配慮、施工安全等のプロジェクトマネジメントの知見も移転された。開通にあたり実施機関と

機構とでプレスリリースや記者会見などの広報に努め、スリランカ国内で大々的な報道がなされ、

高い評価を得た。同月には「バンダラナイケ国際空港改善事業フェーズ2（1）（2）」（円借款）にお

ける駐機場、誘導路の拡張工事が竣工し、駐機スペースは25から48に増加した。コロナ禍で落ち込

んだ同国基幹産業である観光業の回復を後押しすることが期待される。スリランカへの旅行者ほぼ

全てがこれら2事業で整備した施設を利用することになるため、目に見える協力として極めて効果

的である。また、「キャンディ市下水道整備事業」（円借款）では、スリランカ初導入の日本の先進

技術（プロペラ型OD（オキシデーションディッチシステム）法）が採用された。 

 バングラデシュでは、「ダッカ都市交通整備事業（1号線）（第二期）」、「ダッカ都市交通整備事業（第

五期）」（いずれも円借款）のL/Aを調印した。後者は、都市高速鉄道（MRT）の中で最も先行して

整備が進む6号線に対する協力の最終期に当たり、日本バングラデシュ国交50周年に当たる2022年

12月の部分開通に向け、9月から試運転が行われている。また、「MRT6号線安全マネジメントシス

テム構築支援プロジェクト」（有償勘定技術支援）を通じた安全体制の構築支援や、「ダッカ市都市

交通料金システム統合のためのクリアリングハウス設立プロジェクトフェーズ2」（有償勘定技術支

援）を通じたダッカ市内公共交通の料金システムの統合支援を行っており、都市交通の渋滞緩和、

利便性向上に大きく貢献している。5月からは「MRT沿線の公共交通指向型開発のための政策策定

支援プロジェクト」（有償勘定技術支援）を開始し、MRT沿線及び駅周辺の都市開発のガイドライ

ンづくりも支援している。インフラ整備に合わせてソフト面の支援を適時に行うことで開発効果の

最大化を図り、世界一人口密度が高いダッカにおいて公共交通網の整備及び公共交通機関に基盤を
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置いた都市開発を主導している。また、「外国直接投資促進事業」（円借款）にて整備を支援してい

るダッカ近郊のアライハザール地区の経済特区で特区内の分譲が開始された。同経済特区では、円

借款によるテナント企業への資金調達支援（ツーステップローン）、バングラデシュ政府出資分の

エクイティ・バック・ファイナンス及び周辺インフラ整備支援を実施しているほか、技術協力によ

りワンストップサービスセンターの設立、運営支援を行い、投資環境の改善も支援している。スキ

ームを組み合わせて競争力の高いビジネス環境の整備を推進しており、現地のみならず日本企業か

らの期待も大きい。 

 

イ）平和と安定、基礎的行政サービスの向上 

 パキスタンでは、アフガニスタンと国境を接するハイバル・パフトゥンハー州の新併合地域（旧連

邦直轄部族地域）の地方行政サービスの改善のため「パキスタン北西部国境周辺地域における情報

収集・確認調査」を実施した。同調査結果を踏まえアフガニスタンとの国境地域の行政サービスの

改善、行政官の能力向上を行うとともに、アフガニスタンからの難民を受け入れるホストコミュニ

ティ向け支援等を行う「ハイバル・パフトゥンハー州新併合地域の地方行政官能力強化プロジェク

ト」（技術協力プロジェクト）を形成した。 

 スリランカでは、司法人材育成、薬物対策に携わるスリランカ政府人材の育成に過年度から継続的

に取り組んでいる。さらに、「紛争・災害影響地域における貧困女性のエンパワメント推進アドバイ

ザー」（個別専門家）を通じ、女性の自助組織への適切な行政支援の在り方について女性省職員の能

力向上を行うとともに、この成果を一層拡大するための新たな技術協力プロジェクトを形成した。

また、エネルギー安全保障・経済性・環境のバランスを重視する2040年を目標年とする「電力マス

タープラン」の実現に向け、再生可能エネルギーの出力変動予測と抑制・管理、配電部門の信頼度

の向上など再生可能エネルギー導入量増加に向けた関係機関の能力強化を開始した。 

 モルディブでは、コロナ禍による観光客数の減少に伴う急激な財政赤字とマイナス成長に苦しんだ

2020年の経済状況から速やかかつ着実に回復するために、「マクロ経済・財政政策アドバイザー」

（個別専門家）がマクロ経済の実践的分析手法の指導、根拠に基づく財政戦略・政策の立案につい

て財務大臣をはじめとするモルディブ財務省に助言を行った。また、2020年度に引き続き、国際社

会と連携し、債務支払猶予イニシアティブ（DSSI）による債務支払を一時的に猶予した。 

 バングラデシュでは、ミャンマー・ラカイン州からの避難民を受け入れるホストコミュニティ向け

支援として、「ベンガル湾沿岸地域漁村振興プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dを締結

した。ホストコミュニティの住民の多くを占める漁業従事者の生計向上と安定した生活の確保に寄

与すべく、養殖、加工、漁業資源管理技術や地域内の水産物バリューチェーンの改善、漁業以外の

収入機会の創出等を行う。また、「郡自治体機能強化プロジェクト」（有償勘定技術支援）の活動の

一環として、ホストコミュニティにおいてコロナ禍で増加する女性・女児への暴力（GVB）の現状

調査を行い、その結果を踏まえてワークショップを9月に2回開催した。国際機関やNGOとも連携し、

郡の「女性・児童暴力防止委員会」を対象に、GBV防止に係る法規制への理解促進及びGBV撲滅に

向けた活動方針に係る協議等を実施した。さらに、バングラデシュの行政単位「中核都市」の自治

機能強化を図る「都市機能強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dを締結した。同案件

は、中核都市、地方都市、郡といった各自治レベルにおいて、円借款による基礎インフラ整備と技

術協力によるガバナンス能力強化を連携させて支援してきた経験を踏まえて案件形成されたもの

である。 
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ウ）基礎生活分野の改善 

農業・農村開発： 

 故・中村哲医師と連携して支援したコミュニティ灌漑のノウハウ展開：アフガニスタンでは、ペシ

ャワール会の故・中村哲医師と連携して支援したコミュニティ灌漑のノウハウ等を他地域に展開す

るためのガイドラインを作成した。このガイドラインを通じて、現地に根ざした手法による灌漑整

備の展開、農村地域の食料の安定的な確保及び生計向上が期待される。また、タジキスタン－アフ

ガニスタン国境地域において、2018～2021年にかけてUNDPと連携し「第二次タジキスタン－アフ

ガニスタン国境地域生活改善計画（UNDP連携）」（無償資金協力）を実施し、その効果を更に拡大

するフェーズ3も実施中である。アフガニスタンでは2021年8月15日以降、人道・経済危機の深刻化、

特に貧困層や権利・活動が制約されている女性の生計維持が懸念されているが、本事業により北部

国境の貧困地域において、女性の就労支援を行い、現情勢下で困難に直面するアフガニスタンの

人々の生活改善支援を継続した。 

 インドでは、園芸作物の生産支援、サプライチェーン構築支援及び州政府の組織体制強化を行う「ウ

ッタラカンド州統合的園芸農業開発計画」（円借款）のL/Aに調印した。リンゴやモモなどの温帯果

樹やトマトやジャガイモなどの野菜といった園芸作物の生産性・付加価値を高めて、地場市場やデ

リー等の大消費地の市場で収益性の高い販売促進に取り組み、ウッタラカンド州産園芸作物の販売

促進及び対象農家の所得向上を支援するものである。 

 ネパールでは、コメの生産性向上のためにイネ種子の生産・供給・品質管理のシステム強化を目的

とした「種子生産・供給・品質管理システム強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dを

締結した。 

 パキスタンでは、2020年に引き続き「バロチスタン農業普及員能力向上プロジェクト」（技術協力プ

ロジェクト）を実施し、FAOと連携して、サバクトビバッタの被害地域の小規模農家の食料安全保

障と栄養状況の底上げに取り組むとともに、サバクトビバッタ監視・防除能力の強化を支援した。 

 スリランカでは、北部地域における農業生産性の向上及び気候変動への適応力強化のための教育・

研究基盤を強化する「ジャフナ大学農学部による乾燥地域農業の教育・研究能力向上プロジェクト」

（技術協力プロジェクト）の実施について合意した。 

 バングラデシュでは、2021年4月に「農産物加工産業開発政策策定アドバイザー」（個別専門家）を

派遣し、同年5月に「食品安全庁査察・規制・調整機能強化プロジェクト」及び「マルチステークホ

ルダー連携による小規模園芸農家のための市場志向型農業振興プロジェクト」（いずれも技術協力

プロジェクト）を相次いで開始した。2020年度にL/Aに調印し、活動が本格化した「フードバリュー

チェーン強化事業」（円借款）と併せて同国の農業及びフードバリューチェーンの強化を包括的に

支援し、農業・食品加工関連産業の発展により、縫製業に偏る同国の産業多角化に寄与するなど、

より高い開発効果の発現が期待される。 

 

上下水道整備： 

 インドでは、急速な開発が進み人口増加が見込まれるベンガルール都市圏の上下水道施設を整備す

るために「ベンガルール上下水道整備計画（フェーズ3）（第二期）」（円借款）のL/Aに調印し、今

後、急増する水需要に対応する安定的な上下水道サービスの提供に貢献することが期待されている。 

 パキスタンでは、給水率・無収水率に課題のあるパンジャブ州第二の都市ファイサラバード市にお
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いて、給水サービスの経営財政面の改善を支援する「ファイサラバード水道事業経営改善プロジェ

クト」（技術協力）のR/Dを締結した。 

 ネパールでは、水質の改善及び安定した給水の実現のために、第一州の州都ビラトナガル市の上水

道施設の更新及び拡張を行う「ビラトナガル上水道改善計画」（無償資金協力）のG/Aを締結すると

ともに、中核都市の給水事業を運営するネパール水道公社の維持管理能力や料金徴収能力の改善を

図る「ネパール水道公社水道事業能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dを締結し

た。加えて、ラムサール条約の保護対象地に登録されているフェワ湖を有するポカラ市において、

衛生環境及び水環境の改善のための「ポカラ市汚水管理マスタープラン策定プロジェクト」（技術

協力プロジェクト）のR/Dを締結した。 

 

教育： 

 アフガニスタンでは、2020年から「学校における水・衛生環境改善計画（UNICEF連携）」を実施し

38校の学校の衛生施設整備と学校やコミュニティの衛生教育を行った。8月15日以降の情勢下でも

継続実施し、教育機会の確保と感染症予防に貢献した。 

 パキスタンでは、人的資本（Human Capital）形成に向け、学齢期児童（5～16歳）の約44％が不就学

という課題を改善するため、2020年度から引き続き公教育・ノンフォーマル教育の両面から支援を

行った。公教育では中途退学を予防するために教育の質の向上事業（「学校活動と住民参加を通じ

たジェンダーに配慮した就学継続プロジェクト（GRACE）」（技術協力プロジェクト））を開始した。

ノンフォーマル教育では、公教育への入学年齢を超えた不就学児童・非識字者を対象とした速習型

の代替教育制度の全国展開を進める事業（「オルタナティブ教育推進プロジェクト（AQAL）・フェ

ーズ2」（技術協力プロジェクト））を継続して実施した。4月～12月の間に、新たに1,282校のノンフ

ォーマル教育センターが開設され、約2万5,000人の新規学習者が本事業で開発した教材を使用して

学んでいる80。 

 バングラデシュでは、10月に「第四次初等教育開発計画」（無償資金協力）の第3年次分のG/Aを締

結した。コロナ禍で甚大な影響を受けている初等教育分野に対し、世銀、ADB、UNICEF等他ドナ

ーとともに教育の質の改善に包括的にアプローチするプログラムであり、同国政府からも高く評価

されている。実施中の「小学校理数科教育強化プロジェクトフェーズ3」（技術協力プロジェクト）

の成果を本計画の中でスケールアップして実施する等、効果的な連携を図っている。 

 

金融包摂・生計向上： 

 パキスタンでは、人的資本（Human Capital）形成に向けた活動の一環として2020年度から継続して

「シンド州におけるインフォーマルセクターの女性家内労働者の生計向上及び生活改善支援プロ

ジェクト」（技術協力プロジェクト）を実施し、オンラインで収入向上研修を行い、女性の生計向上

活動への男性家族の参画促進、デジタルを活用した普及活動の効率化を進めた。 

 

人材育成： 

 アフガニスタンでは、「未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト」を通じ94名が本邦大学院での

学位取得を通じた能力向上のために来日中である。うち60名は、2021年8月以降の情勢により通常

 
80  2021年4月～12月までに、ノンフォーマル教育マネジメント情報システム（NFEMIS）に登録された数値 
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の手続が困難な中で来日を支援・実現させた。今後の現地情勢は不透明であるが、日本で関連知識・

技術等を習得するこれらの人材は、将来的に同国において各分野の開発を牽引する国づくりの中核

人材となることが期待される。 

 バングラデシュでは、「行政運営研究・人材育成施設整備計画」（無償資金協力）のG/Aを締結した。

人事省所管の高等教育・研究機関である行政運営研究所（BIGM）の施設整備を支援し、公共セクタ

ーと民間セクターの連携促進に寄与することが期待されている。BIGMの組織ビジョンを明確にし、

組織内に定着させるための「BIGMアドバイザー」を派遣するとともに、後述する「SDGsグローバ

ルリーダー」コースを活用してBIGM職員を日本での長期研修に派遣しており、本事業で支援する

施設とともにソフト・ハードの両面から高度人材育成を包括的に支援する体制を整えた。 

 南アジア地域全体では、行政を担う人材育成を行う「人材育成奨学計画（JDS）」（無償資金協力）に

おいて初の受入れとなるモルディブを含め6か国から77名、「SDGsグローバルリーダー」コースを活

用して3名を受け入れ、在外拠点も含めた交流プログラムを計画し、ネットワークを強化した。さら

には、各国において日本の開発経験を学ぶ機会を広めるべく、ブータン、パキスタン、スリランカ、

バングラデシュでJICAチェアを開催し、モルディブでもJICAチェア本格開催に向けた導入セミナー

を開催するなど、南アジア地域内の親日・知日派グループの形成に貢献している。 

 

エ）地球規模課題への対応 

新型コロナ対応： 

 インドへの緊急援助物資供与（新型コロナ対応）：南アジア地域では、各国ごとの喫緊のニーズに応

えるべく迅速な案件形成や既往案件内での対応を行った。インドでは5月に緊急援助物資供与によ

り、酸素濃縮器300台を供与した。4月時点で、インド国内の1日当たりの新型コロナウイルス新規感

染者数が36万人に達し、医療用酸素不足が深刻化する中で、4月下旬にインド政府からの緊急支援

要請を受け、迅速な調達・空輸により5月上旬に供与した。タミル・ナド州やケララ州などの病院の

コロナ対応病床で活用され、インドの新型コロナウイルス感染の緩和・収束に貢献した。 

 ネパールでは、「経済成長・強靭化政策借款」（円借款）を通じて、新型コロナウイルス感染症の流

行拡大で顕在化した経済・財政における構造的脆弱性及び貧困層・脆弱層の保護等の課題に対し、

財政支援を行った。本事業は世銀との協調融資であり、国際社会としての共同歩調を確保するべく

調整を緊密に行った。 

 バングラデシュでは、「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款（フェーズ2）」のL/Aを

調印した。強じんな保健システムの実現に向けて、機構独自の政策マトリクスを策定し、財政支援

を通じて、バングラデシュ政府が実施する保健セクターにおける新型コロナ対策、UHC達成に向け

た保健医療サービスへのアクセスと質の向上及び保健財政等の政策実行を支援している。また、「看

護サービス人材育成プロジェクト」及び「コミュニティ主体の健康づくりプロジェクト」（いずれも

技術協力プロジェクト）と連携した政策アクションを設定するなど、技術協力の効果発現促進も図

った。AFDが機構のマトリクスに相乗りする形で案件を形成して協調融資を行うなど、機構の取組

が触媒的な役割を果たし、更なるドナー資金動員を成功させた先導的案件といえる。 

 スリランカでは「新型コロナウイルス対応強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）による人工

呼吸器、生体情報モニタ、ポータル超音波装置、PCR検査機器等を拠点病院に配備し、感染症の治

療診断能力を強化した。 
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保健： 

 インドで最も保健医療体制が脆弱な地域の一つであるアッサム州において、医療インフラの強化、

医療従事者育成の強化、脆弱な地域医療体制の補完やマネジメントの向上等を支援する「アッサム

州保健システム強化事業」（円借款）のL/Aを調印した。本事業を通じて、地域住民への医療サービ

スの質を改善させることが期待されている。 

 パキスタンでは、人的資本（Human Capital）形成に向けた活動の一環として、母子保健や感染症対

策等の保健医療サービスを享受できる体制の構築に向けた協力を継続して実施した。保健医療サー

ビス水準の低い、ハイバル・パフトゥンハー州及びパンジャブ州南部では、「プライマリヘルスケア

における定期予防接種システム強化プロジェクト」や「パンジャブ州母子保健強化プロジェクト」

（いずれも技術協力プロジェクト）を通じ、1次・2次医療施設の医療従事者、コミュニティヘルス

ワーカー等の妊産婦・新生児ケアに関する能力強化を行った。首都イスラマバードでは「パキスタ

ン医科学研究所における母子保健センター及び小児病院の集中治療拡充計画」、シンド州では「シ

ンド州における母子保健医療施設拡充計画」（いずれも無償資金協力）を通じ、母子保健センターの

新設及び医療機材の整備を行い、地域医療の中核体制の強化に貢献している。また、野生株ポリオ

ウイルスの撲滅支援を目的に、「ポリオ感染拡大防止・撲滅計画（UNICEF連携）」（無償資金協力）

を通じ、5歳未満児を対象としたポリオキャンペーンのため、野生株由来ポリオに有効な約2,100万

回分のワクチン調達を支援した。また、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団と連携した「ポリオ撲滅事業

（フェーズ2）」（円借款）では、2016～2018年の接種キャンペーンに必要なポリオワクチンの約6億

9,800万ドースのうち約2億7,300万ドースの調達を支援し、2022年3月には代位弁済スキーム81により、

借入人であるパキスタン政府から同財団への本案件の債務継承に係る手続きが完了した。 

 スリランカでは、既に死亡率の過半を占める非感染症への対策が高齢化とコロナ禍とあいまって一

層重要になるとの認識の下、機構による効果的な支援策を検討するための「NCDs予防・治療分野に

係る情報収集・確認調査」を2021年8月に開始した。 

 バングラデシュでは、「看護サービス人材育成プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロジェクト）の

R/Dを2021年12月に締結した。実施中の「母子保健および保健システム改善事業」（円借款）を通じ、

看護大学等の施設建設や医療機材等、ハード面の整備支援も進めている。 

 ブータンで長年、機構保健医療案件の形成・実施、母子手帳等の政策策定等に携わり、日本製モバ

イル胎児心音計測装置導入の立役者でもある西澤和子医師が、中曽根康弘国際賞（奨励賞）を受賞

した。 

 

防災： 

 インドでは、「持続可能な山岳道路開発のための能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）

で斜面対策等のガイドラインの策定支援を継続して行っている。同プロジェクトでは西ベンガル州

（国道717号線）やシッキム州（国道10号線）の山岳道路を対象にパイロット事業を実施し、詳細計

画の策定支援や災害種（崩落、地滑り等）の斜面対策に係る助言等の支援を行うなど、防災にも資

する協力となっている。また、「ウッタラカンド州山地災害対策プロジェクト」（技術協力プロジェ

クト）では、山岳部（斜面）の土砂災害を防止する治山工事の技術支援等を行っており、これらの

支援を通じて同国の山岳災害に対する体制強化に貢献している。 

 
81   事前に目標設定された指標が借入国政府の取組により達成された場合、円借款による貸付金をゲイツ財

団が代位弁済する仕組み。 
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 ネパールでは、ネパール地震（2015年）からの復興の成果や課題を議論する国際会議が開催された。

バンダリ大統領等の政府要人が参加する中、機構のこれまでの復興事業の成果や防災に強い国づく

りに向けた取組を発表した。また、震災からの住宅及び学校の復興支援を着実に進め、約20校の学

校施設が完工した。 

 スリランカでは、無償資金協力により建設予定の気象レーダーによる気象観測及び解析、警報発令

等の市民への情報発信等の能力向上を図る「気象レーダー活用による気象観測及び予警報能力強化

プロジェクト」（技術協力プロジェクト）のR/Dを締結した。 

 バングラデシュでは「沿岸及び内陸水域における救助能力強化計画」（無償資金協力）において、

10m級救助艇10隻を6月に、20m級救助艇4隻を12月に同国政府に引き渡した。救助・救援体制が強化

され、沿岸及び内陸水域における船舶事故・自然災害による被害の軽減に貢献している。 

 

気候変動・森林・生物多様性保全： 

 インドでは、気候変動対策や森林・生物多様性保全に貢献するものとして、生物多様性ホットスポ

ットを有するタミル・ナド州において、生態系改善、人間と野生動物の軋轢対策、林産物サプライ

チェーン強化、生計向上活動、森林局の組織体制強化を行う「タミル・ナド州気候変動対策生物多

様性保全・緑化事業」（円借款）のL/Aに調印した。チェンナイ等のメトロ建設支援に加えて、「タミ

ル・ナド州気候変動対策生物多様性保全・緑化事業」（円借款）及び「ウッタラカンド州統合的園芸

農業開発事業」の形成とL/Aの調印により、生態系の改善や行政官の人材育成を通じて気候変動対

策を促進させ、モディ首相がCOP26で宣言した2070年までのカーボンニュートラル達成を目指す計

画に貢献し、インドでの低炭素化社会の実現を後押しした。 

 

オ）戦略的な取組及び成果 

自治体・民間企業との連携： 

 モルディブでは、自然環境や地理的条件が類似する沖縄県の産官学の知見・技術をいかし、同国の

環境分野の課題（水不足、廃棄物管理、サンゴ礁の劣化・減少）の解決に貢献するための調査を実

施するとともに、本邦企業の海外進出の促進を企図して「モルディブ・日本環境ビジネスオンライ

ンセミナー」を11月に開催。100を超える日本企業等の参加を得た。 

 

外国人材受入拡充・共生社会構築： 

 パキスタン「本邦ICT企業とのビジネスマッチングを通じたICT産業振興に係る情報収集・確認調査」

では、「パキスタンICT産業ビジネスマッチング・イベント」をUNIDOとオンラインで共催し、計230

名以上が参加した。パキスタンの政府関係者・教育機関・民間企業に対しては、日本のICT市場の概

要や日本のICT企業が求める人材像について産官学の立場から紹介した。日本の民間企業に対して

は、パキスタンのICT市場としての魅力を紹介し、個別商談会ではパキスタン企業6社のうち、5社

が日本企業と個別面談を実施した。 

 2020年度まで実施したバングラデシュ「日本市場をターゲットとしたICT人材育成プロジェクト」

（技術協力プロジェクト）で実施した人材育成プログラム（B-JET Program）の研修修了生265名の

うち186名が日本のICT企業に就職したが、その多くが就職した宮崎市では、バングラデシュの高度

ICT人材が安定的に勤務していることを理由に、東京のICT企業2社の誘致に成功した。本プロジェ

クト及びB-JETの取組は、バングラデシュ人の就業機会の創出と日本の地方部が抱える地域活性化
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や労働力不足等の課題解決の両面、特に日本の地方の創生にも貢献している。 

 ネパール「日本還流人材を活用した産業人材育成事業に係る情報収集・確認調査」では、近年急増

している在留ネパール人労働者の出国から就労、そして帰国に至るフローを分析するとともに、在

留ネパール人関連団体へのヒアリングや産官学の関係者が参加したセミナー等を通じ、還流人材を

活用したネパールの産業育成方策を検討した。 

 

ドナーとの連携： 

 アフガニスタンでは、2021年8月15日以降の情勢下でも、人道支援（シェルター・保健・水・衛生・

食料・農業・教育等の幅広い基本的人道ニーズへの支援を含む）は実施するとの日本政府方針を踏

まえ、WHO、UNICEF、FAO及びUNDPと計8件の国際機関連携方式による無償資金案件を継続実施

し、人道・経済危機が懸念される状況の中、アフガニスタンの人々の人間の安全保障確保に貢献し

た。 

 インドでは、貨物専用鉄道（DFC）のうち西回廊を支援する機構が「貨物専用鉄道建設事業（フェ

ーズ2）（第三期）」（円借款）のL/Aを調印し、DFC東回廊の建設を支援する世銀と協働して、継続し

てDFC事業の維持管理や安全、運営に対する協力を実施している。 

 ネパールでは、世銀との協調融資である「経済成長・強靭化政策借款」（円借款）のL/A調印を2022

年1月に行った。 

 パキスタンでは、「バロチスタン農業普及員能力向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を通

じ、FAOと連携しバロチスタン州のサバクトビバッタ被害を受けた小規模農家の生計向上を支援し、

人々の食料安全保障の確保に貢献した。ハイバル・パフトゥンハー州では「連邦直轄部族地域にお

ける生計向上回復計画（FAO連携）」（無償資金協力）を通じ、帰還した国内避難民の生計回復を目

的に、農業資材・穀物種子等の供与、啓発活動を実施した。「パキスタンにおける農業食品・農産業

開発計画（UNIDO連携）」（無償資金協力）では、バロチスタン州、ハイバル・パフトゥンハー州の

農産品の栽培・加工技術普及、加工・梱包・保存に必要な資機材供与、販路開拓の技術支援等を通

じ、農産品のバリューチェーン構築に貢献している。また、「ポリオ感染拡大防止・撲滅計画（UNICEF

連携）」（無償資金協力）を通じ、パキスタン政府及びWHO、UNICEF等援助機関による「パキスタ

ンポリオ撲滅プログラム」に参加し、5歳未満児を対象に野生株由来ポリオに有効な約2,100万回分

のワクチン調達を支援した。「ノンフォーマル教育強化計画（UNICEF連携）」（無償資金協力）では、

実施中技術協力「オルタナティブ教育推進プロジェクト・フェーズ2」と連携し、ノンフォーマル教

育センターの開設、教員研修等を実施した。さらに、新型コロナウイルスの影響により余儀なくさ

れた学校閉鎖期間中の学習の遅れを補完する支援も実施した。 

 モルディブでは、コロナ禍のような外的ショックに対する強じん性を高める観光復興計画（案）を

策定するために国連世界観光機関（UNWTO）の知見を活用した「COVID-19に係る観光セクター復

興のための情報収集・確認調査」を開始した。さらに、GCF事業「気候変動に強靭で安全な島づく

りプロジェクト」の受託を決定するとともに、同事業の構成事業である同名の技術協力プロジェク

トを10月に開始した。 

 バングラデシュ向け「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援円借款（フェーズ2）」（11月L/A

調印）ではADB及びAFDと協調融資している。ADBとは一部の政策アクションを共有する形で協調

融資しており、AFDは機構が本事業のために策定した政策マトリクスを採用して融資を行った。 
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カ）事業上の課題及び対応方針 

南アジア地域では、政権崩壊・交代に伴う政情不安や国際場裡における複雑な国家間関係等を抱えて

おり、政権崩壊・交代による方針転換等に留意が求められる。また、新型コロナの甚大な影響を踏まえ

て、社会経済のコロナ禍からの回復と強じんで包摂的な発展、脆弱性を露呈した保健システムの強化が

大きな課題になっており、相手国のニーズに基づきつつ、こうした課題に重点を置いて取り組む。さら

に、国際場裡での議論と日本政府の方針も踏まえて、気候変動への脆弱性の高い南アジア地域でも気候

変動対応が大きな課題になっており、気候変動の緩和策と適応策の双方に対する取組を強化していく。 

アフガニスタンでのタリバーンによる8月15日のカブール陥落後、状況が激変する中、現地職員等の

出国及び本邦への一時受入支援を行い、事業実施体制を維持している。日本政府の対応方針を踏まえ、

女性や貧困層等の状況の変化による影響を大きく受けた人々の支援を行うとともに、アフガニスタンか

らの難民受入れ等大きな影響を受けている周辺国の支援を検討する。 

 

 
  No.5-3 東・中央アジア、コーカサス  
 
東・中央アジア、コーカサス地域での新型コロナウイルスの感染拡大は、サービス産業（観光産業含

む）への甚大な影響、失業率の上昇、一部諸国での出稼ぎ就労機会の減少、保健医療等の社会サービス

の脆弱性の露呈など、同地域の社会経済に大きな影響を及ぼしている。また、市場経済に移行した旧社

会主義国が多く、ロシア、中国に隣接し地政学的にも重要な位置にあることから、当該地域が開かれ、

長期的に安定し持続可能な発展を続けるべく、ガバナンスの強化、産業の多角化・雇用確保、域内外の

連結性の強化に寄与するインフラ整備、人材育成を重点領域として支援した。さらに、保健医療分野を

中心とした新型コロナウイルス対策に係る支援に取り組んだ。 

 

① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献 

「戦略的パートナーシップのための日本・モンゴル中期行動計画（2017～2021年）」で言及されている

新ウランバートル国際空港（円借款で支援）の開港に向けたモンゴル政府との協議等の実施、ウランバ

ートル市の渋滞改善を支援するための調査及びモンゴル政府との意見交換の実施など、二国間で結ばれ

た公約の推進に貢献した。 

 

② 重点領域への支援 

ア）ガバナンスの強化： 

 モンゴルで国家総合開発計画案の策定を支援し、同計画案がモンゴル政府へ提出された（2018～

2021年）。同計画案の内容をモンゴルの人間居住計画（社会・経済開発促進のための道路、輸送、電

力、通信ネットワークを含む地域構造、都市・村づくりに関する計画）と地域開発政策（地方の経

済・社会開発を促進するための目標とその実施方法）へ反映させ、それぞれ国会承認と閣議承認を

得るための支援を実施した。 

 タジキスタンでは、2030年までの国家開発戦略の第二期中期開発プログラム（2021～2025年）の策

定・実施・モニタリング・評価プロセスを支援し、同政府の開発マネジメント能力の向上を図るた

め、国家開発評議会の事務局である経済開発貿易省に専門家を派遣した。開発政策に関する助言を

行うとともに、同省職員等を対象に日本評価学会と連携して政策評価研修を開始した。 
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イ）産業の多角化： 

 モンゴルで実施中の「農牧業バリューチェーンマスタープランプロジェクト」（開発計画調査型技

術協力）では、地域特性の要素を勘案した上で戦略的な農牧業バリューチェーン振興のためのマス

タープラン策定のための教訓を導出するために、11件のパイロット事業（野菜の生産・供給拡大、

ウールやカシミア製品の輸出促進、魚加工品やヤク毛製品加工の地域提案型等）及び輸出を志向し

たビジネス商材の産業クラスター形成を開始した。本事業の目的は、「策定したマスタープランを

モンゴル国の地域開発政策及び農牧業に係る国家プログラムに反映すること」とする。 

 モンゴル政府が掲げるデジタル国家の推進とIT分野でのスタートアップ企業を支援するため、モン

ゴルに進出している本邦企業等と連携し、海外投資家とのネットワーキングや事業拡大支援に向け

た資金提供を含む支援プログラム「Monja startup Accelerator Program」を実施した。138社の応募が

あり採択された4社への技術支援、うち3社への委託事業を通じた事業化支援により、モンゴル国内

のITのスタートアップ企業活性化につなげた。 

 ウズベキスタンでは、日本での外国人材の受入促進を兼ねた産業人材育成に係る情報収集調査を通

じて、対外移民庁、送出機関、人材育成機関、日本側受入企業等などといった関係者の把握とネッ

トワーキングを初めて行い、日本の労働力不足の解消とウズベキスタンの産業人材育成を同時に達

成するために必要な課題及びアクションプランを整理した。 

 キルギスとタジキスタンでは産業の多角化に向けた今後の取組の具体化のために、全般的に脆弱と

される金融セクターの機能のうち可能性があると考えられる中小規模事業とその支援方法につい

ての調査を完了した。 

 

ウ）インフラ整備： 

 モンゴルの新ウランバートル国際空港が7月4日に開港した。同空港周辺でモンゴル政府により検討

されている新都心開発計画への機構の支援可能性を検討するため、空港周辺の開発計画の確認及び

機構の支援に係る提言を取りまとめるための調査を実施した。また、深刻化するウランバートル市

の交通渋滞や環境問題の改善を図るため、交通インフラ分野の案件形成を目的とした調査を実施し、

交差点改良や高架橋建設等の協力候補案を取りまとめ、モンゴル政府と協議した。。 

 ウズベキスタンでは「電力セクター能力強化事業（フェーズ2）」（円借款）の調達関連手続において

実施機関と受注企業間の調整が円滑に図られるべく、必要に応じて機構が仲介役となり、事業促進

を図った。 

 

エ）人材育成： 

 モンゴルでは、国会議長自ら戦後日本の発展モデルについて学びたいと要請があり、国会議員向け

の連続講座を計4回実施し、国会議員、国家公務員、研究者等、各回100～280名の参加を得た。 

 モンゴルでは、人材育成奨学計画（JDS）により公共財政管理や民間セクター開発等の分野で計画

どおり15名が留学を開始した。キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンでもそれぞれ20名、18名、

19名が留学を開始した。また、JICA開発大学院連携事業の一環として、SDGsグローバルリーダーコ

ースを通じたモンゴルやコーカサスからの長期研修員4名を受け入れた。 

 モンゴルではモンゴル国立大学、ウズベキスタンでは東洋学大学をパートナー大学として計四つの

大学で「JICAチェア」（日本研究講座設立事業）を開講し、日本の開発経験の共有を通じた人材育成
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に貢献した。国家開発計画等の策定に日本の知見・経験を取り込みたいというモンゴル側の要望に

基づき、計5回開催した。ウズベキスタンは計4回実施し、各回50～80名の参加を得た。 

 

②  戦略的な取組及び成果 

 栄養バランスの取れた学校給食の導入に向けた取組の開始：モンゴルでは児童の食・栄養改善を目

指した学校給食導入支援プロジェクトを開始した。現在、軽食の提供にとどまっている同国におい

て、栄養バランスの取れた学校給食の導入は初の取組であり、2021年東京栄養サミットでモンゴル

教育・科学大臣より日本及び機構の事業へ高い期待が示された。 

 ジョージアでの「中小零細事業者支援事業」（海外投融資）の承諾：中小零細事業者向けの貸付拡大

を支援することにより、新型コロナウイルスにより喫緊の課題となっている中小零細事業者の金融

アクセスを改善するべく、ジョージア銀行を通じた初めてのツーステップローン「中小零細事業者

支援事業」（海外投融資）を承諾した。 

 日中両国政府による開発協力対話に参加し、機構の事業評価制度の歴史や特徴を紹介した。事業評

価の重要性の説明を通じて、中国の対外援助の透明性向上を促すとともに、事業評価に関する実務

レベルでの交流実施を中国側に提案した。また、法律分野では、会社法をテーマとした中国全人代

法制工作委員会とのセミナーを開催した。 

 気候変動対策への支援として、モンゴルでは再生可能エネルギー導入を促進する電力系統の安定化

に向けた技術協力を開始した。 

 ウズベキスタンでは、保健セクターを最重点化する方針を踏まえ、機構が支援する病院の拠点化を

視野に、技術協力プロジェクト及び無償資金協力の案件形成、保健医療サービス強化に向けた円借

款事業の協力準備調査を実施した。 

 

④ 新型コロナウイルス対策 

 2020年度にL/A承諾したモンゴル及びウズベキスタン向け「新型コロナウイルス感染症危機対応緊

急支援借款」（円借款）の貸付を実行し、経済対策や医療施設・資機材の拡充、社会保障の拡充に貢

献した。またウズベキスタンでは、上記円借款と同時に検討した同国向け一般財政支援「新型コロ

ナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」（円借款）のL/A承諾、貸付実行を完了した。 

 無償資金協力で建設した日本モンゴル病院が新型コロナウイルス感染者の入院、治療を実施した。

技術協力で同病院の運営や本格的な臨床実習を可能とする教育・指導体制の構築も協力しており、

治療及び医師の育成を行う拠点としての機能強化を支援した。また、ワクチンの接種体制を構築す

る「ラスト・ワン・マイル支援」に資する協力として「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支

援計画」（無償資金協力）を実施し、同国の新型コロナウイルスへの対応に大きく貢献した。キルギ

ス、タジキスタンでは、病院関係者に対して院内感染に係るオンライン研修を行った。相手国側の

希望する研修内容の充実化に加えて、個人端末を通じて受講するなど日常業務のかたわら実施可能

な研修モデルを試行的に構築した。 

 タジキスタンでは、技術協力による支援を継続中の病院に対して、世銀が行う人工呼吸器供与に対

応して、酸素供給システムの導入を支援することにより、深刻化する新型コロナウイルスへの対応

能力向上に貢献した。 

 

⑤ 事業上の課題及び対応方針 
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東・中央アジア及びコーカサス地域は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により多大な財政出動を

余儀なくされている国が多く、対外債務問題・財政赤字等の課題を抱えている。マクロ経済状況及び雇

用・失業やそれに付随する社会状況等に注視しつつ、市場経済体制への移行と経済発展に向け、ガバナ

ンスの強化、産業の多角化・雇用確保、インフラ整備・連結性強化、人材育成等の取組を通じ各国の開

発を引き続き支援する。また、コロナ禍で渡航制約がある状況下において、現地リソースの積極的な活

用や、遠隔対応による事業の推進に積極的に取り組むとともに、海外拠点及び関係機関との強固な連携

の下、精力的な情報交換・意見交換を引き続き行い、効果的な開発事業の実施に努める。 

 

 
  No.5-4 中南米、カリブ  
 
① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献 

 中米北部3か国からの移民発生の根本原因解決への貢献：2021年4月の日米首脳会談において、日米

が連携して中米北部3か国（グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス）からの移民が発生する根

本的な原因の解決に向けた取組を行うことが合意された。同合意を受け、外務省及び機構、USAID

間で対話を行い、①貧困削減（含む雇用促進）、②治安、③防災・気候変動対策に資する協力を進め

ることを合意した。加えて、機構とUSAIDの間で、連携案件など協働での取組に係るコンセプトペ

ーパー策定の議論を進めた。同ペーパーに従い、2021年度年央で採択されたグアテマラ「移民送金

を通じた金融包摂推進アドバイザー」（技術協力プロジェクト）及び、メキシコ「中米北部三角地帯

諸国における非伝統的熱帯果樹栽培システムの導入」（第三国研修）について、USAIDと協働での形

成・実施を検討することとなった。また、米国有数のシンクタンクである戦略国際問題研究所（CSIS：

Center for Strategic and International Studies）と、中南米地域での防災と高齢化対を具体的なテーマと

して、同地域に対しては初の共同調査を実施し、日米関係機関（USAID、IDB、ADB、PAHO、国際

NPO等）が連携して中南米の開発課題への対応を検討する枠組みが構築された。 

 日・中南米連結性強化構想等の政策への貢献：エルサルバドルでは、円借款によって建設された「ラ・

ウニオン港」の活性化のための調査が完了した。また、ホンジュラスでも、中米物流への貢献策も

含めた緊急財政支援借款（新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款）が、関連する技術協

力や無償資金協力と連携した案件かつIDBとの初の運輸分野協調融資案件としてL/Aが調印され、貸

付が実行された。加えて、同国の国道1号線上の老朽化した橋梁を架け替えるための「国道一号線橋

梁架け替え計画」（無償資金協力）のG/Aを締結し、連結性強化の取組を支援した。さらに、中米地

域内外の連結性強化に向けた取組を促進すべく、SICA加盟国を対象に広域実施中の「持続的な経済

開発・地域統合のための中米地域物流ロジスティックス開発マスタープラン策定支援プロジェクト」

（技術協力プロジェクト）では、12月に域内向けセミナーを開催し、新型コロナの影響等の追加調

査結果も含めた現段階での成果について発表した。 

 日本政府が進める新型コロナ緊急支援への貢献：日本政府の中南米地域への新型コロナウイルス感

染症危機対応緊急支援借款の供与方針を受け、6月から中南米域内での案件形成を順次開始した。

前述のホンジュラスでは、迅速に案件形成を進め、年度内のL/A調印、貸付実行を実施した。 

 国際機関との連携を通じた地域協力：米州開発銀行（IDB）：協調枠組「中南米・カリブ地域の経済

回復及び社会包摂協力（CORE：Cooperation for Economic Recovery and Social Inclusion）82」に基づ

 
82  2021年3月に締結。2011年に締結した「中南米・カリブ地域における再生可能エネルギー・省エネルギー
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き、エネルギーや水衛生分野、運輸交通分野で、ドル建て借款、プログラム・ローン等の新たに対

象となったスキームも活用しつつ全体の目標総額30億ドルの枠に対して約20億ドル（2022年3月現

在）の実績を積み上げた。また、IDBグループのイノベーション・ラボであるIDBLabと連携し、同

地域のSDGsに資する革新的なアイデアを有する本邦スタートアップ企業の発掘・支援の枠組み

「TSUBASA（Transformational Start Ups’ Business Acceleration for the SDGs Agenda）」を開始し、11月

には「オープンイノベーションチャレンジTSUBASA2021」を開催し、応募企業23社から8社を採択

し、事業戦略やパートナー企業発掘への支援を行った。なお、CORE及びTSUBASAはIDB年次総会

の日本国総務演説で言及された。 

 中米統合機構（SICA）：2021年6月にSICA地域協力アドバイザーを派遣し、同アドバイザーを通じて

SICA関係者との協議を行い、新規5か年計画（2022～2026年）のドラフトが完成した。これまでの

5本柱に加え、観光や南南・三角協力の分野にも連携を拡大することをSICA国際協力局長との間で

確認した。個別案件では、継続中の「持続的な経済開発・地域統合のための中米地域物流ロジステ

ィックス開発マスタープラン策定支援プロジェクト」、「SICA地域における生物多様性の統合的管理

と保全に関する能力強化プロジェクト」に加え、2021年度より開始した「SICAジェンダー政策策定・

実施モニタリング・評価能力体制強化アドバイザー」及び「SICA農業・農村開発アドバイザー」に

より、現行の5本柱の全てに対する協力を実施し、今後の取組の促進に資する体制・関係構築が進展

した。 

 カリブ共同体（CARICOM）：2014年の日本政府及びカリブ9か国間での合意事項である「日・カリ

コム共同閣僚声明」に基づき、「小島嶼国特有の脆弱性」を克服するための支援を進めるべく、カリ

コム加盟国及びカリコムとの協力関係深化に向けて当該地域初のJCAPが策定された。個別案件で

は、環境分野でカリコム加盟国5か国を対象とした海洋プラスチックごみの技術協力、新型コロナ

対策に向けた技術協力プロジェクトに関するカリブ公衆衛生機関との初の連携による協力、カリコ

ム防災機関への広域アドバイザーの派遣も実現した。 

 南南協力・三角協力：第2回国連南南協力ハイレベル会合（BAPA＋40）の結果を踏まえ、コロナ禍

においても中南米地域での三角協力や域内先進国のドナー化に向けた協力を積極的に展開し、域内

で約40の案件を実施した。コロナ禍において、アルゼンチンに対する「グローバル・カイゼン・ネ

ットワーク展開プロジェクト」（技術協力プロジェクト）では、2か月に1回の頻度でオンラインセミ

ナー形式によるネットワーキング勉強会が開催され、各国からの積極的な参加を得た。11月～12月

にかけて機構主催による「中南米地域南南・三角協力ラウンドテーブル」を開催し、延べ約120名の

実務者の参加を得た。メキシコ、ブラジル、コスタリカ、ペルー、エルサルバドル、SICAからの登

壇があり、コロナ禍においても様々な工夫の下、南南・三角協力が推進されていることを確認し、

今後の更なる戦略性の向上に向けた意見交換・情報共有がなされた。 

 質の高いインフラ原則（インフラ・ガバナンス）：ペルー・パラグアイ・コロンビアの都市交通分野

において、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」の理念に照らしインフラ・ガバナンスに関連

する政策・制度を分析・評価し、各国が抱える課題や特性、同原則の導入に係る阻害要因等の調査

を実施した。 

 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）：中南米・カリブ地域12か国を対象に、UHC達成に向

けた保健医療政策・保健医療サービス、財政政策の在り方に係る調査を開始し、各国の概況が取り

 
促進に向けた協調枠組」の名称を改めて5年間延長し、円借款協調融資の分野を質の高いインフラ、防災、
保健に拡大するもの。また、新たに民間セクター開発を協働枠組みに組み込んだ。 
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まとめられた。 

 海洋プラスチックごみ対策：カリブ地域では2020年度に実施した海洋プラスチックごみ対策に関す

る情報収集・確認調査を踏まえ形成された技術協力案件が域内5か国を対象に開始された。 

 

② 重点領域への支援 

ア）保健医療分野 

 ドミニカ共和国では、新型コロナ感染拡大によって生じた同国の財政収支の不均衡解消を目的とし

て、中南米・カリブ地域では初となる財政支援借款（2億ドル）が、IDBとの協調融資案件として、

L/A調印された。 

 新型コロナ対策の技術協力プロジェクトを、トリニダード・トバゴ、パナマ、アルゼンチン、ブラ

ジル、エクアドル、チリで実施し、各国の新型コロナ対策上の緊急の課題に対応した。パナマ「パ

ナマにおけるCOVID-19他新興感染症に係るサーベイランス及び検査能力向上プロジェクト」では

当該案件のカウンターパート機関であり、中米地域の感染症対策のレファレンス機関であるゴルガ

ス研究所とのネットワークが構築され、同研究所を実施機関とする第三国研修の形成に至った。キ

ューバでは画像診断のデジタル化を目的とした技術協力プロジェクトを開始した。本事業では、過

去の無償資金協力や技術協力のアセットを活用しながら、同国政府が取り組む保健・医療デジタル

化を後押しするものである。これによりキューバ保健省との協力関係を強化することで、今後の南

南・三角協力による展開も期待される。ブラジルではSATREPSを通じた日伯研究者のプラットフォ

ームを活用し、新型コロナ対応に関する日伯研究者による情報・経験共有が進められた。 

 メキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ボリビアでは、遠隔ICUを導入する技術協力プロジェク

トのR/Dを締結した。 

 中南米・カリブ地域各国では、実施中の事業及びフォローアップ協力の枠組みを活用し、新型コロ

ナの予防等を目的とした実施機関への資機材供与を実施した。さらに「中米・カリブ地域With／Post 

COVID-19社会における開発協力の在り方に係る情報収集・確認調査」を通じ、新型コロナの影響を

受けた同地域の中長期的な開発シナリオを策定した。本調査では、デジタルヘルス、緊急災害警報、

地殻変動モニタリング、スタートアップエコシステム創出、治安セクターのDX等の8テーマで先進

的な取組をパイロット事業として実施し、今後のビジネスの可能性も含め検討した。 

 米国のシンクタンクであるCSISと共同実施した中南米地域の高齢化対策をテーマとした調査を踏

まえ、政策提言（ポリシーブリーフ）がCSISのホームページ上で公開された。高齢化が国際的な課

題でありこの今後の開発にも必ず加味すべきことが確認され、日本はその先進事例を有する国と認

識された。2022年3月のオンライン公開セミナーには、米国政府関係者、ドナー・NGO関係者、民間

企業、高等教育機関等80名を超える参加があり、公開動画には1,000件以上アクセスがあった。ポリ

シーブリーフの閲覧回数も2,480件に上った。 

 

イ）気候変動対策 

 省エネルギーの促進を通じた気候変動の緩和に資する円借款事業として、ドミニカ共和国「エネル

ギー効率化事業」、パラグアイ「国家電力システム効率改善事業（ANDE）」の案件形成に取り組み、

IDBとの協調融資案件として、それぞれL/Aが調印された。 

 中南米カリブ地域12か国を対象に水素バリューチェーンに関する調査を実施し、グリーン水素活用

による気候変動緩和への地域としての貢献を検討した。また、うちジャマイカ、コスタリカ、コロ
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ンビア、アルゼンチン、パラグアイの5か国と、水素活用による域内脱炭素に関するアクションプラ

ンの対話に着手した。加えて、水素エネルギー利用の促進に係る国別研修をウルグアイとチリで採

択し、ウルグアイは2021年度より研修を開始した。 

 IDBが事務局を務める中南米地域の再生可能エネルギー促進イニシアティブ（RELAC）に参加し、

再生可能エネルギー事業に関する案件発掘・情報収集力を高めた。 

 

ウ）防災分野 

 「地上デジタル放送及び緊急警報放送システム（EWBS）」については、ニカラグアで同国での導入

に向けたパイロット事業が実施され、CATAC（中米津波警報センター）長官やTELCOR（ニカラグ

ア通信郵政庁）長官等のハイレベルが高い関心を寄せた。また、ペルーにおいてEWBSの中南米域

内への普及を目的とした第三国研修が実施された。 

 中米・カリブ地域では過去の「中米広域防災能力向上プロジェクト（BOSAI）」等83のアセットをい

かしながら、ドミニカ共和国「建築物耐震性診断能力強化」（国別研修）、メキシコ「災害リスク管

理ガバナンス能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始した。 

 CSISと共同実施した防災をテーマとした調査を通じ、CSISから政策提言（ポリシーブリーフ）が公

開され、仙台防災枠組みやBBBの概念周知、国際的枠組み構築の重要性を訴えられた。2022年3月の

ポッドキャストでの発信で、ポリシーブリーフの内容を域内に普及した（閲覧1,247件）。 

 

エ）都市環境問題 

 ペルー、コロンビア、パラグアイでは、質の高いインフラ投資原則と都市モビリティの関係につい

て調査を実施し、3か国の主要都市におけるMaaS（Mobility as a Service）を取り入れた都市の発展と

質の高いインフラ投資の在り方について課題提起・政策提言を行うセミナーを実施した。 

 ペルーでは、リマ首都圏においてTODを取り入れた都市計画を推進するため、日本のTOD経験を参

考にして「TOD能力強化プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始した。 

 ニカラグアでは、水銀調査・分析に関し、2003年以降の日本の研究機関による指導及び2017年以降

の技術協力の成果として、実施機関で蓄積・発展した技術や経験を他国へ普及する、第三国研修「水

銀分析能力強化」が採択され、実施準備が行われた。 

 パナマではメトロ3号線事業を継続的に実施しているほか、日本のTOD経験を参考にして、同3号線

のTODの実現のために基礎情報収集調査を実施し、その実現性を検証した。 

 

オ）格差是正 

 ホンジュラスでは、先行案件での成果を活用し、条件付き現金給付を受給している貧困世帯を対象

にした金融包摂案件「地域に根差した金融包摂推進を通じた貧困削減プロジェクト」を開始した。

また、既存の協力をベースに、住民が必要とする取組が地域の開発計画に反映・実施されるための

プロセスを強化すべく「SDGs・ホンジュラス国家アジェンダ2030に資する地域開発計画マネジメン

ト体制構築支援プロジェクト」を開始した。金融包摂に関してはグアテマラで「移民送金を活用し

た金融包摂推進アドバイザー」（専門家）を派遣した。 

 中米・カリブ地域に多い農業セクター従事者の格差是正のため、フードバリューチェーン構築や地

 
83 「中米広域防災能力向上プロジェクト（BOSAI）」（2007年5月～2012年5月）、「中米広域防災能力向上プロ

ジェクトフェーズ2」（2015年7月〜2020年6月） 
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域ブランディングに資する協力を形成・実施した。具体的には、エルサルバドル「非伝統産品のフ

ードバリューチェーン構築支援プロジェクト」、中米北部3か国やセントルシアにおける「一村一品

活動」、グアテマラ「サステイナブルコーヒーバリューチェーンモデル形成のための調査」、キュー

バ「輸出促進アドバイザー派遣」を通じた競争力ある産品の発掘等の活動が行われた。さらにSICA

への「農業アドバイザー」派遣を実現し、またベリーズではフォローアップ事業を通じた農産品の

収穫後保管施設の整備が行われた。 

 

③ 日系社会との連携強化 

 コロナ禍の日系団体に対する迅速な支援の拡充及び実施：コロナ禍において行動が制限されるなか

で困難な状況におかれた各国日系団体のニーズ及び日本政府の要請に応えるために、関係省庁と調

整の上、日系団体への助成金に係る制度改定を迅速に検討・実施の上、2020年度に申請受付を開始

し、2021年度までに124団体284件の助成金交付を行った。 

 民間企業や自治体等との連携強化：中南米日系社会との連携強化を目的とした戦略的取組として、

機構の国内拠点を中心に連携パートナーの発掘に精力的に取り組んだ。2021年度は、経済交流の活

性化を目指す「OKINAWA TO 沖縄プロジェクト」としてセミナーを開催し、これまで計9回の現地

日系社会への調査団に参加した中小企業など約270名が参加した。日本企業が移住先国で活躍する

日系人をパートナーとして連携することで、移住先国の開発課題解決への貢献と、中南米地域での

ビジネス展開の実現が期待される。このほか、北陸センター及び中部センターが自治体や商工会議

所と中南米に関するセミナーを実施した際に、日系社会連携を紹介し、連携の強化を図った。 

 海外移住資料館のネットワーク強化を通じた広報・啓発：2002年に開設した海外移住資料館では、

総合学習として来館する児童・生徒に対する教育プログラム、企画展示、オンライン講演会やオン

ライン公開講座等を実施した。また、移住関連資料の収集・保管及び日系資料館連絡協議会参加に

よる海外の世界各地にある日系資料館との情報交換と連携を進めた。11月にはブラジル日本移民資

料館がホストとなって開催し、7か国の資料館が参加した「第1回日本移民資料館国際シンポジウム」

を支援し、オンライン参加した。また、第3回JICA海外移住懸賞では「日本人の中南米への移住」を

テーマに論文及びエッセイ・評論を公募し、第1回JICA海外移住懸賞論文特別賞受賞者講演会「フ

ジヤマのトビウオとブラジル日系コロニアの戦後」を行うなど、国内外の移住研究者との連携も深

めた。さらに、日本国内の中南米日系人社会に対する支援策を検討するために「多文化共生・日本

社会を考える」連続セミナーを7回開催し、官民の国内関係者1,439名が参加して情報共有と連携の

強化を図った。 

 

④ 戦略的な取組及び成果 

DXやイノベーションを取り入れた協力： 

 「中米・カリブ地域With／Post COVID-19社会における開発協力の在り方に係る情報収集・確認調

査」では、当該地域23か国のデジタル・通信分野の現況に関する取組の最新情報を収集し、ドミニ

カ共和国におけるデジタルヘルス、グアテマラにおける地殻変動モニタリング、治安DXのためのオ

ンライン勉強会、ニカラグアにおけるEWBS、全域を対象としたDAISY（Digital Accessible Information 

System）を用いたインクルーシブ教育研修、パナマにおけるStartupLINK Webinar等をパイロット事

業として、今後の同地域の開発におけるデジタル技術の活用について提言した。 

 「中南米・カリブ地域スタートアップ企業連携に係る情報収集・確認調査」を通じ、中南米・カリ
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ブ地域のSDGs達成に貢献し得る本邦スタートアップ企業の発掘を行い、海外展開を後押しする

TSUBASAプログラムをIDBLabとの協業で形成した。オープン・イノベーション・チャレンジを開

催し、結果8社に対してインキュベーション・アクセラレーションプログラムを実施した。本邦スタ

ートアップを国際協力へ誘引する仕組みとして、また、IDBLabとの連携や2020年7月に締結された

スタートアップ支援機関連携協定の具体的な取組実績となり、本邦スタートアップ企業との連携の

在り方についての一つのモデルを提示した。 

 「中南米・カリブ地域におけるICT環境整備及びデジタル技術を活用した機構事業の遠隔実施推進

に係る情報収集・確認調査」を通じて、中南米・カリブ地域での遠隔事業実施に係るICT環境の整備

方法やデジタル技術を用いた仕組みづくり及びその定着を促進した。例えば、コロナ禍で現場の確

認やネット環境が脆弱な地域とのコミュニケーションが困難となっている状況を解決するため、

「SICA地域における生物多様性の統合的管理と保全に関する能力強化プロジェクト」を事例に、地

方遠隔地の生物情報のモニタリングと収集を本調査の実証調査として実施した。具体的には、開発

した携帯アプリを用いて住民がモニタリング、発信した情報を行政が取りまとめる形での報告体制

を試行、実現した。その他、資金協力の現場の遠隔モニタリング、中南米地域の時差を克服する工

夫としてLMS（学習管理システム）やICT資機材の効果的な組み合わせ等により遠隔研修の実施を

促進した。 

 CSISと、中南米地域での防災と高齢化対を具体的なテーマに、DX要素の導入検討を目的とする共

同調査「デジタル・トランスフォーメーションを通じた中南米地域の社会経済開発に関するプロジ

ェクト研究」を実施した。DXが、防災情報の発信や分析に加え防災体制や行政業務の改善、高齢化

では、高齢者ケアのほか社会・経済の構造的な課題の解決ツールになり得ることを確認した。 

 「南米地域におけるソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）に係る情報収集・確認調査」を通じ、

南米3か国（ブラジル・コロンビア・ペルー）におけるSIB導入可能性を調査した。 

 世銀・IDBとの連携：世銀とは11月に中南米・カリブ地域では2回目となるハイレベル対話（Deep Dive）

を開催し、ボリビア・グアテマラで保健セクターでの連携、気候変動・保健分野等でのIFCとの連携

拡大を検討することを確認した。IDBとはオンライン定期協議会を開催して、両機関の域内連携の

具体的方策、課題等を共有し、新CORE対象分野の拡大（質の高いインフラ、防災、グローバルヘル

ス）を踏まえて2022年度の協調融資候補案件を形成することを合意した。 

 JICAチェアに関する取組：2021年度は20か国でJICAチェアを実施した。特にグアテマラでは、大学

の単位を取得できるコースとして立ち上げることができた。また、図書寄贈をグアテマラ、セント

ルシア、ボリビア等7か国に行ったほか、JICAチェア実施大学による日本財団の図書寄贈プログラ

ムへの応募を支援した。加えて、ボリビア国立ガブリエル・レネ・モレノ大学、アルゼンチン国立

ラプラタ大学とJICAチェアのための協力覚書を締結し、持続的な実施体制を構築した。また、JICA

チェアを一層充実させるための取組として、上述のボリビアの国立大学が行う「日本式経営・生産

性向上マネジメントのボリビアにおける導入事例・通用性調査」を支援した。 

 

⑤ 事業上の課題及び対応方針 

中南米・カリブ地域は、新型コロナウイルス感染症の拡大により最も経済的・社会的影響を受けてい

る地域の一つである。これを踏まえ、2022年度は、特に、ウィズコロナ、ポストコロナの経済・社会復

興のための支援を行う。また、気候変動対策、防災分野の支援を継続する。 
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  No.5-5 アフリカ  
 
アフリカ地域は、北アフリカを含め13億人の人口を有し、2050年には25億人に達するとされる。この

ようなアフリカの潜在力に世界各国が注目し、2021年秋以降これまでに、中国、EU等がアフリカ各国の

首脳級・閣僚級とのフォーラムを開催し、2022年度中には米国、日本（TICAD8）等も開催を予定してい

る。2021年度は「TICAD7における日本の取組」の最終年度に当たり、経済、社会、平和と安定の三本柱

に基づいた取組を実施した。特にコロナ感染拡大に対応した保健医療協力、デジタル化・スタートアッ

プビジネスの推進、TICAD8に向けた機構の協力の方向性の具体化を行った。また、ウガンダ国会にて機

構の協力を称賛する決議が採択された。 

 

① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献 

 TICAD7における日本の公約実現に向けた取組の推進：2019年に開催された第7回アフリカ開発会議

（TICAD7）において発表された日本の取組を実現すべく、「経済」、「社会」、「平和と安定」の3分野

における取組を着実に実施した（具体的な取組は②に記載）。その結果、産業人材育成、教育におい

て公約された目標値を大きく上回る成果を実現した。また、TICAD7を契機に発足した「アフリカビ

ジネス協議会」への各種活動への参画や、内閣官房が主導する「アフリカ健康構想」に係る調査に

対しアドバイザリー・パネルへの参画等側面支援を行うなど、機構以外のアクターによるTICAD関

連活動の実施に貢献した。 

 2022年TICAD8に向けた取組への貢献：2022年に予定されているTICAD8に向けて、組織横断的な実

施体制を形成し、機構の取組方針として「強靭なポスト/ウィズコロナ社会構築に係る対アフリカ

JICA協力の方向性」を取りまとめるとともに、各重点分野の貢献策を具体化した。同方針及び貢献

策は数週間に及ぶ勉強会を通じて外務省に共有し、その後の外務省による日本の貢献策案の検討に

貢献した。さらに、上記方針案を踏まえた2022年度以降の新規案件の形成を推進した。また、機構

は定例の共催者会合や7月のTICADプロセス・モニタリング合同委員会にもオブザーバーとして参

加する等して情報収集に努め、実施機関としての各種施策の検討にいかした。この他、TICAD共催

者である国連開発計画（UNDP）と連携して、TICAD8に向けた機運醸成のためのオンラインイベン

ト（Afri-Converse）を隔月で開催（毎回200～300人が参加、計5回）するとともに、アフリカにおけ

る機構の協力の付加価値を国際社会やアフリカ各国及びその市民層に対して理解を得るべく在外

広報戦略の策定、在外拠点における戦略的広報の推進、TICAD特設ウェブサイトの設置等戦略的広

報を推進した。 

 東京オリンピック・パラリンピックへの貢献：アフリカ10か国のホストタウンに登録した11の自治

体において、受入国、日本との関係及び国際協力（機構事業）に対する理解を促進することを目的

として、開発教育教材の制作・配付及び国際協力出前講座を実施し、東京オリンピック・パラリン

ピックを契機とした自治体による国際協力活動を支援した。特に、南スーダンのホストタウンであ

る前橋市では、前橋市の協力と同市民の支援を得て、2019年11月から1年9か月にわたり、南スーダ

ン陸上選手団の事前キャンプを実現した。さらに、海外協力隊が指導するマダガスカル・柔道、ケ

ニア・バレーボール、マラウイ・柔道、ザンビア・陸上競技の選手が出場し、アフリカ諸国の東京

オリンピック・パラリンピックでの活躍を下支えした。 

 日アフリカ官民経済フォーラムへの貢献：日本政府が主催した日アフリカ官民経済フォーラムで、
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機構関係者が二つの分科会に登壇し議論に貢献するとともに、二つのサイドイベント「グリーンビ

ジネスと気候投資」（UNDP及びUNIDOとの共催）及び「日本×モーリシャス投資促進セミナー」を

オンライン開催した。前者はグリーンビジネスの機会と気候投資の必要性を提唱するとともに、実

際の事業者の取組事例を紹介し、後者は2020年の船舶座礁事故とコロナ禍で大きな影響を受けたモ

ーリシャスについて、アフリカ投資のゲートウェイとしてのビジネス環境を紹介した。 

 「東京栄養サミット2021」への貢献：12月に日本政府が主催した東京栄養サミット2021において、

理事長がハイレベルイベントに登壇し、AUDA-NEPADとの連携で実施している「食と栄養のアフリ

カ・イニシアチブ（IFNA）」の取組を広く国際社会に対して発信。また、サミットまでの期間も、

メディアや機構のウェブサイト・SNS等で積極的な広報活動を実施した。 

 

② 重点領域への支援 

ア）「経済」開発分野 

 イノベーションと投資の促進：開発途上国の社会課題解決に挑戦する起業家に対して多面的な支援

を行う「Next Innovation with Japan」（NINJA）をアフリカ地域で展開し、ナイジェリア（8社）、ケニ

ア（10社）、ウガンダ（5社）の企業に対しアクセラレータープログラムを提供する等、各国でのス

タートアップ育成のためのエコシステム構築に取り組んだ。また、2021年2月に実施したビジネス

プラン・コンテストで選抜された優秀企業69社について、会社概要やビジネスモデルを紹介するデ

ジタル冊子を作成した。 

 産業人材の育成：2019年度から開始したABEイニシアティブ3.0は、2020年度に引き続きコロナ禍の

中で研修員の本邦受入れに制約が生じたものの、第3期生として94名を本邦に受け入れたほか、来

日が困難な研修員14名が遠隔で本邦大学に入学/受講した。また、大学での講義に加え、新たな取組

として、機構の長期研修員に加え、日本滞在中のアフリカ人留学生（国費・私費留学生を含む）を

対象とした「ビジネス・プログラム」を提供した。長期研修員とビジネス・プログラムの参加者総

計268名がABEイニシアティブ3.0に新たに参加した。 

 また、2017年度に開始した「カイゼン・イニシアティブ」にて、ケニア、タンザニア、エチオピア

等アフリカ9か国でカイゼンに関する技術協力プロジェクトを継続実施した。また、同イニシアテ

ィブの一環として、「2021年アフリカ・カイゼン年次会合」をタンザニアで開催（オンライン併用）

し、アフリカカイゼンアワード2021の授与、アフリカ・カイゼン・イニシアティブ・アクションプ

ランの議論などを行った。 

 2019年度から開始した「JICA-高専オープンイノベーションチャレンジ」の3回目を実施した。これ

まで10校の高等専門学校が参加し、ケニアやルワンダの学術機関・現地企業の他、本邦自治体・企

業等との協働を通し、アフリカの社会課題解決と地元産業に貢献するリバースイノベーションに取

り組んだ。また、2021年度は大学・大学院・専門学校生向けの一般部門が新たに創設され、日本全

国から学生100名以上全30チームが参加した。2021年度は最終報告会を2回実施し、各々のチームが

開発した試作品の成果発表を行った。 

 アフリカ6か国が対象の「アフリカ地域の社会課題解決に向けた科学・技術・イノベーション活用促

進のための調査研究」では、世界の民間企業や学術機関等から提案されたアイデアをアフリカの社

会課題解決に活用する実証実験を実施した。本取組を踏まえ、民間企業自身による事業継続や機構

の技術協力プロジェクトでのプロダクトの継続活用の検討が進んだ。また、機構が民間企業のソリ

ューションを公募し、既存の技術協力プロジェクトに活用するプラットフォームを構築し、民間企
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業からの募集・契約手法について同様の契約を行う複数の機構関係部署に共有した。 

 2020年度に開始したアフリカ保健医療分野企業のビジネス拡充を通じて、パンデミックへの強じん

性強化に取り組む「Home Grown Solutions」アクセラレータープログラム（AUDA-NEPADとの連携

事業）について、東部アフリカの企業56社から選抜した5社に対して経営支援を行い、支援企業にお

いて700万ドルの資金調達（日系のベンチャーキャピタルからの出資を含む）や医療消耗品の増産

（約2倍）が実現するなど具体的な成果が確認された。さらに、東部アフリカ地域での成果・教訓を

基に対象地域をアフリカ全体に拡大するフェーズ2を開始した。 

 官民連携推進：アフリカビジネス協議会では、引き続き機構上級審議役が企画運営委員会の常任委

員として参画し、官民連携推進に対する助言を行ったほか、農業ワーキンググループ及びヘルスケ

アワーキンググループの議論に対してインプットを行った。特に、ヘルスケアワーキンググループ

に関しては、内閣官房が実施するアフリカ健康構想に係る調査のアドバイザー・パネルを機構職員

が務めた。 

 質の高いインフラ投資：運輸交通分野では、ガーナ「第二次テマ交差点改良計画」（無償資金協力）

に係るG/Aを締結するとともに、運輸・交通インフラを支えるための11件の技術協力を新たに開始

した。例えば、コンゴ民主共和国では、「キンシャサ市都市交通マスタープラン実施促進プロジェク

ト」（技術協力プロジェクト）を開始し、2016～2018年度に策定した都市交通マスタープランの実現

に向けた委員会の設立及び同組織の能力強化、他ドナー連携に向けた調整能力向上に取り組んだ。

ケニアでは、「公共バス運営改善プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始し、公共バスの管

理体制の構築や、行政機関及び運営事業者の能力強化の実施を通じて、ナイロビ首都圏の公共バス

サービスの質の向上に取り組んだ。 

 電力分野では、マラウイで「リロングウェ市における変電所改修計画」（無償資金協力）のG/Aを締

結した。また、ケニアで「地熱発電事業における蒸気供給管理能力向上プロジェクト」（技術協力プ

ロジェクト）を開始し、円借款・技術協力により進めてきたオルカリア地域における地熱開発を同

地域以外にも展開するため、ケニア地熱開発公社の人材育成・能力開発に取り組んだ。 

 債務持続可能性の確保：債務管理アドバイザーをエチオピアに派遣した。世銀と連携し、オンライ

ンで実施した課題別研修「公的債務とリスク管理」をアフリカ15か国より26名が受講した。 

 産業の多角化：農業分野では、2030年までにコメ生産量倍増を目標とする「コメ増産イニシアティ

ブ（CARD）」を通じ、アフリカ32か国で協力を展開している。2021年度はリベリアで「小規模農家

コメ生産向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始した。また、TICAD7で公約した

「SHEP100万人宣言（100万人にアプローチを届ける）」を推進すべく、「市場志向型農業振興アプロ

ーチ（SHEP）」をアフリカ26か国で実施した。2021年度は、国際農業開発基金（IFAD）、ササカワ・

アフリカ財団、国連食糧農業機関（FAO）、民間企業等様々なアクターとの連携によりSHEPアプロ

ーチの展開を図った。また、ルワンダでは「コーヒーバリューチェーン強化振興プロジェクト」（技

術協力プロジェクト）を6月に開始し、栽培・加工・流通の各バリューチェーンの工程において組織

体制の強化、生産技術の改善や市場認知度の向上等を支援することにより同国コーヒー産業の高付

加価値化と持続性向上に取り組んだ。 

 ブルーエコノミー分野の取組として、モーリシャスにおける「統合的沿岸域生態系管理システム構

築プロジェクト」（技術協力プロジェクト）及び「沿岸域ブルーエコノミーの持続的な開発を通じた

コミュニティ生計改善プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始し、海を守りながらその恵み

を経済・社会発展にいかす協力を展開した。 
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 自動車産業のバリューチェーン構築に係る調査を開始し、同調査結果をオンラインイベントで発表

した。同イベントには、アフリカ自動車工業会（共催者）、アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）事

務局、豊田通商㈱、いすゞ自動車㈱等から、アフリカの自動車生産や流通・販売等の専門家が参加

して議論を展開した。日本及びアフリカ内外より約270人が聴衆として参加し、多くの質問やコメ

ントが寄せられ、高い関心がうかがわれた。 

 

イ）「社会」開発分野 

 「JICA世界保健医療イニシアティブ」に基づく包括的な保健医療分野の取組：予防、警戒（研究）、

治療の3本柱に基づき、以下の取組を行った。 

 予防：保冷設備や運搬用車両等の機材供与等を通じてワクチン接種体制を構築する「ラスト・ワン・

マイル支援」として、ガーナ、セネガル、マラウイ、モザンビークの4か国の無償資金協力「新型コ

ロナウイルス感染症機器対応緊急支援計画」のG/Aを締結した 

 国境での感染症対策強化のため、コートジボワール、ガーナ、トーゴ、ブルキナファソ及びベナン

の5か国を対象とする「新型コロナウイルス感染症を含む公衆衛生危機に対応するための国境管理

能力向上計画」（無償資金協力）（国際移住機関（IOM）経由）のG/Aを締結した。これは、上記5か

国の6か所の国境で、新型コロナ感染症対策を含む公衆衛生基礎施設及び関連機材を整備し、1,000

人を超える国境職員の感染防止、170万人を超える越境者の感染症拡大防止を行うものである。 

 アフリカ輸出入銀行向け海外投融資「アフリカ地域COVID-19対応支援事業」（融資）に係るL/Aを

締結した。これは、同行の新型コロナ対応関連融資に係る資金を融資することにより、アフリカ域

内におけるワクチン製造ラインの整備を含む医療品・医薬品の域内製造・供給能力の強化、病院等

保健医療関連施設の整備等を図り、もってアフリカの保健医療体制の強化及び新型コロナ拡大から

の社会経済のより円滑な回復を支援するものである。 

 警戒（研究）：ギニア向けに「国立公衆衛生研究所建設計画」として、22億2,700万円を限度とする

無償資金協力のG/Aを締結した。 

 治療：重篤なコロナ患者の集中治療室（ICU）における治療方法について、オンラインで日本から

指導する遠隔研修を、ケニア、セネガル、モザンビークで実施した。並行して、ケニアでは現地で

のICU医療資機材・施設整備の契約・調達を進めた。セネガル・モザンビークでは2022年度上半期

中の完工・納品を目標に契約・調達を実施した。 

 中長期的な対応として、ケニア、エチオピア、セネガル等22か国を対象とした「新型コロナウイル

ス感染拡大を受けたアフリカ地域保健医療施設・機材に係る情報収集・確認調査」を2020年度に引

き続き実施中し、2022年度以降の協力案件の発掘形成を進めた。 

 シエラレオネで「中央子ども病院サービス向上プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を10月に開

始した。 

 「質の高い教育」の提供：デジタル技術を活用した質の高い教育を推進した。ルワンダで、「ICTを

活用した初等理数科学びの改善プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を5月に開始し、全国の教

員養成校でのICT利活用型教材の開発と導入、教員養成校と附属校の連携強化、さらに附属校とそ

の近隣小学校での現職教員研修及び保護者連携型授業外学習に取り組んだ。 

 ケニアで実施中の「アフリカ型イノベーション振興・JKUAT/PAU/AUネットワークプロジェクト（フ

ェーズ2）」（技術協力プロジェクト）を通じて、ジョモ・ケニヤッタ農工大学（JKUAT）とタイチュ

ラロンコン大学との新型コロナに関する共同研究を実施した。本共同研究は、FOIP/AOIPに基づき
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アフリカと東南アジアのパートナーシップ強化を目指している。 

 「持続可能な都市づくり」：TICAD VIで打ち出した「アフリカのきれいな街プラットフォーム

（ACCP）」に基づき、国際機関・中央政府・地方自治体等など多様なアクターとともに適切な廃棄

物管理とSDGsゴール12の達成に向けた取組を継続した。本プラットフォームの加盟国・都市は設立

当初（2017年4月）の24か国23都市から42か国99都市へ拡大した。 

 南スーダンでは、「ジュバにおける廃棄物管理改善計画」（無償資金協力）に係るG/Aを締結すると

ともに、「ジュバ市きれいな街プロジェクト」（技術協力プロジェクト）を開始した。機材・重機の

整備と、廃棄物管理全体のサービス運営に必要な技術能力の向上と組織面の強化を同時に進め、ジ

ュバ市の市内の衛生環境改善に取り組んだ。 

 この他、エチオピア、南スーダン、ルワンダ、ケニアで都市における安全で清潔な水の供給を強化

する技術協力プロジェクトを開始した。 

 スポーツの普及：南スーダンで「スポーツを通じた平和促進プロジェクト」（技術協力プロジェク

ト）を実施し、民族融和を広める平和大使の活動を後押しするワークショップを開催した。2022年

3月には第6回国民スポーツ大会（NUD）を開催した。また、スポーツ分野のJICA海外協力隊員10名

をアフリカに新規派遣し、2020年度からの継続派遣（7名）と合わせて17名の派遣を実現した。 

 国際的な取組として、AFDが開設したプラットフォーム「Sport en Commun」に加盟し、スポーツを

通じたSDGsの推進に関する取組を情報発信・収集するとともに、加盟団体とのパートナーシップ強

化に取り組んだ。 

 

ウ）「平和と安定」分野 

 ウガンダ国会にて機構の協力を称える決議の採択：ウガンダでは、2020年6月まで実施した「西ナ

イル・難民受入地域レジリエンス強化プロジェクト」に引き続き、10月より同プロジェクトフェ

ーズ2として、ウガンダ西ナイル地域12県において、地方行政の難民・受入れ地域住民を対象とす

る開発計画策定・実施に係る能力向上を通じ、西ナイル地域における統合的開発計画の推進に取

り組んだ。こうした功績が評価され、12月にウガンダ国会にて機構の協力を称える決議が採択さ

れた（同国国会において特定の国際協力機関による協力を称える決議は史上初めて）。国会におけ

る議員の発言ポイントは以下のとおり。 

 機構は、他の援助機関にはないような、緊急支援から開発協力まで切れ目のない支援、人材育

成を中心とし成果を重視した協力を実施。優れた日本の技術の導入も評価。 

 機構は魚を与えるのではなく、魚の獲り方を教えてくれる持続的な発展のための援助、人の尊

厳、人の育成、人間の安全保障を重視した援助を実施。 

 南スーダンでの平和構築支援、ウガンダでの難民受入コミュニティ支援や難民の自立支援、イスラ

ム過激派によるテロが拡大するサヘル地域への支援、アフリカ諸国の制度構築支援やガバナンス強

化に資する人材育成、海上保安能力向上に資する巡視艇の供与等を引き続き実施した。 

 南スーダンでは、前出の「ジュバにおける廃棄物管理改善計画」（無償資金協力）、「ジュバ市きれい

な街プロジェクト」（技術協力プロジェクト）、「ジュバ市きれいな水供給プロジェクト」（技術協力

プロジェクト）を開始したほか、専門家「ジェンダーに基づく暴力（SGBV）被害者の自立と社会復

帰推進アドバイザー」を新たに派遣した。また、従前からの「スポーツを通じた平和促進プロジェ

クト」（技術協力プロジェクト）等に取り組んだ。 

 コートジボワール、ガーナ、トーゴ、ブルキナファソ及びベナンの5か国を対象とする無償資金協力
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「新型コロナウイルス感染症を含む公衆衛生危機に対応するための国境管理能力向上計画」（前出）、

ブルキナファソに対するPCR検査機器等の供与・技術指導を通じた新型コロナウイルスの検査体制

強化（技術協力）などを通じ、社会の安定化に貢献した。 

 ナイジェリアでは、UNDPとの連携による「ナイジェリア地方行政ワークショップ」を10月に首都

アブジャにて開催し、ボコハラムに代表される過激派グループの活動により多くの難民、国内避難

民が発生している北東部地域・北部中央地域の地方行政官48名を対象に、紛争影響地域における地

方行政の役割、日本の地方行政で住民参加を促進する仕組み、平和都市・広島の戦後復興、東広島

市の住民参加型計画策定・住民と協働したまちづくり等について研修を行った。 

 ジブチでは、巡視艇及び係留用の浮桟橋の整備を通じてジブチ沿岸整備隊による海難救助や海上法

執行の能力強化を図るための「海上保安能力向上計画」（無償資金協力）のG/Aを締結した。 

 

③ 戦略的な取組及び成果 

 TICAD8に向けた政策研究の実施：TICAD8の機会を捉えて、TICAD共催者・アフリカ各国政府関係

者に対してポストコロナ時代のアフリカ開発に関する政策提言を行うべく、「人間の安全保障」及

び「経済構造転換」の2テーマについての研究事業を開始した。 

 アフリカ連合の優先課題への貢献：アフリカ大陸自由貿易圏（AfCFTA）やアフリカ・インフラ開発

プログラム（PIDA）等のアフリカ連合の優先課題に対する具体的な貢献を行い、アフリカのオーナ

ーシップを尊重する姿勢を示した。AfCFTAに関しては、AfCFTA事務局関係者とASEAN事務局・

ERIA（Economic Research Institute for ASEAN and East Asia）とのオンライン意見交換会を2回開催し、

AfCFTA関係者にASEANの経験を共有する機会を設けた。また、AfCFTA事務局関係者と日本企業の

オンライン意見交換会を開催し、日本企業のAfCFTAに対する理解の深化に寄与した。この他、世界

税関機構との連携に基づく税関分野のマスタートレーナー養成のための新規プログラムを開始す

るとともに、物流のボトルネックを分析する調査、ビジネス法分野の調査など、AfCFTAの円滑な運

用を支援する取組を継続した。 

 アフリカ連合が新たに採択したPIDAの第2期優先行動計画に対する貢献を念頭に、デジタル技術の

活用（もしくはDX推進）等を含む回廊開発分野での機構の協力方針を検討すべく情報収集・確認調

査を開始した。また、AUDA-NEPADと連携し、PIDAの進捗に関するデータベースの更新・改善や、

進捗報告書の作成に取り組んだ。 

 戦略的なパートナーシップの強化：AUDA-NEPAD、世銀、国連開発計画、フランス開発庁との年次

協議の機会を捉えて、TICAD8に向けた機構の取組方針の発信や、サイドイベントを含む連携事業

の企画に努めた。特に、AUDA-NEPADとは、業務連携協定の改訂を通じて連携分野の拡充を両機関

で合意した。 

 積極的な対外発信：アフリカ開発銀行主催の「日本アフリカビジネスフォーラム」及び「アフリカ・

レジリエンス・フォーラム」、国連工業開発機関主催の「アフリカ工業化サミット・サイドイベン

ト」、セネガル政府主催の「第7回アフリカの平和と安全に関するダカール国際フォーラム」の国際

イベントに機構役員等が登壇し、機構のアフリカにおける取組を発信した。 

 知日派の育成：ABEイニシアティブやSDGsグローバルリーダー等の長期研修事業に加えて、アフリ

カの大学等との連携の下で日本の開発経験に関するJICAチェアを7か国で実施した。 

④ 事業上の課題及び対応方針 

 新型コロナウイルスの状況：2021年夏以降は海外協力隊を除いては、2019年度並みの事業実施体制



5-42 
 

にほぼ回復した。しかし、11月に南アフリカで新種の変異株が確認された後、アフリカ域内をはじ

め世界的に感染が再拡大し、再び各国の入出国規制が厳格化したため、アフリカでの事業推進にも

影響を与えた。アフリカでは、ワクチン接種率が世界的にも低い水準に留まっており、また今後の

新型コロナウイルスの感染状況も予断を許さないことため、常に最新の感染状況を注視しながら、

慎重な対応を講じていく必要がある。 

 TICAD8：TICAD8は、2022年の夏にチュニジアで開催することを想定して準備を進めているが、世

界的な新型コロナウイルス感染拡大等により、開催方式等の見通しをつけることが困難な状況にあ

る。このような状況の下、機構としてはTICAD8に向けた対外発信やサイドイベント等の準備を進

める必要があるため、新型コロナの感染状況等を注視しつつ、外務省とも十分な意思疎通を図った

上で、あらゆる事態を想定して柔軟に対応ができる方策を講じていく。 

 

 
  No.5-6 中東・欧州  
 
中東地域は、「アラブの春」から10年という節目の年になるが、依然として多くの国や地域で政情不安

等により、生活・社会基盤の荒廃や治安の問題を抱えている。直近ではイランと米国の対立の激化、イ

スラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃等、地域を不安定化させる要因が増大しており、将

来の展望が見えづらい状況が続いている。シリアからの難民問題は、当該地域のみならず欧州諸国への

影響も大きく世界的な問題に発展している。 

欧州地域は、2022年2月24日に突如始まったロシア軍によるウクライナ侵攻による国際秩序の揺らぎ

に対し、国際秩序の維持のために世界的な対応が必要となっている。また、将来的なEU加盟を目指して

環境などのEU基準の順守等が期待されている。 

こうした状況を踏まえ、中東及び欧州地域に対しては、今後の同地域の安定化と人間の安全保障の確

保、質の高い成長、地域的取組の推進に主眼を置き、国の発展を支える人材育成、インフラ整備、投資

環境整備等を重点領域として支援した。特に、国際秩序の維持に国際協力の側面から貢献するため、対

ウクライナ及び周辺国への緊急対応を迅速かつ適宜適切に実施している。 

 

① 日本政府の関連政策及び地域別公約への貢献 

 新型コロナウイルス感染症対応：新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する協力を実施した。中

東・欧州地域14か国を対象に、日本の医療・保健・衛生分野の技術・知見・経験を共有し、近隣諸

国間の経験・教訓の共有を促進することにより、各国医療機関の同分野への対応能力の向上を図る

ため「医療関連感染予防・管理」研修を企画した。ヨルダンでは、11月に新型コロナウイルス感染

症危機対応緊急支援借款のL/Aを調印し、社会保障の拡充や雇用創出及び新型コロナワクチン接種

の促進を行った。エジプトでは、第三国研修を通じて病院中央滅菌室整備機材一式、PCR検査機器、

超低温冷凍庫等の新型コロナ関連機材を供与した。また、既存の「病院の質向上プロジェクト」（技

術協力プロジェクト）のプロジェクト対象50病院（うちコロナ感染拡大期には35病院がコロナ対策

指定病院であった）への日本の事例紹介等の院内感染予防含む5Sカイゼン関連研修を実施し、新型

コロナ感染対策に貢献した。さらに、新型コロナ重症化マーカーの再現臨床実験に関する情報収集

確認調査の一環として、全自動免疫測定装置及び試薬の調達を3大学医学部へ供与した。 

 パレスチナではワクチン輸送用保冷機能付き車両等のワクチン接種関連機材を供与することによ
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り、新型コロナウイルス感染症ワクチンの効果的で安全な接種体制の構築を目指す「新型コロナウ

イルス感染症危機対応緊急支援計画」（無償資金協力）のG/Aを締結した。また、「新型コロナウイ

ルス影響下における感染性廃棄物管理プロジェクト」（技術協力プロジェクト）で、感染性廃棄物管

理能力の向上に係る技術協力及び関連機材の供与を行った。イラクでは、感染症予防のためのガイ

ドラインを作成し、インフラ工事に従事する作業員への配布を行ったほか、パレスチナ、イラク、

ヨルダン、レバノンでは、既存の技術協力プロジェクトや過去の協力の成果の発現や拡大につなが

るよう、防護用資機材（マスク、防護服）の供与、感染予防・緊急医療対応に係るセミナーの開催

等を実施し、特に脆弱層の感染拡大防止及び公共サービス運営の維持に貢献した。コソボでは強じ

んな保健システム構築に向けた情報収集及び協力アプローチ案の検討を行ったほか、不足している

病院への医療用ベッドの整備等を実施した。またアルバニアではワクチン保管のための超低温冷凍

庫を含む保存庫の整備及び冷凍・冷蔵バンの整備等を実施している。チュニジアでは技術協力プロ

ジェクト（新型コロナウイルス対策）を通じて医療機材管理能力強化、感染症検査・分析能力強化

に貢献した。 

 エジプト・日本教育パートナーシップ：2016年2月に日本・エジプト両国政府間で締結された同パー

トナーシップの目標達成（5年間で2,500名の留学生・研修生受入れ含む）への貢献に向け、コロナ

禍による水際対策強化の影響を大いに受けたものの、しかるべき対策を行いながら水際対策緩和等

のタイミングを捉えつつ来日を継続し、2022年3月末時点で累計1,541名の留学生・研修生・研修員

を受け入れ、就学前教育、基礎教育、技術教育、高等教育に至る全ての教育ステージで協力を推進

した。例えば、「人材育成事業（エジプト・日本教育パートナーシップ）」（円借款）では、2021年度

に39名（累計で474名）の留学生・研修生を受け入れた。また、エジプト・日本学校（EJS：Egypt-

Japan School）は、2022年3月までに48校が開校した。技術協力、円借款及びボランティア事業によ

る多面的な教員研修等の協力成果もあり、特活認証制度を公式な制度として開始するなど、特別活

動の定着や学校運営の安定に向けた着実な取組を行った。また、エジプト日本科学技術大学（E-JUST）

では、日本の開発経験を学ぶ「JICAチェア」のオープニングイベントを開催した。同イベントには、

高等教育大臣、国際協力大臣、国家研修アカデミー長、在エジプト日本大使、国際大学長、機構理

事長等、約300名の聴衆が大学構内及びオンラインで参加し、E-JUSTによる「日本の近代化を知る」

の今後の活用を学内外に周知するとともに、エジプト政府高官から認知・理解を得たことで、E-JUST

内だけでなくエジプト国内のJICAチェアの更なる展開・拡大への足掛かりとなった。 

 平和と繁栄の回廊構想：日本政府が提唱する同構想を実現するため、工業団地の法的枠組み分析や

運営改善アドバイス等、ジェリコ農産加工団地の開発に対する支援を引き続き実施した。 

 パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合（CEAPAD：Conference on the Cooperation among East 

Asian countries for Palestinian Development）：「二国家解決」による和平実現に向けて、東アジア諸国

のリソースや経済発展の知見を動員してパレスチナの国づくりを支援すべく、2013年2月に日本政

府が立ち上げた地域協力枠組みであるCEAPADの下、インドネシア、マレーシア、シンガポール、

イスラム開発銀行等と協力し、パレスチナ自治政府職員等に対する技術研修を実施し、パレスチナ

自治政府の行政機能の構築・強化や、公平なガバナンスの確立を支援してきた。新型コロナ感染拡

大により、予定していた訪問型の第三国研修が実施できない中、受入れ国政府機関の協力により、

遠隔ワークショップ型の研修を開催した。 

 ヨルダン支援会合（ロンドン会合）：日本政府は、ヨルダンに対して最大3億ドルの譲許的借款と5年

（2019～2023年）で約1億ドル程度の無償資金協力の供与を2019年に表明しており、同表明の達成に
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資するものとして、既述のヨルダン向けの新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款のL/A

を調印した。 

 日・サウジ・ビジョン 2030：国際開発援助への共同貢献事業では、12月にサウジ開発基金と実務者

間の知見共有セミナーを実施し、アフリカ、中東における技術協力について議論した。 

 西バルカン協力イニシアティブ：2019年度以降、西バルカン協力イニシアティブに貢献する協力の

着実な実施・展開に向け、環境保全（エネルギー効率化・再生エネルギー促進）分野の二国間協力

の形成に加え、環境防災及び民間セクター開発分野の広域協力案件を含む新規案件を開始した。さ

らに、新興ドナーとの関係では、ブルガリア・北マケドニアの三角協力に加えて、ブルガリア・ソ

フィア大学との間でJICAチェアを継続開講している。また、ルーマニアの援助機関RoAid（Romanian 

Agency for International Development）と連携のために意見交換を行った。さらに西バルカン周辺国

（スロベニア、チェコ等）との意見交換を行った。 

 

② 重点領域への支援 

ア）地域の安定化と人間の安全保障の確保 

 戦時下における緊急人道支援～復興・開発支援の検討：2022年2月24日に突如開始されたロシア軍

によるウクライナ侵攻を受け、日本政府は少なくとも1億ドルの借款支援、ウクライナ避難民を受

け入れるモルドバへの緊急人道支援・保健医療分野協力ニーズ調査団派遣、自衛隊装備品の供与

等を実施している。このうち、機構は1億ドルの借款支援として世銀との協調による緊急経済復興

開発政策借款を3月中に事前通報まで準備した。また、周辺国への支援ニーズを確認すべく、緊急

人道支援・保健医療分野ニーズ調査をモルドバに派遣・実施し、調査団第二陣等の継続的な人的

貢献を検討している。また、停戦後即時の復興・開発支援に向けて、衛星画像等を活用した被害状

況調査を準備した。加えて、モルドバに対する開発政策借款を検討しているほか、中核人材育成

のための案件形成（JDS、長期研修）等も検討した。 

 零細農家支援：小規模農家が市場のニーズに即した営農を行うことで農業収入を向上させるプロ

ジェクトをパレスチナ、モルドバで実施した。パレスチナでは、農業庁の農業普及員が市場志向

型の営農・技術指導を農民に実践できるように実施体制及び能力強化を2011年から支援しており、

調査に応じた対象農家の農業所得が介入後の2年間で約1.5倍に向上したことを確認した。 

 難民支援（シリア難民、パレスチナ難民）：多数の難民の受け入れのために、公共サービス等の負

担が増大している難民受入れ国への支援を継続した。また、「平和への架け橋・人材育成プログラ

ム（JISR）」で2021年度に10名のシリア難民を留学生として日本に受け入れるとともに、個別専門

家「難民を含む子どもに対するコミュニティレベルの精神保健・心理社会的支援の強化」を通じ、

ヨルダンに避難しているシリア難民を含む子どもに対し、学校のカウンセラー等によるコミュニ

ティレベルの精神・心理社会的サービスを提供する体制の構築に取り組んだ。トルコでは、難民

受入れ自治体の上下水道・廃棄物インフラ支援のための「地方自治体環境改善事業」（円借款）の

L/A締結を行った。パレスチナでは、「難民キャンプ改善プロジェクトフェーズ2」（技術協力プロ

ジェクト）や「難民キャンプ改善計画」（無償資金協力）を通じて、難民の生活環境の改善のため

の取組を実施している。モロッコでは、慢性疾患・精神疾患を抱える難民に対し新型コロナウイ

ルス対策の啓発活動や職業訓練をUNHCRと連携して実施した。 

 戦争からの復興・開発推進：「イスラム国」（ISIL）から解放されたイラク北西部地域でインフラ整

備を通じた民生向上支援を行うべく、円借款案件の形成を進めた。特に、基幹産業である石油産
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業を下支えして財政の安定や経済多角化に資する製油所改良事業の案件形成を進めた。また、既

往円借款案件により、度重なる戦争や国際社会からの経済制裁で疲弊したインフラ（電力・上下

水道分野等）の復興・開発を推進した。特にイラク南部バスラ県で上水道施設の整備を行う「バス

ラ上水道整備事業」（円借款）では、部分給水が開始され、市内への給水が始まった。さらに、ISIL

の影響で発生した国内避難民が帰還した地域で情報収集調査を実施した。同調査では、道の駅を

設置し、ホストコミュニティと帰還民共同でのコミュニティ活動を促進する等、地域社会の融和

に向けたパイロットプロジェクトを実施した。その他、イエメンでは、2011年3月の日本人退避以

降も、本邦研修や第三国研修を継続する中、課題別研修「地域振興（一村一品運動）」のフォロー

アップとして、地方4県における中小企業を対象に、一村一品運動を紹介・導入するセミナー（オ

ンライン）の実施及び必要な資機材の供与等、紛争が続く状況においても継続的に協力を推進し

た。 

 教育支援：パレスチナでは、ヨルダン川西岸及びガザ地区を対象に就学前教室を含む10校の初等・

中等学校の建設及び教育機材の整備により、初等・中等教育における学習環境の改善を目指す「教

育の質及び環境改善のための学校建設計画」（無償資金協力）を実施している。ヨルダンでは、初

等教育におけるシリア難民等脆弱層を含む全ての児童を対象とした学校ベースの学習環境改善モ

デルの開発及び実践を行う「学習環境改善を通じた初等教育退学抑止プロジェクト」（技術協力プ

ロジェクト）を開始した。 

 

イ）質の高い成長 

 エネルギー分野：経済成長のために必要不可欠なエネルギー分野への協力を、イラク、ヨルダン、

セルビア、エジプト等多くの国で推進した。イラクでは、同国最大級のバスラ製油所の改良を通

じて、環境規制に合致した高品質の石油製品の精製を可能とする「バスラ製油所改良事業」（円借

款）の工事が開始されたほか、今後の円滑な事業推進に向け、後続案件「バスラ製油所改良事業

（第三期）」（円借款）のL/Aに調印した。ヨルダンでは、海外投融資による同国最大規模のムワッ

カル太陽光発電所が完工した。これにより、電力需給の改善や輸入エネルギー依存脱却、低（脱）

炭素化の実現に貢献することが期待される。 

 インフラ分野：イラクでは、南部に位置するコール・アルズベール港の修復・整備を行う「港湾セ

クター復興事業（II）」を通じ、ブイテンダー船及びパイロットステーション船の引き渡しを完了

した。加えて、国内唯一の深水港であり、幅広い商業貨物を取り扱うウンム・カスル港の港湾貨物

ターミナル整備に対し、最大4,000万ドルを供与する融資契約に調印し、機構の海外投融資事業再

開以降、初めてのイラク向け海外投融資を実現した。 

 環境分野：持続可能な経済成長及び人間の安全保障の観点から重要な環境分野への協力をウクラ

イナ、イラク等で実施した。ウクライナでは、ボルトニッチ下水処理場の改修や廃棄物管理の協

力を推進し、都市環境問題の解決に努めたほか、ウクライナ、セルビア及びコソボにて廃棄物管

理の技術協力案件を実施した。アルバニア及びボスニア・ヘルツェゴビナでは、森林火災対策や

生態系に基づく管理（Eco-system based management）を行う新規案件の形成を行った。エジプトで

は、プラスチックごみの削減に向けた調査を実施し、国際機関と連携して廃棄物管理の協力を進

めるための準備を行った。イランでは、汚染物質に関する対処能力の向上を通じた大気汚染の改

善に向けた協力を実施している。 

 水産分野：チュニジアでは、深刻な課題となっている違法・無報告・無規制漁業（IUU漁業）に対




